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告 示

川崎市告示第549号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３

第１項に規定する指定納付受託者を指定したので、同条

第２項の規定により告示します。

令和５年11月１日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　指定納付受託者の住所及び名称

所�在�地　東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号　

名　　称　ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社

代表者名　代表取締役社長　相浦　一成

２�　指定納付受託者が納付する歳入の内容

粗大ごみの収集に伴う処理手数料

３�　指定期間

令和５年11月１日から令和６年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第550号

川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

令和５年11月７日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

別紙省略

２�　保管期間

当該告示をした日から起算して１箇月間

３�　引取りの方法

　⑴�　引取りの場所

別紙記載の保管場所

　⑵�　引取りのできる日時

火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶�　引取りに要する費用

自転車����������2,500円

原動機付自転車��5,000円

自動二輪車�����10,000円

　⑷�　持参するもの

自転車等の鍵

印鑑
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医療機関名 住所

川崎ひのわクリニック 川崎市川崎区本町1-8-2 ﾄﾗｽﾄﾋﾞﾙ3階

松田内科医院 川崎市川崎区堀之内10-24

いしいクリニック乳腺外科 川崎市川崎区砂子2-6-2 三恵ﾋﾞﾙ10FB

稲葉医院 川崎市川崎区砂子1-5-22

入江医院 川崎市川崎区砂子2-6-2 三恵ﾋﾞﾙ

うすい整形外科医院 川崎市川崎区砂子2-2-10 第2園ﾋﾞﾙ

川崎おおつか内科・消化器内科 川崎市川崎区砂子2-6-2 三恵ﾋﾞﾙ4F

川崎レディースクリニック 川崎市川崎区砂子2-11-20 加瀬ﾋﾞﾙ133�4階

あべクリニック 川崎市川崎区駅前本町4-7 堀井ﾋﾞﾙ3F

おおしま内科 川崎市川崎区駅前本町14-6 ﾏｰｳﾞｪﾙ川崎3階・4階

川崎小児科・内科 川崎市川崎区駅前本町14-1 DKﾋﾞﾙ2F

ルナレディースクリニック川崎駅前院 川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ﾋﾞﾙB1F

ナビタスクリニック川崎 川崎市川崎区駅前本町26-1 ｱﾄﾚ川崎8F

川崎駅前クリニック 川崎市川崎区駅前本町12-1 川崎駅前ﾀﾜｰﾘﾊﾞｰｸ6F

三島クリニック 川崎市川崎区駅前本町7-4 井門川崎ビル8F

川崎駅ふみレディースクリニック 川崎市川崎区駅前本町14-6 マーヴェル川崎2階

川崎駅東口内科ｸﾘﾆｯｸ・ｱﾚﾙｷﾞｰ科・小児科 川崎市川崎区駅前本町10-1 MEFULL川崎11階

畑医院 川崎市川崎区宮前町5-1

総合新川橋病院 川崎市川崎区新川通1-15

川崎市立川崎病院 川崎市川崎区新川通12-1

阿部医院 川崎市川崎区貝塚1-9-10

川崎すずき内科クリニック 川崎市川崎区貝塚1-15-4 ESTA�BILDING3階

悠翔会在宅クリニック川崎 川崎市川崎区貝塚1-15-4 ｴｽﾀﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ7F

由井クリニック 川崎市川崎区貝塚2-4-19

かめだこどもクリニック 川崎市川崎区池田2-4-5

ささきクリニック 川崎市川崎区池田1-6-3 2階

内科小児科宮島医院 川崎市川崎区池田2-7-4

太田総合病院 川崎市川崎区日進町1-50

馬嶋病院 川崎市川崎区日進町24-15

川崎クリニック 川崎市川崎区日進町7-1 川崎日進町ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6.7.8階

宮川病院 川崎市川崎区大師駅前2-13-13

村山整形外科 川崎市川崎区大師駅前1-6-17 ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ川崎大師表参道2F

協同ふじさきクリニック 川崎市川崎区藤崎4-21-2

野田医院小児科内科眼科 川崎市川崎区藤崎1-1-3

平安医院 川崎市川崎区藤崎4-19-15

キノメディッククリニック川崎 川崎市川崎区藤崎3-6-1-1F

青山クリニック 川崎市川崎区伊勢町25-3

総合川崎臨港病院 川崎市川崎区中島3-13-1

なかじまクリニック 川崎市川崎区中島3-9-9

港町こどもクリニック 川崎市川崎区港町5-2-103

港町つばさクリニック 川崎市川崎区港町5-2 ﾘｳﾞｧﾘｴB棟104号

門前外科医院 川崎市川崎区東門前1-14-4

住所等身分を証明するもの

４�　その他

この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（様式２及び様式３省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第551号

川崎市長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条

の規定により行う予防接種については、別表に掲げる場

所で当該業務を行うので、予防接種法施行令（昭和23年

政令第197号）第５条の規定に基づき告示します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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和田内科医院 川崎市川崎区東門前3-1-6

後藤医院 川崎市川崎区昭和2-16-16

大師診療所 川崎市川崎区大師町6-8

さくら中央クリニック 川崎市川崎区大師本町9-11

AOI国際病院 川崎市川崎区田町2-9-1

鈴木医院 川崎市川崎区田町1-6-15

昭和医院 川崎市川崎区出来野7-20

川崎大師いしまる内科クリニック 川崎市川崎区観音2-10-6 第3忠ぶねﾋﾞﾙ1F

川崎協同病院 川崎市川崎区桜本2-1-5

いしい医院 川崎市川崎区桜本2-4-9

髙良医院 川崎市川崎区大島3-15-17

花田内科胃腸科医院 川崎市川崎区大島4-16-1

村上外科医院 川崎市川崎区大島1-5-14

森田クリニック 川崎市川崎区大島5-10-5

渡辺外科内科医院 川崎市川崎区大島2-17-16

田辺医院 川崎市川崎区大島上町1-10

アルトクリニック 川崎市川崎区渡田3-4-12

川崎グランハートクリニック 川崎市川崎区渡田向町15-2

川崎七福診療所 川崎市川崎区小田栄2-3-1 ｺｰﾅﾝ小田栄店2階

元木町眼科・内科 川崎市川崎区渡田新町2-1-1

第一クリニック 川崎市川崎区渡田新町2-3-5

野末整形外科歯科内科 川崎市川崎区小田5-1-3

熊谷医院 川崎市川崎区小田5-28-15

柴田医院 川崎市川崎区浅田3-10-12

飯塚医院 川崎市川崎区京町2-14-2

京町診療所 川崎市川崎区京町2-15-6 神和ﾋﾞﾙ

京町クリニック 川崎市川崎区京町1-9-11

黒坂医院 川崎市川崎区京町2-8-17

竹内クリニック 川崎市川崎区京町2-24-4 ｾｿｰﾙ川崎京町ﾊｲﾗｲｽﾞ111

安士医院 川崎市川崎区浜町1-22-6

ヨシムラ耳鼻咽喉科医院 川崎市川崎区浜町1-7-6

日本鋼管病院 川崎市川崎区鋼管通1-2-1

こうかんクリニック 川崎市川崎区鋼管通1-2-3

市電通りごうだクリニック 川崎市川崎区田島町23-1 ﾗｳﾞｨｰﾚ浜川崎1階

東扇島診療所 川崎市川崎区東扇島78 福利厚生ｾﾝﾀｰ2F

佐々木内科クリニック 川崎市幸区小向町3-21

介護老人保健施設千の風・川崎 川崎市幸区小向町15-25

田村外科病院 川崎市幸区戸手1-9-13

橋爪医院 川崎市幸区戸手2-3-12

さいわい整形外科 川崎市幸区戸手1-2-1 みゆきｺｰﾎﾟﾗｽ1F

三條医院 川崎市幸区幸町2-697

関クリニック 川崎市幸区幸町3-7

ゆみメディカルクリニック 川崎市幸区中幸町1-18-5-2F

米田医院 川崎市幸区中幸町3-13

大野クリニック 川崎市幸区堀川町580 ｿﾘｯﾄﾞｽｸｴｱ西館2F

川崎リウマチ・内科クリニック 川崎市幸区大宮町1310 ﾐｭｰｻﾞ川崎222

こんどうレディース診療所 川崎市幸区大宮町2-8 ｲｸｽ川崎ｻﾞ･ﾀﾜｰ1-A

中村クリニック泌尿器科 川崎市幸区大宮町1310 ﾐｭｰｻﾞ川崎227

ミューザ川崎こどもクリニック 川崎市幸区大宮町1310 ﾐｭｰｻﾞ川崎2F

横山クリニック 川崎市幸区大宮町14-4 尊昌ﾋﾞﾙ4F

おさないクリニック 川崎市幸区南幸町2-80 KS紅屋ﾋﾞﾙ4F
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小林クリニック 川崎市幸区南幸町2-80

川崎幸クリニック 川崎市幸区南幸町1-27-1

いきいきクリニック 川崎市幸区南幸町2-34-2 川崎ｸﾘｽﾁｬﾝｾﾝﾀｰ1F

けいクリニック 川崎市幸区南幸町3-104 中川ﾋﾞﾙ3F

ましも内科循環器内科 川崎市幸区南幸町2-26-12

まつくら整形外科 川崎市幸区南幸町2-21-7-1F

森田医院 川崎市幸区南幸町3-14

第二川崎幸クリニック 川崎市幸区都町39-1

あいホームケアクリニック 川崎市幸区都町37-10 さいわい都町ﾋﾞﾙ1階

黒瀬クリニック 川崎市幸区神明町2-1-1

鈴木医院 川崎市幸区神明町2-14-7

川崎中央クリニック 川崎市幸区神明町2-68-7

植村内科医院 川崎市幸区戸手本町1-44-5-1F

川崎くらかた胃腸内科 川崎市幸区塚越4-314-2

田中小児科医院 川崎市幸区塚越2-217

松葉医院 川崎市幸区塚越2-159

みつや内科診療所 川崎市幸区古川町120

さいわい鹿島田クリニック 川崎市幸区新塚越201 ﾙﾘｴ新川崎

ゆりこどもクリニック 川崎市幸区新塚越201 ﾙﾘｴ新川崎5F

まつの内科クリニック 川崎市幸区新川崎5-2 ｼﾝｶﾓｰﾙ3F

川崎セツルメント診療所 川崎市幸区古市場2-67

関口医院 川崎市幸区古市場1-21

中村整形外科 川崎市幸区古市場1-21

石永医院 川崎市幸区下平間130

千梨内科クリニック 川崎市幸区下平間359 ﾚｵﾅV201

たつのこどもクリニック 川崎市幸区下平間359 ﾚｵﾅV

ナカオカクリニック 川崎市幸区下平間38

南武医院 川崎市幸区下平間205

まつやまクリニック 川崎市幸区下平間341 ﾚｵﾅⅢ2F

栗田病院 川崎市幸区小倉2-30-13

パークシティクリニック 川崎市幸区小倉1-1 ﾊﾟｰｸｼﾃｨ新川崎ｸﾘﾆｯｸ棟217

柁原医院 川崎市幸区小倉3-23-4

小倉かとう内科 川崎市幸区小倉5-19-23 ｸﾛｽｶﾞｰﾃﾞﾝ川崎209号

木村整形外科 川崎市幸区小倉1-3-14

たくま幸クリニック 川崎市幸区小倉3-28-12 ｼｬﾘｵ佐野1F

生駒クリニック 川崎市幸区南加瀬4-27-6

いしいアレルギーこどもクリニック 川崎市幸区南加瀬3-5-3 ﾄｷﾜｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ4F

うちやま南加瀬クリニック��内科・内視鏡内科 川崎市幸区南加瀬3-5-3 ﾄｷﾜｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2階

鎌田医院 川崎市幸区南加瀬4-30-2

かい小児科・内科・耳鼻咽喉科医院 川崎市幸区南加瀬3-25-1

南加瀬しらい整形外科クリニック 川崎市幸区南加瀬2-6-8 南加瀬ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ3階

南加瀬ファミリークリニック 川崎市幸区南加瀬2-6-8 南加瀬ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ2F

川崎南部在宅診療所 川崎市幸区南加瀬2-8-15 新川崎ﾛｲﾔﾙﾊﾟﾚｽ1F-B

髙取内科医院 川崎市幸区矢上13-6

メディ在宅クリニック 川崎市幸区矢上2-7

高橋クリニック 川崎市幸区北加瀬2-7-20

スキップこどもアレルギークリニック 川崎市幸区北加瀬2-11-3 ｺﾄﾆｱｶﾞｰﾃﾞﾝ新川崎

新川崎むらせ内科循環器内科 川崎市幸区北加瀬2-11-3

鹿島田病院 川崎市幸区鹿島田1-21-20

新川崎こびきウィメンズクリニック 川崎市幸区鹿島田1-8-33 はとりﾋﾞﾙ2F

新川崎ふたばクリニック小児科・皮膚科 川崎市幸区鹿島田1-4-3 CLASSIMO-BLD.
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はとりクリニック 川崎市幸区鹿島田1-8-33 はとりﾋﾞﾙ3F

あむろ内科クリニック 川崎市中原区上丸子八幡町796

武蔵小杉レディースクリニック 川崎市中原区新丸子東3-1302 ららﾃﾗｽ武蔵小杉4階452号

武蔵小杉ささもと小児科・アレルギー科　 川崎市中原区新丸子東3-1302 ららﾃﾗｽ武蔵小杉4F

武蔵小杉ハートクリニック 川崎市中原区新丸子東3-946-3 MKﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ1F

むさし小杉内科クリニック 川崎市中原区新丸子東3-1302 ららﾃﾗｽ武蔵小杉4階

さくらクリニック武蔵小杉内科・小児科 川崎市中原区新丸子東3-1100-14 ﾌｰﾃﾞｨｱﾑ武蔵小杉2F

田中内科クリニック 川崎市中原区新丸子東1-774

ヒロクリニック 川崎市中原区新丸子東1-826 新丸子東口ﾋﾞﾙ1F

サンマルコクリニック 川崎市中原区新丸子東1-825-7 長井ﾋﾞﾙ2F

こすぎ駅前クリニック 川崎市中原区新丸子東2-925 白誠ﾋﾞﾙ1F

渡辺こども診療所 川崎市中原区新丸子東1-788

武蔵小杉胃と大腸の内視鏡・消化器内科ｸﾘﾆｯｸ　川崎中原院 川崎市中原区新丸子東3-1156-2 Classense武蔵小杉��北館2F

荒田内科クリニック 川崎市中原区新丸子町747 ｸﾞﾗﾝｲｰｻ新丸子Ⅱ1F

新丸子皮フ科・アレルギー科クリニック 川崎市中原区新丸子町748�1F

えじり子供クリニック 川崎市中原区新丸子町734-1 ｱﾍﾞﾆｵ新丸子1F

前田医院 川崎市中原区新丸子町765

かわいクリニック武蔵小杉 川崎市中原区新丸子町767-2 氏橋ﾋﾞﾙ3階B区画

山出内科 川崎市中原区新丸子町727-1

山口外科 川崎市中原区新丸子町745-3

松本クリニック 川崎市中原区丸子通2-441

新丸子ペインクリニック内科 川崎市中原区丸子通2-682 ｴﾃﾞﾌｨｽAN101号室

やまと診療所武蔵小杉 川崎市中原区下沼部1760 ｶｲﾝﾄﾞ玉川3階

こだま診療所 川崎市中原区下沼部1886 ｾﾝﾄﾗﾙﾊｲﾂⅠ��101

わたたに医院 川崎市中原区下沼部1747

中村医院 川崎市中原区下沼部1930-2

平間クリニック 川崎市中原区中丸子589-11

亀谷内科クリニック 川崎市中原区中丸子361

土井小児科医院 川崎市中原区上平間1149-1

菊岡内科医院 川崎市中原区田尻町35

小林医院 川崎市中原区北谷町31

中橋メディカルクリニック 川崎市中原区北谷町51-9

二宮内科小児科クリニック 川崎市中原区北谷町693

内田クリニック 川崎市中原区市ノ坪223 ｽｶｲ来夢101

武蔵小杉おさだ内科 川崎市中原区市ノ坪449-3

キャップスクリニック武蔵小杉 川崎市中原区市ノ坪449-3 ｼﾃｨﾀﾜｰ武蔵小杉

もくぼ内科クリニック 川崎市中原区木月住吉町2-25 ｴﾊﾞﾋﾞﾙ2�4階

宇藤内科医院 川崎市中原区苅宿24-37

野口クリニック 川崎市中原区西加瀬16-10 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾚｲｽ元住吉

わかばこどもクリニック 川崎市中原区西加瀬17-8 ｴｸｾﾚﾝﾄﾋﾞｭｰ元住吉1F

綾部内科クリニック 川崎市中原区木月1-23-7

元住吉こころみクリニック 川崎市中原区木月1-28-5 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞD元住吉3F

もとすみ内科・胃腸内科クリニック 川崎市中原区木月1-33-15 進栄ﾋﾞﾙ1階

北村医院 川崎市中原区木月2-14-6

はぐくみ母子クリニック元住吉 川崎市中原区木月1-24-27

元住吉くろさき呼吸器内科クリニック 川崎市中原区木月1-33-15 進栄ﾋﾞﾙ1F

住吉診療所 川崎市中原区木月3-7-3

元住吉クリニック 川崎市中原区木月2-12-18

徳植医院 川崎市中原区木月1-2-24

豊﨑医院 川崎市中原区木月1-31-10

元住吉レディースクリニック 川崎市中原区木月1-30-17
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宮尾クリニック 川崎市中原区木月1-6-14

みやぎ内科クリニック 川崎市中原区木月3-25-10

毛利医院 川崎市中原区木月3-5-33

江島整形外科クリニック 川崎市中原区木月祗園町14-16-115

久保田クリニック 川崎市中原区木月祗園町15-1

澤口内科クリニック 川崎市中原区木月祗園町14-16 ｸﾞﾗﾝﾘﾋﾞｵ元住吉116

有田こどもクリニック 川崎市中原区井田中ノ町33-5

中島クリニック 川崎市中原区井田中ノ町8-36

川崎市立井田病院 川崎市中原区井田2-27-1

さかもと内科クリニック 川崎市中原区井田1-36-3

すずき耳鼻咽喉科クリニック 川崎市中原区井田1-36-3

島脳神経外科整形外科医院 川崎市中原区井田杉山町29-10

中原小杉元住吉ほしおか内科・消化器・内視鏡クリニック 川崎市中原区井田三舞町3-5

上杉クリニック 川崎市中原区下小田中1-15-33

なかはら内科クリニック 川崎市中原区下小田中3-30-3

はぐくみ母子クリニック 川崎市中原区下小田中3-33-5

神保内科クリニック 川崎市中原区下小田中2-1-31 中原ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1F

すずむらクリニック 川崎市中原区下小田中3-31-1 ﾌｪﾆｯｸｽｺｰﾄ1F

中原こどもクリニック 川崎市中原区下小田中1-1-6 ﾐﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾀﾝ3e�1F

たかはし内科 川崎市中原区下小田中1-3-6 JOJﾋﾞﾙ1F

むさし整形外科 川崎市中原区下小田中2-1-31 中原ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2F

山高クリニック 川崎市中原区下小田中2-33-39

武蔵中原しくらクリニック 川崎市中原区下新城2-1-38 ｷｭｲﾌﾞﾙⅢ101

回生医院 川崎市中原区新城中町2-10

京浜総合病院 川崎市中原区新城1-2-5

大迫内科クリニック 川崎市中原区新城2-15-2

春原内科クリニック 川崎市中原区新城3-2-13

中島医院 川崎市中原区新城3-5-1

宮崎医院 川崎市中原区新城3-13-8

うちだこどもクリニック 川崎市中原区上新城2-14-23 ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽｽｸｴｱ武蔵新城1F

おばな内科クリニック 川崎市中原区上新城2-4-8

新城女性のクリニック 川崎市中原区上新城2-11-29�4階

はる内視鏡クリニック 川崎市中原区上新城2-11-25��3F

ふじむら耳鼻咽喉科 川崎市中原区上新城2-11-29 武蔵新城ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2F

やまだ内科クリニック 川崎市中原区上新城1-2-28-201

さかね内科クリニック 川崎市中原区宮内2-12-1

ハウズクリニック渡辺内科 川崎市中原区宮内1-8-3

おくせ医院 川崎市中原区上小田中1-26-1 ﾊｲﾑﾁｪﾘｰB101

しまだ小児クリニック 川崎市中原区上小田中2-42-22 ｽﾀｰﾈｽﾄ1F

だんのうえ眼科クリニック 川崎市中原区上小田中3-23-34 ﾒﾃﾞｨ中原ﾋﾞﾙ3F

つちや内科・循環器内科 川崎市中原区上小田中5-2-7 ｸﾚｼｱ武蔵中原1F

ポプラメディカルクリニック 川崎市中原区上小田中3-29-2 ｻﾞ･ｸﾚｽﾄｼﾃｨﾊﾟｰｸｺｰﾄ1F

はらクリニック 川崎市中原区上小田中6-26-3 2F-2

武蔵中原まちいクリニック 川崎市中原区上小田中6-23-10 小川ﾋﾞﾙ1F

武蔵小杉森のこどもクリニック小児科・皮膚科 川崎市中原区小杉町2-228-1 ﾊﾟｰｸｼﾃｨ武蔵小杉ｻﾞｶﾞｰﾃﾞﾝﾀﾜｰｽﾞｳｴｽﾄ

加藤順クリニック 川崎市中原区小杉町3-441-1 ｴﾝﾄﾋﾟｱ安藤2F

武蔵小杉整形外科 川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉ﾀﾜｰﾌﾟﾚｲｽ2F

さとうクリニック 川崎市中原区小杉町3-8-6 ﾌﾟﾘｰｽﾄ武蔵小杉1F

こすぎレディースクリニック 川崎市中原区小杉町3-1501-1 ｾﾝﾄｱ武蔵小杉A棟305B

柴﨑整形外科 川崎市中原区小杉町1-529-15

とまり木ウイメンズクリニック��武蔵小杉 川崎市中原区小杉町3-441-1
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コスギコモンズクリニック 川崎市中原区小杉町2-228-1�W3

塚原クリニック 川崎市中原区小杉町1-529 STEPS-3�1F

のなみクリニック 川崎市中原区小杉町1-547-83

ひまわり小児科 川崎市中原区小杉町3-1501-1 ｾﾝﾄｱ武蔵小杉A棟3F

むらた内科クリニック 川崎市中原区小杉町3-1501 ｾﾝﾄｱ武蔵小杉A棟1階

こすぎ小児科 川崎市中原区小杉町3-249-2 ｸﾚｱﾎｰﾑｽﾞ武蔵小杉101

こすぎ皮ふ科 川崎市中原区小杉町3-432 尾村ﾋﾞﾙ1階・2階

はなまるクリニック 川崎市中原区小杉町2-313 ﾎﾟﾝ･ﾙﾃｪｰﾙ小杉1階

聖マリアンナ医科大学東横病院 川崎市中原区小杉町3-435

こすぎ坂本医院 川崎市中原区小杉町3-441-9 伊達ﾋﾞﾙ2階B室

岡島クリニック 川崎市中原区今井南町21-35-102 ﾙﾐｴｰﾙ南Ⅱ1階A

さかい医院 川崎市中原区今井南町9-34

清水医院 川崎市中原区今井仲町12-12

田口小児科医院 川崎市中原区今井仲町10-18

たむらクリニック 川崎市中原区今井西町12-14 柳田ﾋﾞﾙ1F

神田クリニック 川崎市中原区今井上町4-4 ﾊﾙｾﾝ武蔵小杉1F

小杉外科内科医院 川崎市中原区小杉御殿町2-88

関東労災病院 川崎市中原区木月住吉町1-1

日本医科大学武蔵小杉病院 川崎市中原区小杉町1-383

えがおの森こどもアレルギークリニック 川崎市高津区溝口3-7-11 2F

総合高津中央病院 川崎市高津区溝口1-16-7

溝の口クリニック 川崎市高津区溝口1-12-20 ｳｴｽﾄｷｬﾆｵﾝﾋﾞﾙⅡ2F

優ウィメンズクリニック 川崎市高津区溝口3-7-1 ﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ4F

猿谷耳鼻咽喉科医院 川崎市高津区溝口3-10-38 猿谷ﾋﾞﾙ1F

鈴木医院 川崎市高津区溝口2-18-46

洲之内内科 川崎市高津区溝口1-13-16-102

住永クリニック 川崎市高津区溝口2-6-26 ｱｽﾞﾏﾔ栄橋ﾋﾞﾙ2F

田園二子クリニック 川崎市高津区溝口2-16-5 ｱｲﾋﾟｰ溝の口ﾋﾞﾙ2F

高津駅前はら内科ハートクリニック 川崎市高津区溝口3-7-11�3F

やぐち耳鼻咽喉科クリニック 川崎市高津区溝口4-1-17 SKD高津駅前ﾋﾞﾙⅠ�3F

ひっぽこどもアレルギークリニック 川崎市高津区溝口5-24-8 ﾗｲﾌ溝口店2F

宮川内科医院 川崎市高津区溝口1-6-1

三輪内科おなかクリニック 川崎市高津区溝口5-24-8 ﾗｲﾌ溝口店2F

溝の口おかもと糖尿病内科 川崎市高津区溝口2-14-31 MSﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ�1F

高津内科クリニック 川崎市高津区二子3-33-20

ブレストケア高津 川崎市高津区二子5-2-1 中興･2��3階

窪田医院 川崎市高津区二子5-10-1

二子クリニック 川崎市高津区二子1-11-15

おひさまげんきクリニック 川崎市高津区二子5-2-5-2A 第1井上ﾋﾞﾙ

二子新地ひかりこどもクリニック 川崎市高津区諏訪1-3-15 FMﾌﾗｯﾄ1F

高橋内科医院 川崎市高津区諏訪1-9-1 諏訪平壱番館101

はっとりファミリークリニック 川崎市高津区北見方2-16-1 高津ゆうあいﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ1F

溝の口慶友クリニック 川崎市高津区久本3-1-31 U-LAND溝ノ口ﾋﾞﾙ4F

おかの小児科・アレルギー科 川崎市高津区久本3-2-1 ｳｪﾙﾀﾜｰ1F

レディースクリニック溝の口 川崎市高津区久本3-3-3 ｻﾞ･344ﾋﾞﾙ203

みぞのくちファミリークリニック 川崎市高津区久本3-14-1-1F

つるや内科クリニック 川崎市高津区久本1-6-5

豊田クリニック 川崎市高津区久本3-2-3 ｳﾞｪﾙｳﾞｭ溝の口1F

廣津医院 川崎市高津区久本3-6-1-212

もぎたて耳鼻咽喉科 川崎市高津区久本1-2-5 関口第一ﾋﾞﾙ4階401

坂戸診療所 川崎市高津区坂戸1-6-18
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ＫＳＰクリニック 川崎市高津区坂戸3-2-1 KSPﾋﾞﾙ西503

溝の口胃腸科・内科クリニック 川崎市高津区坂戸1-6-20 ﾊｲﾗﾝﾄﾞ・ﾍﾞｲ溝の口1F

そめや内科クリニック 川崎市高津区末長1-45-1 秋本ﾋﾞﾙ1階

アクアこどもクリニック 川崎市高津区末長2-10-18 光亮第一ビル3F

梶が谷駅前内科クリニック 川崎市高津区末長1-9-1 ｽﾀｲﾘｵ梶が谷MALL6F

Sunnyこどもクリニック 川崎市高津区末長1-9-1 ｽﾀｲﾘｵ梶が谷ﾓｰﾙ7F

梶ヶ谷クリニック 川崎市高津区末長1-23-17 梶ヶ谷Jﾋﾞﾙ1F

福住医院 川崎市高津区末長3-12-3

山本整形外科医院 川崎市高津区末長1-8-20

片倉病院 川崎市高津区新作4-11-16

新城・新作こどもクリニック 川崎市高津区新作4-12-6 FMﾋﾞﾙ2F

田園都市溝の口つつじ内科クリニック 川崎市高津区新作3-1-4

かたおか小児科クリニック 川崎市高津区梶ケ谷3-7-28-101

あおば内科クリニック 川崎市高津区梶ケ谷6-2-8

千年診療所 川崎市高津区千年新町29-5

ハタカズコ婦人クリニック 川崎市高津区千年新町28-9

いずみ泌尿器科皮フ科 川崎市高津区千年301-1 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺｽﾓ千歳203

桐村医院 川崎市高津区千年200-5

千年ファミリークリニック 川崎市高津区千年637-4 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｩｰﾙﾁﾄｾ1階

かわかみ小児科クリニック 川崎市高津区子母口497-2 子母口ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ2F

しまむらクリニック 川崎市高津区子母口497-2 子母口ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ1F

山本医院 川崎市高津区子母口728-4

伊藤医院 川崎市高津区久末1894

森クリニック 川崎市高津区久末9-1

大久保クリニック 川崎市高津区東野川2-36-5

野川整形外科 川崎市高津区東野川1-7-9 ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘｱ野川1F

田中クリニック 川崎市高津区東野川2-36-5 久末ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾚｯｼﾞA棟1F

ゆめこどもクリニック 川崎市高津区東野川2-36-4 久末ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾚｯｼﾞB棟2F

福西内科クリニック 川崎市高津区東野川1-7-9 ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘｱ野川2F

久地さとう医院 川崎市高津区宇奈根637-5

内田内科 川崎市高津区久地4-24-30 ｸﾞﾘｰﾝｽｸｴｱ1F

久地診療所 川崎市高津区久地4-19-8

くじこどもクリニック 川崎市高津区久地4-24-30 ｸﾞﾘｰﾝｽｸｴｱ2F

村川内科クリニック 川崎市高津区久地4-24-5 新川屋ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2階

みぞのくちユース&ウィメンズクリニック 川崎市高津区下作延2-2-8 溝の口ﾌﾗﾜｰﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ3F

北浜こどもクリニック 川崎市高津区下作延3-3-10-2F

国島医院 川崎市高津区下作延3-22-7

木暮クリニック 川崎市高津区下作延2-4-3

武井クリニック 川崎市高津区下作延2-7-26 ｼﾃｨﾌｫｰﾗﾑ溝ノ口101号

長瀬クリニック 川崎市高津区下作延3-3-10 ｽﾙﾊﾞﾘｴ梶ヶ谷2F

椿クリニック 川崎市高津区下作延2-3-38 TKビル301

メディクスクリニック溝の口 川崎市高津区下作延5-11-12

津田山クリニック 川崎市高津区下作延6-4-1

渡辺クリニック 川崎市高津区下作延2-9-10

はまゆり糖・生活習慣病クリニック�溝の口 川崎市高津区下作延2-2-8 溝の口フラワーメディカルモール2階

にし医院 川崎市高津区上作延1-20-20

帝京大学医学部附属溝口病院 川崎市高津区二子5-1-1

虎の門病院分院 川崎市高津区梶ケ谷1-3-1

きたじま内科・脳神経クリニック 川崎市宮前区東有馬5-1-2

菅野耳鼻咽喉科 川崎市宮前区東有馬3-5-29 KUMANOﾋﾞﾙ1F

本村医院 川崎市宮前区東有馬5-24-1
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森島小児科内科クリニック 川崎市宮前区東有馬3-15-10

有馬病院 川崎市宮前区有馬3-10-7

なないろこどもとアレルギーのクリニック 川崎市宮前区有馬5-17-21

さがらクリニック 川崎市宮前区有馬5-19-7-201

鷺沼診療所 川崎市宮前区有馬1-22-16

鷺沼人工腎臓石川クリニック 川崎市宮前区鷺沼1-10-3

さぎぬま公園クリニック 川崎市宮前区鷺沼1-18-1 ﾌﾟﾚｰﾙ鷺沼ｳﾞｪﾙｴｽﾀ203

春待坂ハートクリニック 川崎市宮前区鷺沼1-18-10 ﾌﾚﾝﾄﾞﾍﾞｰｽ3F

鷺沼産婦人科 川崎市宮前区鷺沼3-5-17

キッズクリニック鷺沼 川崎市宮前区鷺沼1-18-10

こにしクリニック 川崎市宮前区鷺沼1-3-13

原クリニック 川崎市宮前区鷺沼4-10-5

さぎぬま一丁目クリニック 川崎市宮前区鷺沼1-24-4 ﾗｲｽﾞﾓｰﾙ鷺沼1階

本田医院 川崎市宮前区鷺沼1-10-11

丸田クリニック 川崎市宮前区鷺沼3-4-5

山口整形外科 川崎市宮前区鷺沼1-18-10 ﾌﾚﾝﾄﾞﾍﾞｰｽ4階

田園都市クリニック 川崎市宮前区鷺沼1-22-7 ｶｰｻｴｽﾃﾚｰﾔ1F

宮前平医院 川崎市宮前区土橋2-1-30

河野医院 川崎市宮前区土橋3-3-4

すずか小児科・皮ふ科クリニック 川崎市宮前区土橋1-21-11 ﾋﾞﾙ・ﾍﾞﾙﾃﾞｨｱ2F

さぎぬま髙橋内科クリニック 川崎市宮前区土橋3-3-1 ﾄﾞｩ-ｴ･ｱｺﾙﾃﾞ204

みよしこどもクリニック 川崎市宮前区土橋6-15-1 宮前平ﾊﾟｰﾑﾊｳｽB-115

むとう小児科クリニック 川崎市宮前区土橋3-2-17

やがわ内科・消化器内科 川崎市宮前区土橋1-21-11 ﾋﾞﾙﾍﾞﾙﾃﾞｨｱ1F

宮前平内科クリニック 川崎市宮前区宮前平2-15-2

神奈川ひまわりクリニック 川崎市宮前区宮前平3-3-26

Ｋ-クリニック 川崎市宮前区宮前平2-1-6

川本整形外科 川崎市宮前区宮前平2-1-3

根岸耳鼻咽喉科医院 川崎市宮前区宮前平2-1-5

福島内科医院 川崎市宮前区宮前平2-19-9

三倉医院 川崎市宮前区宮前平2-15-15 Brillia宮前平201

宮前平第２クリニック 川崎市宮前区宮前平2-5-16 ﾈﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ3F

クリニックのびのびキッズピア 川崎市宮前区宮前平2-15-3 ﾀﾞｲﾁﾋﾞﾙ201

たかの循環器内科クリニック 川崎市宮前区宮前平3-2-1

鷺沼透光診療所 川崎市宮前区小台1-20-1 ｱﾝ･ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ601･602号室

川崎ヒューマンクリニック 川崎市宮前区小台1-17-3 Saginuma�Dento�Hills101

菊岡医院 川崎市宮前区小台2-22-7

東方医院 川崎市宮前区小台2-6-2 ﾗﾎﾟｰﾙ宮前平3F

宮前平すがのクリニック 川崎市宮前区小台2-6-6 宮前平ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ3F

宮前平健栄クリニック 川崎市宮前区小台2-5-2 宮前平ﾊｲﾂ2F

川崎宮前平とくえ内科循環器内科クリニック 川崎市宮前区小台2-5-1-301

あると内科クリニック 川崎市宮前区小台1-20-2 ﾘﾊﾞｰﾚ鷺沼201

いろどりレディースクリニック宮前平 川崎市宮前区小台2-5-1 ﾃｨﾓﾈ宮前平303

たかはしメモリークリニック 川崎市宮前区犬蔵2-7-1

北部市場クリニック 川崎市宮前区水沢1-1-1 川崎市中央卸売市場北部市場管理棟内

かわさき記念病院 川崎市宮前区潮見台20-1

潮見台植木クリニック 川崎市宮前区潮見台6-7 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞ潮見台103

あおやぎ内科循環器クリニック 川崎市宮前区菅生2-1-9

ゆりかごクリニック 川崎市宮前区菅生1-2-20 ｲｽﾞﾐｰﾙ103号

いしだ内科外科クリニック 川崎市宮前区平4-4-1

おおたけファミリークリニック 川崎市宮前区平1-1-4 平橋ｸﾘﾆｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ2F
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鎌田クリニック 川崎市宮前区平2-11-3 YOUﾋﾞﾙ1F

宮前平グリーンハイツ診療所 川崎市宮前区けやき平1-16-209

鎌田クリニック南平台 川崎市宮前区南平台3-30

みやびクリニック 川崎市宮前区南平台3-17

山本内科クリニック 川崎市宮前区白幡台1-9-10

小林外科胃腸科 川崎市宮前区神木本町2-2-17

くりう内科クリニック 川崎市宮前区神木2-2-1 宮崎台ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞA-2

宮崎台クリニック 川崎市宮前区宮崎3-14-23

いのうえクリニック 川崎市宮前区宮崎5-14-2

ふたば内科眼科糖尿病クリニック 川崎市宮前区宮崎2-10-2-2階

宮前つばさクリニック 川崎市宮前区宮崎6-9-5 東急宮前平ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾟｰｸ2F

たかはしクリニック 川崎市宮前区宮崎2-13-1 ﾄﾞﾝｼﾞｮﾝ宮崎台1F

宮崎台耳鼻咽喉科 川崎市宮前区宮崎2-10-8 ﾄﾗﾍﾟｽﾞ宮崎台2F

ニコットこどもクリニック 川崎市宮前区宮崎2-9-3 ﾒｿﾞﾝ・ﾄﾞ･ﾊﾞｯﾊ1階

もぎ循環器科内科医院 川崎市宮前区宮崎5-14-19

さくら坂やまだ耳鼻咽喉科 川崎市宮前区宮崎2-10-2 第二隆祥ﾋﾞﾙ3階

大野医院 川崎市宮前区馬絹3-8-34

小野田医院 川崎市宮前区馬絹6-22-14 第一ｹｰｴｰﾋﾞﾙ1F2F

かねこクリニック 川崎市宮前区馬絹4-4-13

川原小児科 川崎市宮前区馬絹1-1-41

好生堂医院 川崎市宮前区野川本町2-2-10

馬目整形外科・内科クリニック 川崎市宮前区野川本町1-3-1

佐治医院 川崎市宮前区南野川3-6-2

野川クリニック 川崎市宮前区野川台1-21-15

風の道クリニック 川崎市宮前区野川台3-7-1

こども元気！内科クリニック 川崎市宮前区西野川1-4-17

村上循環器科内科皮膚科 川崎市宮前区西野川1-4-16 野川ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ2F

聖マリアンナ医科大学病院 川崎市宮前区菅生2-16-1

稲田堤メディカルクリニック 川崎市多摩区菅2-15-5

清水小児科クリニック 川崎市多摩区菅6-13-20

コハル内科 川崎市多摩区菅4-1-1 ｺﾝﾄﾗｲ101号

関口内科医院 川崎市多摩区菅2-8-27 第一平山ﾋﾞﾙ1階

てづか内科・循環器クリニック 川崎市多摩区菅1-5-12 ｴﾋﾟﾄﾞｰﾙ稲田堤1A

西村クリニック 川崎市多摩区菅2-4-2 ｻﾆｰｻｲﾄﾞ202

まつもと小児クリニック 川崎市多摩区菅1-2-31 ﾌﾟﾗｻﾞｸﾘｴｲﾄ2F

稲田堤駅前脳神経外科内科クリニック 川崎市多摩区菅稲田堤1-17-28-201

前原医院 川崎市多摩区菅馬場1-1-27

あいクリニック産婦人科・小児科 川崎市多摩区菅仙谷4-1-5

大倉消化器科外科クリニック 川崎市多摩区菅仙谷4-1-5

つじ内科クリニック 川崎市多摩区菅仙谷4-1-5

ことぶきクリニック 川崎市多摩区菅仙谷4-1-5

稲田小児科医院 川崎市多摩区菅北浦2-2-24

土井医院 川崎市多摩区菅北浦4-11-25

稲田登戸クリニック 川崎市多摩区菅北浦4-3-1 ｵｰｸﾋﾙｽﾞ101号

みやもと訪問クリニック 川崎市多摩区菅北浦2-17-15 ﾏｽﾀﾞｴﾚﾒﾝﾄﾋﾞﾙ3階

多摩クリニック 川崎市多摩区布田2-24

中野島小児科クリニック 川崎市多摩区中野島6-22-9

池田小児科医院 川崎市多摩区中野島3-15-15

中野島糖尿病クリニック 川崎市多摩区中野島3-13-8 中野島駅前ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞA��2F

中野島北口コガワクリニック 川崎市多摩区中野島6-26-2 F&Fﾊｲﾑ2F

中野島診療所 川崎市多摩区中野島4-9-1
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中野島たきぐち耳鼻咽喉科 川崎市多摩区中野島3-13-8 中野島駅前ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞA101

藤田クリニック 川崎市多摩区中野島3-14-37

牧野クリニック 川崎市多摩区中野島3-27-34 ﾊﾞｰﾄﾞﾀｳﾝ7番館1F

多摩ファミリークリニック 川崎市多摩区登戸新町337 ｴﾆｰﾋﾞﾙ1F

登戸内科・脳神経クリニック 川崎市多摩区登戸新町434

鈴木内科医院 川崎市多摩区登戸新町188

中村医院 川崎市多摩区登戸新町358-1

やまもとクリニック 川崎市多摩区登戸新町404 古谷ﾋﾞﾙ3F

登戸プライマリケアクリニック 川崎市多摩区登戸1856-10 松鷹ﾋﾞﾙ101号

あさい内科医院 川崎市多摩区登戸538

多摩脳神経外科 川崎市多摩区登戸1654

えがわ療育クリニック 川崎市多摩区登戸2256 Jeune�feuillage1F

桜クリニック 川崎市多摩区登戸3292 ｸﾞﾗﾝｼｬﾘｵ1F

岡野内科医院 川崎市多摩区登戸1737

あかりクリニック 川崎市多摩区登戸2066-1�101

向ヶ丘久保田内科 川崎市多摩区登戸2708-1 YMﾋﾞﾙ3F･4F

のぼりとキッズクリニック 川崎市多摩区登戸2565-1 ｲﾙ・ﾏｰﾚ3F

公文内科クリニック 川崎市多摩区登戸1792-2 ｱﾑｸﾚｽﾄ向ヶ丘1階

こう内科クリニック 川崎市多摩区登戸2766-5 SKﾋﾞﾙ101

向ヶ丘胃腸・肛門クリニック 川崎市多摩区登戸2662-1 ﾌﾟﾗｻﾞ向ヶ丘遊園3F

ささき腎泌尿器クリニック 川崎市多摩区登戸2566-1 GranSoleil登戸301

すずき内科クリニック 川崎市多摩区登戸2130-2 ｱﾄﾗｽﾀﾜｰ向ヶ丘遊園208

たまふれあいクリニック 川崎市多摩区登戸1763 ﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ向ヶ丘2階

ベルズレディースクリニック 川崎市多摩区登戸3351-203

たけもとレディースクリニック 川崎市多摩区登戸2566-1 ｸﾞﾗﾝｿﾚｲﾕ登戸302号室

たけやま呼吸器・内科クリニック 川崎市多摩区登戸2427-5 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾚｲｽﾀﾅｶ3F

登戸クリニック 川崎市多摩区登戸2566-1 GranSoleil登戸101,201号室

豊田クリニック 川崎市多摩区登戸3200

登戸なかたに消化器・糖尿病内科 川崎市多摩区登戸2565-1

なかむらこどもクリニック 川崎市多摩区登戸2428 Noborito�Gate�Building�4F�401

登戸ハナミズキ内科 川崎市多摩区登戸2428 Noborito�Gate�Building4F

たまこどもクリニック 川崎市多摩区登戸2948-6

すばる診療所 川崎市多摩区登戸598-2

石原内科医院 川崎市多摩区宿河原3-10-3 ｾﾙｼｵITO

久保田診療所 川崎市多摩区宿河原4-21-23

コクボ診療所 川崎市多摩区宿河原6-33-9-1F

本橋内科クリニック 川崎市多摩区宿河原3-1-6

高橋クリニック 川崎市多摩区堰3-5-14

かえでファミリークリニック 川崎市多摩区長尾5-2-2-101

西根医院 川崎市多摩区枡形1-8-38

在宅療養支援ｸﾘﾆｯｸかえでの風たま・かわさき 川崎市多摩区三田1-8-9 ｸﾞﾚｲｽｲﾂﾞﾐ106号室

黒須内科クリニック 川崎市多摩区長沢4-2-9 ｸﾞﾘｰﾝｳﾞｧﾚｰ松澤207

五十嵐レディースクリニック 川崎市多摩区南生田4-6-6 南生田ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ1F

大森医院 川崎市多摩区南生田7-20-21

南生田レディースクリニック 川崎市多摩区南生田7-20-21

須田メディカルクリニック 川崎市多摩区南生田4-20-2

土屋医院 川崎市多摩区南生田1-12-2

南生田クリニック 川崎市多摩区南生田4-11-8

生田病院 川崎市多摩区西生田5-24-1

伊藤耳鼻咽喉科クリニック 川崎市多摩区西生田3-9-3 ｸﾚｰﾙ読売ﾗﾝﾄﾞ前202 ～ 203

岸内科胃腸科医院 川崎市多摩区西生田2-2-5



川 崎 市 公 報

－5420－

（第1,879号）令和5年(2023年)11月27日

医療機関名 住所

読売ランド前すわクリニック 川崎市多摩区西生田1-8-1-102

原田内科クリニック 川崎市多摩区西生田4-16-24

水上内科医院 川崎市多摩区西生田3-9-26 ﾐﾉﾙﾋﾞﾙ2F

中込内科クリニック 川崎市多摩区生田7-2-13 SKﾋﾞﾙ2F

中村クリニック 川崎市多摩区生田6-6-5 ｶｰｻﾋﾟﾉ1F

石田整形外科 川崎市多摩区栗谷3-1-6 ｾ･ｳｨｽﾃﾘｱ1F

渡辺小児科医院 川崎市多摩区栗谷3-1-1 井田ﾋﾞﾙ207

川崎市立多摩病院 川崎市多摩区宿河原1-30-37

百合が丘すみれクリニック 川崎市麻生区細山2-8-7-1F

池内クリニック新百合ヶ丘内科・消化器内科 川崎市麻生区万福寺1-1-2 新百合ヶ丘駅前ﾋﾞﾙ4階405区画

さくらクリニック 川崎市麻生区万福寺3-2-1

新ゆりクリニック 川崎市麻生区万福寺1-8-7 ﾊﾟｽﾄﾗﾙ新百合丘101

光中央診療所 川崎市麻生区万福寺1-8-7 ﾊﾟｽﾄﾗﾙ新百合丘1-103

にじいろ子どもクリニック 川崎市麻生区万福寺1-1-2 ｼﾃｨﾓｰﾙ4F

新ゆり山手通りこどもクリニック 川崎市麻生区万福寺6-7-2 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ2階

ひらやま耳鼻咽喉科クリニック 川崎市麻生区万福寺6-7-2 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ2階

新百合山手福本内科 川崎市麻生区万福寺6-7-2 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ206

あさおクリニック 川崎市麻生区万福寺1-8-10

リスホームケアクリニック 川崎市麻生区千代ケ丘5-7-1-204

おばた小児クリニック 川崎市麻生区千代ケ丘4-18-12 ｽｶｲﾌﾟﾗｻﾞ1-A

嶋﨑内科医院 川崎市麻生区千代ケ丘8-1-1-202

いしだクリニック 川崎市麻生区百合丘2-7-1

しもやまこどもクリニック 川崎市麻生区百合丘1-5-4 米山ﾋﾞﾙ1F

百合丘外科産婦人科 川崎市麻生区百合丘1-14-6

林整形外科 川崎市麻生区百合丘1-5-19

ふるたクリニック 川崎市麻生区百合丘1-19-2 司生堂ﾋﾞﾙ1階

百合ヶ丘駅前クリニック 川崎市麻生区百合丘1-2-1

百合丘水野クリニック 川崎市麻生区百合丘1-16-22

光永医院 川崎市麻生区百合丘1-2-2

耳鼻咽喉科よしだクリニック 川崎市麻生区百合丘1-2-1-201

吉松クリニック 川崎市麻生区百合丘1-16-2-301

みねき内科クリニック 川崎市麻生区東百合丘2-29-10

川崎みどりの病院 川崎市麻生区王禅寺1142

たま日吉台病院 川崎市麻生区王禅寺1105

玉川内科クリニック 川崎市麻生区白山4-1-1-119

あさお・百合クリニック 川崎市麻生区虹ケ丘1-10-1

ごみぶちクリニック 川崎市麻生区王禅寺西5-1-30 1階B

新ゆり内科 川崎市麻生区王禅寺西4-3-8

王禅寺公園クリニック 川崎市麻生区王禅寺西3-27-7

米田胃腸科外科医院 川崎市麻生区王禅寺西1-24-1

岡崎医院 川崎市麻生区王禅寺東2-13-1

藤木内科医院 川崎市麻生区王禅寺東1-9-3

堀野メディカルクリニック 川崎市麻生区王禅寺東3-26-6 王禅寺ﾒﾃﾞｨｶﾙ1F

ミオ医院 川崎市麻生区王禅寺東5-1-5

麻生リハビリ総合病院 川崎市麻生区上麻生6-23-50

麻生総合病院 川崎市麻生区上麻生6-25-1

柿生記念病院 川崎市麻生区上麻生6-28-20

ユミカ内科小児科ファミリークリニック 川崎市麻生区上麻生5-40-1

新百合ヶ丘石田クリニック 川崎市麻生区上麻生1-5-2 小田急新百合ヶ丘ﾋﾞﾙ4F

おおたクリニック 川崎市麻生区上麻生6-31-1 ﾄﾞｳｪﾙｲﾅﾘﾔﾏ1F

上麻生内科 川崎市麻生区上麻生2-11-21
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川崎市告示第552号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の

規定により施術機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項において生活保護法の規定の例による

とされている医療支援給付の施術機関の指定を行いまし

たので、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示しま

す。（別表省略）

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第553号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に

より医療機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第

14条第４項において生活保護法の規定の例によるとされ

ている医療支援給付の医療機関の指定を行いましたの

で、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示します。

（別表省略）

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第554号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の

規定により施術機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項において生活保護法の規定の例による

とされている医療支援給付の施術機関の指定を行いまし

たので、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示しま

す。（別表省略）

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第555号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の廃止並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている医療支援給付の指定医療機関の廃止を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき告

医療機関名 住所

あさお診療所 川崎市麻生区上麻生2-1-10

クロキ形成外科クリニック 川崎市麻生区上麻生1-9-10

小林内科医院 川崎市麻生区上麻生1-9-10

かきお駅前さいとうクリニック 川崎市麻生区上麻生6-39-35 1階

柿生内科クリニック 川崎市麻生区上麻生5-38-10

ともクリニック 川崎市麻生区上麻生5-6-8

柿生すずき内科循環器内科 川崎市麻生区上麻生5-23-6

新百合ヶ丘ステーションクリニック 川崎市麻生区上麻生1-20-1 小田急ｱｺﾙﾃﾞ新百合ヶ丘5F

新ゆり武内クリニック 川崎市麻生区上麻生1-3-5

しんゆり脳神経外科クリニック 川崎市麻生区上麻生4-35-5

にもり内科クリニック 川崎市麻生区上麻生6-29-36

たくこどもクリニック 川崎市麻生区上麻生5-6-18 泰平ﾋﾞﾙ柿生201

みぞぶちクリニック 川崎市麻生区上麻生6-9-2 ﾋﾟｱｼﾃｨ晃和1F

渡辺クリニック 川崎市麻生区上麻生7-22-11

キウイファミリークリニック 川崎市麻生区下麻生3-23-28

川崎田園都市病院 川崎市麻生区片平1782

井上医院 川崎市麻生区白鳥3-6-12

すこやかこどもクリニック 川崎市麻生区白鳥3-5-2 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾙｽﾞ白鳥1-B

きむら内科クリニック 川崎市麻生区五力田2-14-6

新百合ヶ丘総合病院 川崎市麻生区古沢都古255

新百合ヶ丘龍クリニック 川崎市麻生区古沢7

池内クリニック 川崎市麻生区栗平2-1-6 小田急ﾏﾙｼｪ栗平1F

栗木台かわぐちクリニック 川崎市麻生区栗木台1-2-3

はるひ野内科クリニック 川崎市麻生区はるひ野4-4-1 はるひ野ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞA棟-1F

いばらきレディースクリニック 川崎市麻生区はるひ野4-4-1 はるひ野ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞC棟-2F

ニコニコこどもクリニック 川崎市麻生区はるひ野4-4-1 はるひ野ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞC棟-1F

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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示します。（別表省略）

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第556号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項の

規定により施術機関の休止並びに中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項において生活保護法の規定の例による

とされている医療支援給付の施術機関の廃止を行いまし

たので、同法第55条の３第２号の規定に基づき告示しま

す。（別表省略）

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第557号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の休止並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている医療支援給付の指定医療機関の休止を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき告

示します。（別表省略）

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第558号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の変更並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている医療支援給付の指定医療機関の変更を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき別

表のとおり告示します。（別表省略）

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第559号

保有個人情報の写しの作成等に要する費用の額を定め

た告示（昭和60年川崎市告示第306号）及び公文書の写

しの作成等に要する費用の額を定めた告示（平成13年川

崎市告示第141号）を廃止する告示を次のように定める。

令和５年11月13日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

保有個人情報の写しの作成等に要する費用

の額を定めた告示及び公文書の写しの作成

等に要する費用の額を定めた告示を廃止す

る告示

保有個人情報の写しの作成等に要する費用の額（昭和

60年川崎市告示第306号）及び公文書の写しの作成等に

要する費用の額（平成13年川崎市告示第141号）は、廃

止する。

附　則

この告示は、令和５年11月13日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市告示第560号

道路の区域の変更に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和５年11月13日から令和５年11月27日まで一

般の縦覧に供します。

令和５年11月13日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧・新

別
路�線�名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
野川

第173号線

川崎市宮前区西野

川１丁目3083番１先
2.73 21.63

川崎市宮前区西野

川１丁目3083番１先

新
野川

第173号線

川崎市宮前区西野

川１丁目3083番４先
3.36

～

3.38

21.63
川崎市宮前区西野

川１丁目3083番６先

　　　───────────────────

川崎市告示第561号

道路供用開始に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和５年11月13日から開始

します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和５年11月13日から令和５年11月27日まで一

般の縦覧に供します。

令和５年11月13日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

路�線�名 供　用　開　始　の　区　間 備考

野川

第173号線

川崎市宮前区西野川１丁目3083番４先

川崎市宮前区西野川１丁目3083番６先

　　　───────────────────

川崎市告示第562号

道路の区域の変更に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
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社会福祉法人同愛会

川崎市子ども発達・

相談センター　

みいも

川崎市麻生区万福寺１丁目

10番５号
児童発達支援 令和５年10月１日 1455600476

株式会社エデュリー
エデュリー発達支援

川崎駅前教室

川崎市川崎区駅前本町23－２

楠ビル川崎駅前２Ｆ
児童発達支援 令和５年10月１日 1455000776

株式会社美頼
カンガルー療育支援室

川崎ステーション

川崎市高津区二子４丁目２番

24号川添ビル１階
児童発達支援 令和５年10月１日 1455300630

株式会社美頼
カンガルー療育支援室

川崎ステーション

川崎市高津区二子４丁目２番

24号川添ビル１階

放課後等デイ

サービス
令和５年10月１日 1455300630

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和５年11月13日から令和５年11月27日まで一

般の縦覧に供します。

令和５年11月13日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧・新

別
路�線�名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
寺尾台

第13号線

川崎市多摩区寺尾

台２丁目４番60先
6.00 2.33

川崎市多摩区寺尾

台２丁目４番60先

新
寺尾台

第13号線

川崎市多摩区寺尾

台２丁目４番26先
6.00 2.33 隅きり部

川崎市多摩区寺尾

台２丁目４番26先

旧
寺尾台

第16号線

川崎市多摩区寺尾

台２丁目４番61先
6.00 2.48

川崎市多摩区寺尾

台２丁目４番61先

新
寺尾台

第16号線

川崎市多摩区寺尾

台２丁目４番63先
6.00 2.48 隅きり部

川崎市多摩区寺尾

台２丁目４番63先

旧
寺尾台

第16号線

川崎市多摩区寺尾

台２丁目４番62先
6.00 3.13

川崎市多摩区寺尾

台２丁目４番62先

新
寺尾台

第16号線

川崎市多摩区寺尾

台２丁目４番27先
6.00 3.13

川崎市多摩区寺尾

台２丁目４番27先

　　　───────────────────

川崎市告示第563号

道路供用開始に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和５年11月13日から開始

します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和５年11月13日から令和５年11月27日まで一

般の縦覧に供します。

令和５年11月13日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

路�線�名 供　用　開　始　の　区　間 備考

寺尾台

第13号線

川崎市多摩区寺尾台２丁目４番26先
隅きり部

川崎市多摩区寺尾台２丁目４番26先

寺尾台

第16号線

川崎市多摩区寺尾台２丁目４番63先
隅きり部

川崎市多摩区寺尾台２丁目４番63先

寺尾台

第16号線

川崎市多摩区寺尾台２丁目４番27先

川崎市多摩区寺尾台２丁目４番27先

　　　───────────────────

川崎市告示第564号

指定障害児通所支援事業者の指定について

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３

第１項の規定により、指定障害児通所支援事業者の指定

を行いましたので、同法第21条の５の25第１項の規定に

基づき別表のとおり告示します。

令和５年11月13日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第565号

川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

令和５年11月14日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

別紙省略

２�　保管期間

当該告示をした日から起算して１箇月間

３�　引取りの方法

　⑴�　引取りの場所
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株式会社ケアリッツ・

アンド・パートナーズ
ケアリッツ登戸

川崎市多摩区宿河原１－７

－８レフォール登戸206
居宅介護 令和５年10月１日 1415400058

株式会社ケアリッツ・

アンド・パートナーズ
ケアリッツ鹿島田

川崎市幸区下平間134

新川崎デントヒルズ２階
居宅介護 令和５年10月１日 1415100088

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

別紙記載の保管場所

　⑵�　引取りのできる日時

火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶�　引取りに要する費用

自転車����������2,500円

原動機付自転車��5,000円

自動二輪車�����10,000円

　⑷�　持参するもの

自転車等の鍵

印鑑

住所等身分を証明するもの

４�　その他

この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（様式２及び様式３省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第566号

指定障害福祉サービス事業者の指定につい

て

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に

より、指定障害福祉サービス事業者の指定を行いました

ので、同法第51条の規定に基づき別表のとおり告示します。

令和５年11月14日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第567号

指定一般相談支援事業者の指定について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第51条の14第１項の

規定により、指定一般相談支援事業者の指定を行いまし

たので、同法第51条の30の規定に基づき別表のとおり告

示します。

令和５年11月14日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

一般社団法人

ウェルフェアラボ・かわさき

地域生活支援

ステーション　カレチ

川崎市多摩区長沢

１－29－１－105号
地域移行支援 令和５年10月１日 1435400013

一般社団法人

ウェルフェアラボ・かわさき

地域生活支援

ステーション　カレチ

川崎市多摩区長沢

１－29－１－105号
地域定着支援 令和５年10月１日 1435400013

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第568号

指定特定相談支援事業者の指定について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第51条の17第１項第

１号の規定により、指定特定相談支援事業者の指定を行

いましたので、同法第51条の30の規定に基づき別表のと

おり告示します。

令和５年11月14日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

一般社団法人

ウェルフェアラボ・かわさき

地域生活支援

ステーション　カレチ

川崎市多摩区長沢

１－29－１－105号
計画相談 令和５年10月１日 1435400013

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

税 告 示

川崎市税告示第９号

川崎市市税条例（昭和25年川崎市条例第26号）第23条

の５第１項の規定に基づき、川崎市市税条例の規定によ

る寄附金の指定について（平成21年川崎市告示第91号）



川 崎 市 公 報

－5425－

（第1,879号）令和5年(2023年)11月27日

の一部を改正し、令和５年９月29日以後に支出する分か

ら適用しますので、同条例第23条の６第２項の規定によ

り告示します。

令和５年10月30日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

表中に次のように加える。

特定非営利活動法人

ワールドランナーズ・

ジャパン

(川崎市多摩区菅仙谷２

丁目17番１－108号)

左に掲げる者の主た

る目的である業務に

関連する寄附金

令和５年

９月29日から

令和10年

９月28日まで

　　　───────────────────

川崎市税告示第10号

川崎市市税条例（昭和25年川崎市条例第26号）第23条

の６第３項の申出により、「川崎市市税条例の規定によ

る寄附金の指定について」（平成21年川崎市告示第91号）

の一部を改正しますので、同条第４項の規定により告示

します。

令和５年10月30日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

表中

「

特定非営利活動法人

キーパーソン21

（川崎市中原区新丸子

東２丁目907番地－704）

左に掲げる者の

主たる目的であ

る業務に関連す

る寄附金

平成25年５月

31日から

令和５年５月

30日まで

� 」

を

「

特定非営利活動法人

キーパーソン21

（川崎市中原区新丸子

東２丁目907番地－704）

左に掲げる者の

主たる目的であ

る業務に関連す

る寄附金

平成25年５月

31日から

令和10年５月

30日まで

� 」

に改める。

公 告

川崎市公告第1340号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月１日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　　�令和６年度市民税・県民税・森林環

境税（特別徴収）税額決定通知書等

の作製及び印字・封入封緘等業務委

託

　⑵�　履行場所　　ア�　媒体引き渡し

　　　　　　　　　　　�川崎市役所財政局税務部市民税

管理課

　　　　　　　　　　　�（川崎市川崎区宮本町１番地　

本庁舎11階）

　　　　　　　　　イ�　納品

　　　　　　　　　　　�川崎東郵便局（川崎市川崎区東

扇島88番地）

　⑶�　履行期間　�令和５年12月１日から令和６年５月31

日まで

　⑷�　業務概要　�市民税・県民税・森林環境税当初課税

時における税額決定通知書等の作製及

び印字・封入封緘等業務委託

　　　　　　　　詳細は入札説明書によります。

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　作業場所を関東圏内（東京都、神奈川県、千葉県、

埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県）に有すること。

　⑷�　本市又は他官公庁において市民税・県民税（特別

徴収）税額決定通知書の封入封緘等業務の契約実績

または同等の契約の実績があること。

　⑸�　「プライバシーマーク」の使用許諾事業者として

認定されていること。

　⑹�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種99「その他業務」、種目99「その他」に登載さ

れていること。

３�　競争入札参加申込書の配布及び提出

この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布及び提出場所

〒210－0006

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

川崎御幸ビル５階

財政局税務部税制課　　担当：松坂・秋葉

電　話：044－200－2190(直通)

ＦＡＸ：044－200－3906

E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布及び提出期間

令和５年11月１日㈬から令和５年11月８日㈬まで

(土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで)

　⑶�　提出物

　　ア�　競争入札参加申込書

　　イ�　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書等
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の写し

　　ウ�　プライバシーマーク登録証の写し

　　　�　上記ア以外の書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。

　⑷�　提出方法

持参してください。

　⑸�　その他

提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４�　競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説明会

上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に

は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、自動

的に電子メールで配信します。

　⑴�　交付場所�

上記３⑴に同じ。

　⑵�　通知書交付日

令和５年11月10日㈮�

　⑶�　入札説明書の交付

入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、川崎市のホームページから

ダウンロードできます。

なお、インターネットホームページから入手でき

ない場合には、申し出により無償で入札説明書を交

付します。

ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、競争入札参加資格確認通知書と一括して自動的

に電子メールで配信します。

　⑷�　入札説明会

実施しません。

５�　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

〒210－0006

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

川崎御幸ビル５階

財政局税務部市民税管理課

担当：髙木・鷺谷

電　話：044－200－2228(直通)

ＦＡＸ：044－200－3907

E-mail：23simka@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月10日㈮から令和５年11月15日㈬午後

５時まで

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、令和５年11月17日㈮午後５時まで

に、競争入札参加資格があると認めた者全社宛てに

ＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

なお、電話等による問合せには一切応じません。

６�　競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

本業務に係る費用の総額（消費税額及び地方消費

税額を含まない。)で行います。

なお、金額の算定にあたっては、備品購入費用や

帳票運搬費用等、業務履行にかかる費用すべてを考

慮して算出してください。

　⑵�　入札書の提出日時及び場所

　　ア�　提出日時

　　　　令和５年11月22日㈬　午後２時

　　イ�　提出場所

　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　本庁舎11階財政局会議室１

　⑶�　入札保証金

免除とします。

　⑷�　開札の日時

上記⑵アに同じ。

　⑸�　開札の場所

上記⑵イに同じ。

　⑹�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 四方嶺市営住宅跡地通路補修工事

履行場所 川崎市高津区蟹ヶ谷236番地先

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年11月16日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 主要地方道町田調布舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市麻生区黒川３番地先

履行期間 契約の日から100日間

は、免除します。

　⑵�　前払金　否

　⑶�　契約書の作成　要

　⑷�　費用内訳明細表

落札者は契約締結までに、本委託にかかる落札額

の内訳を提示すること(様式自由)。

　⑸�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

９�　その他

　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵�　詳細は入札説明書によります。

　⑶�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1341号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月１日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年11月16日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本工事は、「川崎市請負工事変動型最低制限価格方式」試行対象案件です。

⑴�　開札後、本入札が有効に成立した場合は、「川崎市工事請負契約に係る最低制限価格取扱要綱・

運用指針」によって算出した最低制限価格（以下、「現行の最低制限価格」という。）及び予定価

格を示した保留通知を入札参加者に発行します。

⑵�　積算疑義申立て期間終了後、現行の最低制限価格から予定価格の間にあった応札（以下、「有効札」

という。）について、標準偏差を取り、有効札の平均±標準偏差の範囲内の平均値（１円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）を本入札の最低制限価格として設定します。

　�　ただし、当該金額が予定価格に10分の9.5を乗じて得た金額（10,000円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てるものとする。）を超える場合にあっては10分の9.5を乗じて得た金額を本入

札の最低制限価格とします。

⑶�　上記⑵にかかわらず、有効札が５者に満たない場合、あるいは予定価格超過により、再度入札

となった場合については、現行の最低制限価格を本入札の最低制限価格とします。詳細は「川崎

市請負工事変動型最低制限価格方式試行要領」第３条及び第４条を御覧ください。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 御幸公園施設整備工事

履行場所 川崎市幸区東古市場１番地

履行期間 契約の日から令和６年２月16日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
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参 加 資 格

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年11月16日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 十勝橋耐震補強工事

履行場所 川崎市高津区東野川２丁目29番地先

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「橋りょう」ランク「Ｄ」

で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年11月16日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前区内自転車通行環境整備工事

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　塗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「塗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年11月17日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津駅周辺自転車等駐車場第１施設増設工事

履行場所 川崎市高津区二子４丁目６番地先他１箇所

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
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参 加 資 格

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「とび・土工」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年11月17日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道上小田中207号線街路樹更新工事

履行場所 川崎市中原区上小田中１丁目５番地先ほか

履行期間 契約の日から令和６年３月15日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年11月17日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項
件　　 名 市道二子千年線舗装道補修（切削）工事
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競争入札に

付する事項

履行場所 川崎市高津区末長４丁目５番地先

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

⑹�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑺�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑻�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽�　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾�　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年11月17日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区内主要地方道幸多摩線交差点改良（その２）工事

履行場所 川崎市中原区等々力19番地先

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企
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参 加 資 格

　　業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年11月20日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区内県道主要地方道東京丸子横浜舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市中原区丸子通１丁目461番地先

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年11月20日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本工事は、「川崎市請負工事変動型最低制限価格方式」試行対象案件です。

⑴�　開札後、本入札が有効に成立した場合は、「川崎市工事請負契約に係る最低制限価格取扱要綱・

運用指針」によって算出した最低制限価格（以下、「現行の最低制限価格」という。）及び予定価

格を示した保留通知を入札参加者に発行します。

⑵�　積算疑義申立て期間終了後、現行の最低制限価格から予定価格の間にあった応札（以下、「有効札」

という。）について、標準偏差を取り、有効札の平均±標準偏差の範囲内の平均値（１円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）を本入札の最低制限価格として設定します。
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そ　の　他

　�　ただし、当該金額が予定価格に10分の9.5を乗じて得た金額（10,000円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てるものとする。）を超える場合にあっては10分の9.5を乗じて得た金額を本入

札の最低制限価格とします。

⑶�　上記⑵にかかわらず、有効札が５者に満たない場合、あるいは予定価格超過により、再度入札

となった場合については、現行の最低制限価格を本入札の最低制限価格とします。詳細は「川崎

市請負工事変動型最低制限価格方式試行要領」第３条及び第４条を御覧ください。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中部児童相談所新築電気設備その他工事

履行場所 川崎市高津区末長１丁目３番９号

履行期間 契約の日から令和７年２月28日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼�　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2100

入札日時等 令和５年12月11日　17時00分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴�　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。�

⑵�　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」及び「入

札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものとします。詳細は、
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そ　の　他

　�評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価

格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載

等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を

御覧ください。�

⑶�　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 扇町第２ポンプ施設水中ポンプ更新工事

履行場所 川崎市川崎区扇町５番地先

履行期間 契約の日から令和６年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録され

ていること。

⑸�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹�　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺�　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2100

入札日時等 令和５年11月20日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 富士見台小学校ほか２校教室等改修工事

履行場所 川崎市宮前区宮前平２丁目18番地３ほか２校

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」
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川崎市公告第1342号

川崎都市計画地区計画の原案を作成したので、川崎市

地区計画等の案の作成手続に関する条例（昭和60年川崎

市条例第１号）第２条の規定に基づき、次のとおり公告

し、その案を縦覧に供します。

なお、都市計画法（昭和43年法律第100号）第16条第

２項に規定する区域内の土地の所有者等は、公告のあっ

た日の翌日から起算して３週間を経過する日までに、川

崎市長に意見書を提出することができます。

令和５年11月２日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　種　　類

川崎都市計画地区計画の決定

２�　名　　称

鷺沼４丁目地区地区計画

３�　位置及び区域

川崎市　宮前区　鷺沼４丁目地内　

４�　縦覧場所

川崎市まちづくり局計画部都市計画課（川崎区宮本

町６番地　明治安田生命川崎ビル５階）

宮前区役所１階市政資料コーナー（宮前区宮前平２

-20-５）

宮前区役所向丘出張所（宮前区平１-１-10）

川崎市立宮前図書館（宮前区宮前平２-20 -４宮前

文化センター内）

鷺沼行政サービスコーナー（宮前区鷺沼３-２-１東

急ドエル・アルス鷺沼ネクステージ１階）

５�　縦覧期間

令和５年11月６日㈪から令和５年11月20日㈪まで

６�　意見書提出期間

令和５年11月６日㈪から令和５年11月27日㈪まで

　　　───────────────────

川崎市公告第1343号

意見聴取会の開催について

建築基準法（昭和25年法律第201号）第48条第15項の

規定により、次のとおり意見の聴取を行います。

なお、この許可について利害関係のある方は、意見聴

取会に出席して意見を述べることができます。

令和５年11月６日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

申 請 者 三菱地所レジデンス株式会社　

プロジェクト開発部長　亀田　正人

参 加 資 格

　又は「Ｃ」で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼�　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を配置できること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2100

入札日時等 令和５年12月４日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 矢倉橋ほか１橋橋りょう整備（高欄改良）設計委託

履行場所 川崎市中原区木月祗園町17番地先ほか１箇所

履行期間 令和６年３月29日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、

　　種目「鋼構造及びコンクリート部門」で登録されている者。

⑷�　管理技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）又は

　　ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリート部門）のいずれかの資格を有する者を配置できること。

　　なお、管理技術者と照査技術者は兼務できない。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和５年12月５日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

申 請 場 所 川崎市中原区小杉町一丁目390番１の一部

計画建築物の概要

用 途

フィットネスジム、共同住

宅、店舗、自動車車庫、自

転車駐車場

工 事 種 別 新築

敷 地 規 模 11,093.48㎡

建 築 面 積 5,253.02㎡

床 面 積 87,317.90㎡

構 造 規 模
鉄筋コンクリート造　

地上50階、地下１階

高 さ 175.67ｍ

抵 触 す る 規 定 建築基準法第48条第５項（用途地域）

第一種住居地域内においては、3,000㎡を

超えるフィットネスジムは建築してはな

らない。

意見の聴取を行う事項 第一種住居地域内において、3,000㎡を超

えるフィットネスジムを建築することに

ついて

開 催 日 時 令和５年11月29日㈬　

午後７時から８時まで

開 催 場 所 川崎市中原区小杉町２丁目295－１

小杉小学校　１階　多目的ルーム

　　　───────────────────

川崎市公告第1344号

川崎都市計画地区計画の決定案について、都市計画法

（昭和43年法律第100号）第17条第１項の規定により、

次のとおり公告し、この案を公衆の縦覧に供します。

なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま

でに川崎市に意見書を提出することができます。

令和５年11月６日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　都市計画の種類及び名称

川崎都市計画地区計画の決定（西加瀬地区地区計画）

２�　都市計画を定める土地の区域

　⑴�　追加する部分

川崎市　中原区　西加瀬地内

　⑵�　削除する部分

なし

　⑶�　変更する部分

なし

３�　縦覧場所

川崎市まちづくり局計画部都市計画課

（川崎区宮本町６番地　明治安田生命川崎ビル５階）

幸区役所１階情報コーナー（幸区戸手本町１－11－１）

幸区役所日吉出張所（幸区南加瀬１－７－17）

中原区役所５階市政資料コーナー

（中原区小杉町３－245）

川崎市立幸図書館（幸区戸手本町１－11－２）

川崎市立中原図書館

（中原区小杉町３－1301　武蔵小杉西街区ビル５階）

※�都市計画課、幸区役所、中原区役所及び日吉出張

所は、閉庁日（土・日曜日・祝日）を除く平日の

午前８時30分から午後５時まで。

※�幸図書館は、平日の午前９時30分から午後７時ま

で及び土・日曜日・祝日の午前９時30分から午後

５時まで。中原図書館は、平日の午前９時30分か

ら午後９時まで及び土曜日､日曜日及び祝日の午

前９時30分から午後５時まで。なお、図書館につ

いては休館日がありますので御注意ください。

４�　縦覧期間

令和５年11月６日㈪から令和５年11月20日㈪まで

　　　───────────────────

川崎市公告第1345号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月６日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 むじなが池公園斜面対策予備・詳細設計業務委託

履行場所 川崎市麻生区白山４丁目６

履行期間 令和６年３月29日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、

　　種目「土質及び基礎部門」で登録されている者。

⑷�　管理技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門：道路）又は

　　（建設部門：河川、砂防及び海岸・海岸）のいずれかの資格を有する者を配置できること。

　　なお、管理技術者と照査技術者は兼務できない。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和５年12月５日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道菅馬場89号線道路防護（設計）委託

履行場所 川崎市多摩区菅馬場３丁目28番地先ほか１箇所

履行期間 令和６年３月29日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、

　　種目「道路部門」で登録されている者。

⑷�　次の要件を満たす者を配置できること。

　　ア�　管理技術者は、技術士の資格を有する者。

　　イ�　担当技術者は、コンクリート診断士の資格を有する者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和５年12月５日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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川崎市公告第1346号

令和５年９月21日付け川崎市公告第1203号において公

告した同年12月３日に執行する川崎都市計画事業登戸土

地区画整理審議会の委員の選挙における選挙人名簿の縦

覧について、土地区画整理法施行令（昭和30年３月31日

政令第47号）第21条第３項の規定に基づく異議の申出が

なかったため、同令第22条第１項の規定に基づき、当該

選挙人名簿の確定をし、併せてこの選挙において選挙す

べき委員の数を次のとおり定めたので、同令第22条第４

項の規定により公告します。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 栗平橋橋りょう長寿命化修繕設計委託

履行場所 川崎市麻生区栗平２丁目１番地先

履行期間 令和６年３月29日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、

　　種目「鋼構造及びコンクリート部門」で登録されている者。

⑷�　次の要件を満たす者を配置できること。なお、アとイは兼務できない。

　　ア�　管理技術者は、技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）又は

　　　　ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリート部門）のいずれかの資格を有する者。

　　イ�　照査技術者は、技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）の資格を有する者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和５年12月５日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和５年度�南武線稲田堤駅前空間整備詳細設計委託

履行場所 川崎市多摩区菅稲田堤１丁目１番地先

履行期間 令和６年３月31日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、

　　種目「道路部門」で登録されている者。

⑷�　管理技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門）の資格を有する者を配置できること。

　　なお、管理技術者と照査技術者は兼務できない。

⑸�　測量業務の実施にあたり測量士の資格を有する者を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和５年12月５日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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令和５年11月７日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　宅地の所有者が選挙すべき委員の数　

７人

２�　宅地について借地権を有する者が選挙すべき委員の数

１人

　　　───────────────────

川崎市公告第1347号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について、次のとおり公告します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　一般競争入札に付する事項

　⑴�　契約名

学校給食申込書等の作製及び封入業務委託契約

　⑵�　履行期間

契約締結日から令和６年２月29日㈭まで

　⑶�　委託業務の概要

「学校給食申込書等の作製及び封入業務委託契約

仕様書」（以下「仕様書」という。）及び「学校給食

申込書等の作製及び封入業務委託契約　入札説明

書」（以下「入札説明書」という。）によります。

　⑷�　履行場所

川崎市川崎区宮本町６　明治安田生命ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　他

２�　入札参加資格

本件入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしている必要があります。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和５・６年度川崎市委託有資格業者名簿の業種

「その他業務」種目「印刷物のデザイン」に登載さ

れていること。

　⑶�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律

第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされて

いない者であること。

　⑷�　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止の措置を受けていないこと。

３�　入札参加資格確認申請書等の提出場所及び問合せ先

本件入札に参加を希望する者は、次により「入札参

加資格確認申請書（様式１）」を提出してください。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

担当：山井

電話　044－200－2539（直通）

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

令和５年11月８日㈬から令和５年11月14日㈫　

16時まで

　⑶�　提出物

入札参加資格確認申請書

　⑷�　入札参加資格確認申請書の提出方法

郵送又は電子メールによる送付とします。

郵送の場合は、配達記録が残る方法により郵送し

てください。

電子メールによる送付の場合は、pdf形式のファ

イルを送付するものとし、併せて原本を郵送にて送

付ください。電子メールに添付したpdfファイルの

到達をもって入札参加資格確認申請書の提出といた

します。また、電子メールを送付した際に上記問合

せ先電話番号宛てにその旨御一報ください。

４�　入札の手続

　⑴�　日程の概要

入札手続の日程概要は次のとおりです。

　　ア�　入札参加資格確認通知書の送付

　　　　令和５年11月16日㈭

　　イ�　仕様等に関する質問の提出期限

　　　　令和５年11月20日㈪

　　ウ�　仕様等に関する質問への回答

　　　　令和５年11月22日㈬

　　エ�　入札及び開札

　　　　令和５年11月27日㈪

　⑵�　日程の詳細

日程の詳細は次のとおりです。

　　ア�　入札参加資格確認通知書の送付

　　　�　入札参加資格確認申請書を提出し、書面審査に

よって入札参加資格があると確認できた参加希望

者には、次のとおり「入札参加資格確認通知書

（様式２）」を送付します。

　　�(ｱ)　送付日

　　　　　令和５年11月16日㈭

　　�(ｲ)　送付方法

　　　　　電子メールにより送付します。

　　イ�　仕様等に関する質問

　　�(ｱ)　質問の方法

　　　　�　入札説明書及び仕様書等の配布書類の内容に

疑義がある場合は、「質問書（様式３）」に必要

事項を記入の上、３⑴の問合せ先のアドレス宛

てに電子メールで送付してください。

　　�(ｲ)　質問の受付期間

　　　　　令和５年11月20日㈪16時まで(必着)

　　�(ｳ)　回答

　　　　�　令和５年11月22日㈬までに、質問者名を伏せ
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 橘特別緑地保全地区斜面安定整備工事

履行場所 川崎市高津区千年三荷座前1115－１ほか

履行期間 契約の日から令和６年３月15日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

た上で、全ての質問への回答を全参加者宛てに

電子メールで送付します。なお、入札参加資格

がない者からの質問には回答しません。

　　ウ�　入札及び開札

　　�(ｱ)　入札の方法等�

　　　　a　入札は総価で行います。

　　　　b�　入札書に記載する金額には、法令所定の消

費税額及び地方消費税額を含まないものとし

ます。消費税額及び地方消費税額は、契約の

際に加算します。

　　　　c�　入札は所定の入札書をもって行います。入

札書は入札件名を記載した封筒に入れ、封印

して提出してください。�

　　　　ｄ�　入札書の提出方法は、持参とします。

　　�(ｲ)　入札及び開札の日時等

　　　　ａ　日時

　　　　　　令和５年11月27日㈪　10時30分

　　　　ｂ　場所

　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　川崎市役所本庁舎　14階　1401会議室

　　�(ｳ)　入札保証金

　　　　�　入札保証金を要します。ただし、川崎市契約

規則第９条各号のいずれかに該当する場合は、

入札保証金を免除します。

　　�(ｴ)　落札者の決定方法

　　　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成

した予定価格の範囲内で、最低の価格をもって

有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことが

あります。

　　�(ｵ)　入札の無効

　　　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及

び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

５�　契約手続等

　⑴�　契約保証金

契約保証金は、契約金額の10％とします。ただし、

川崎市契約規則第33条各号のいずれかに該当する場

合は、契約保証金の全部又は一部を免除します。

　⑵�　契約書作成の要否

契約書の作成を要します。

　⑶�　入札及び契約に関する条例等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」�

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/）の契約

関係規程において閲覧することができます。

６�　その他

　⑴�　言語及び通貨

本件入札及び契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　本公告に定めのない事項

本公告に定めるもののほか、本件入札に関する事

項は、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得の定めるところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1348号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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参 加 資 格

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「とび・土工」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年11月22日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本工事は、「川崎市請負工事受注機会確保方式」対象案件です。

⑴�　入札参加者は、「片平緑の保全地域斜面安定整備（その２）工事」又は「橘特別緑地保全地区斜

面安定整備工事」のいずれか１件のみ落札ができるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注

機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する場合は、この限りではありません。

⑵�　落札候補者決定は、「片平緑の保全地域斜面安定整備（その２）工事」、「橘特別緑地保全地区斜

面安定整備工事」の順に行います。

⑶�　本工事の落札候補者となった者は、以降に落札候補者を決定する本方式対象案件の落札候補者

にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する

場合は、この限りではありません。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 片平緑の保全地域斜面安定整備（その２）工事

履行場所 川崎市幸区南加瀬、川崎区小田地内ほか

履行期間 契約の日から令和６年３月15日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「とび・土工」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年11月22日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要
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入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本工事は、「川崎市請負工事受注機会確保方式」対象案件です。

⑴�　入札参加者は、「片平緑の保全地域斜面安定整備（その２）工事」又は「橘特別緑地保全地区斜

面安定整備工事」のいずれか１件のみ落札ができるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注

機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する場合は、この限りではありません。

⑵�　落札候補者決定は、「片平緑の保全地域斜面安定整備（その２）工事」、「橘特別緑地保全地区斜

面安定整備工事」の順に行います。

⑶�　本工事の落札候補者となった者は、以降に落札候補者を決定する本方式対象案件の落札候補者

にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する

場合は、この限りではありません。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道古市場矢上線（Ⅱ）階段手摺補修工事

履行場所 川崎市幸区新川崎４番地先

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　塗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「塗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年11月22日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 ガス橋平間歩道橋補修（撤去）工事

履行場所 川崎市中原区上平間380番地先

履行期間 契約の日から令和６年３月31日まで
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参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」種目「道路標識設置等」

で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　とび・土工工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽�　監理技術者資格者証（業種「とび・土工」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年11月22日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 武蔵小杉駅周辺地区手摺補修工事

履行場所 川崎市中原区小杉町３丁目492番地先

履行期間 契約の日から令和６年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
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　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「とび・土工」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年11月24日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 生田小学校下校庭広場整備工事

履行場所 川崎市多摩区生田７丁目16番地

履行期間 契約の日から令和６年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　造園工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼�　監理技術者資格者証（業種「造園」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。
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　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年11月24日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 東名犬蔵公園整備工事

履行場所 川崎市宮前区犬蔵２丁目16

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

　�　ただし、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満となった場合

は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年11月24日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内一般国道409号舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市高津区北見方２丁目１番地先

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格
⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
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⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年11月27日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本工事は、「川崎市請負工事変動型最低制限価格方式」試行対象案件です。

⑴�　開札後、本入札が有効に成立した場合は、「川崎市工事請負契約に係る最低制限価格取扱要綱・

運用指針」によって算出した最低制限価格（以下、「現行の最低制限価格」という。）及び予定価

格を示した保留通知を入札参加者に発行します。

⑵�　積算疑義申立て期間終了後、現行の最低制限価格から予定価格の間にあった応札（以下、「有効

札」という。）について、標準偏差を取り、有効札の平均±標準偏差の範囲内の平均値（１円未満

の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）を本入札の最低制限価格として設定しま

す。

　�　ただし、当該金額が予定価格に10分の9.5を乗じて得た金額（10,000円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てるものとする。）を超える場合にあっては10分の9.5を乗じて得た金額を本入

札の最低制限価格とします。

⑶�　上記⑵にかかわらず、有効札が５者に満たない場合、あるいは予定価格超過により、再度入札

となった場合については、現行の最低制限価格を本入札の最低制限価格とします。詳細は「川崎

市請負工事変動型最低制限価格方式試行要領」第３条及び第４条を御覧ください。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 緑ヶ丘霊園霊堂北側小区画墓所整備工事

履行場所 川崎市高津区上作延地内

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
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　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年11月27日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生区内一級河川鶴見川護岸天端補強（管理用通路舗装）工事

履行場所 川崎市麻生区下麻生３丁目41番地先

履行期間 契約の日から令和６年３月15日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

⑹�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年11月27日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要
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入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前平こども文化センター屋根防水改修工事

履行場所 川崎市宮前区宮崎６丁目２番地

履行期間 契約の日から令和６年３月22日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「防水」種目「その他の防水」で登録さ

れていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　防水工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「防水」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2100

入札日時等 令和５年12月１日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中央支援学校高等部分教室体育館解体その他工事

履行場所 川崎市中原区上小田中３丁目10番５号

履行期間 契約の日から令和６年10月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
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参 加 資 格

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「解体」種目「解体」で登録されている

こと。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　解体工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼�　監理技術者資格者証（業種「解体」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑽�　次のアからイの全ての条件を満たす建築物の解体工事（部分的な解体工事を除く）の完工実績

（元請に限る。）を平成20年４月１日以降に有すること。ただし、共同企業体により施工した工事

については、出資割合が20％以上であること。

　　ア�　鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の解体工事

　　イ�　階数２以上かつ延べ面積890㎡以上の１棟からなる建築物の解体工事

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2100

入札日時等 令和５年12月８日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 東扇島小型船溜まり照明設備改修工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島60番地

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
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川崎市公告第1349号

入　　札　　公　　告

業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５～ 10年度川崎市立西有馬小学校給食調理

等業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市立西有馬小学校

　⑶�　履行期間

令和６年３月25日から令和11年３月23日まで

　⑷�　調達概要

給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和５・６年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸�　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹�　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア�　令和５年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和５年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ�　令和２、令和３、令和４年度のいずれにおいて

も自校調理場方式による公立の小学校、中学校、

義務教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支

援学校の給食調理業務を受託した実績があって不

履行がなく、かつ、令和５年度の受託実績が３校

以上あって令和５年10月１日現在において不履行

のないこと。

　⑺�　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成30年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻�　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成30年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３�　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込をしなければなりません。競争入札参加申込書

等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市教

育委員会ホームページの「川崎市立学校給食調理等業

務委託受託事業者募集について」（https://www.city.

kawasaki.jp/880/page/0000112253.html）において、

参 加 資 格

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「照明灯設備」ランク「Ｃ」

で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2100

入札日時等 令和５年12月１日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）�

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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本件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロー

ドすることができます。ただし、競争参加申込書の提

出は持参又は書留郵便によるものとします。

　⑴�　配布、提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布、提出期間

令和５年11月８日㈬から令和５年11月16日㈭まで

の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日

等の本市閉庁日を除きます。なお、書留郵便による

場合は、令和５年11月16日㈭まで必着とします。

４�　資料の縦覧

３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５�　競争参加資格確認通知書の交付

上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和５年11月22日㈬午後５時までに競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して

いる場合は、自動的に電子メールで配信します。

また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

等も併せて交付します。

６�　仕様に関する問合せ先

　⑴�　問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月22日㈬午前８時30分～令和５年11月

30日㈭午後５時

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

令和５年12月６日㈬午後５時までに、競争入札参

加資格があると認めた者からの質問に対する回答に

ついて、競争参加資格があると認められた者全社宛

てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。なお、

電話等による問合せには一切応じません。

７�　競争入札参加資格の喪失

競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。�

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。�

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ�　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除く。

　⑵�　入札、開札の日時及び場所

　　ア�　日時　　令和５年12月21日㈭　午前11時00分

　　イ�　場所　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市役所本庁舎　２階　204会議室

　⑶�　入札保証金

川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第９

条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著
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しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第33

条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「川崎市競

争入札参加者心得」等は、３⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷�　特定業務委託契約（公契約）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び「川崎市競争入札参加者心得」の定

めるところによります。

　⑶�　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。�

　　　───────────────────

川崎市公告第1350号

入　　札　　公　　告

業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５～８年度川崎市立幸町小学校給食調理等業

務委託

　⑵�　履行場所

川崎市立幸町小学校

　⑶�　履行期間

令和６年３月25日から令和９年３月24日まで

　⑷�　調達概要

給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和５・６年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸�　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹�　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア�　令和５年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和５年10月

１日現在において不履行のないこと。
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　　イ�　令和２、令和３、令和４年度のいずれにおいて

も自校調理場方式による公立の小学校、中学校、

義務教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支

援学校の給食調理業務を受託した実績があって不

履行がなく、かつ、令和５年度の受託実績が３校

以上あって令和５年10月１日現在において不履行

のないこと。

　⑺�　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成30年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻�　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成30年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３�　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込をしなければなりません。競争入札参加申込書

等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市教

育委員会ホームページの「川崎市立学校給食調理等業

務委託受託事業者募集について」（https://www.city.

kawasaki.jp/880/page/0000112253.html）において、

本件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロー

ドすることができます。ただし、競争参加申込書の提

出は持参又は書留郵便によるものとします。

　⑴�　配布、提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布、提出期間

令和５年11月８日㈬から令和５年11月16日㈭まで

の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日

等の本市閉庁日を除きます。なお、書留郵便による

場合は、令和５年11月16日㈭まで必着とします。

４�　資料の縦覧

３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５�　競争参加資格確認通知書の交付

上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和５年11月22日㈬午後５時までに競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して

いる場合は、自動的に電子メールで配信します。

また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

等も併せて交付します。

６�　仕様に関する問合せ先

　⑴�　問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月22日㈬午前８時30分～令和５年11月

30日㈭午後５時

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

令和５年12月６日㈬午後５時までに、競争入札参

加資格があると認めた者からの質問に対する回答に

ついて、競争参加資格があると認められた者全社宛

てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。なお、

電話等による問合せには一切応じません。

７�　競争入札参加資格の喪失

競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。�

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。�

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ�　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。
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　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除く。

　⑵�　入札、開札の日時及び場所

　　ア�　日時　　令和５年12月20日㈬　午後１時30分

　　イ�　場所　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市役所本庁舎　２階　204会議室

　⑶�　入札保証金

川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第９

条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。�

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第33

条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「川崎市競

争入札参加者心得」等は、３⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷�　特定業務委託契約（公契約）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び「川崎市競争入札参加者心得」の定

めるところによります。

　⑶�　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。�

　　　───────────────────

川崎市公告第1351号

入　　札　　公　　告

業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５～ 10年度川崎市立さくら小学校給食調理

等業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市立さくら小学校

　⑶�　履行期間

令和６年３月25日から令和11年３月23日まで
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　⑷�　調達概要

給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和５・６年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸�　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹�　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア�　令和５年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和５年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ�　令和２、令和３、令和４年度のいずれにおいて

も自校調理場方式による公立の小学校、中学校、

義務教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支

援学校の給食調理業務を受託した実績があって不

履行がなく、かつ、令和５年度の受託実績が３校

以上あって令和５年10月１日現在において不履行

のないこと。

　⑺�　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成30年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻�　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成30年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３�　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込をしなければなりません。競争入札参加申込書

等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市教

育委員会ホームページの「川崎市立学校給食調理等業

務委託受託事業者募集について」（https://www.city.

kawasaki.jp/880/page/0000112253.html）において、

本件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロー

ドすることができます。ただし、競争参加申込書の提

出は持参又は書留郵便によるものとします。

　⑴�　配布、提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布、提出期間

令和５年11月８日㈬から令和５年11月16日㈭まで

の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日

等の本市閉庁日を除きます。なお、書留郵便による

場合は、令和５年11月16日㈭まで必着とします。

４�　資料の縦覧

３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５�　競争参加資格確認通知書の交付

上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和５年11月22日㈬午後５時までに競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して

いる場合は、自動的に電子メールで配信します。

また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

等も併せて交付します。

６�　仕様に関する問合せ先

　⑴�　問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月22日㈬午前８時30分～令和５年11月

30日㈭午後５時

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

令和５年12月６日㈬午後５時までに、競争入札参

加資格があると認めた者からの質問に対する回答に

ついて、競争参加資格があると認められた者全社宛

てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。なお、
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電話等による問合せには一切応じません。

７�　競争入札参加資格の喪失

競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。�

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。�

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ�　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除く。

　⑵�　入札、開札の日時及び場所

　　ア�　日時　　令和５年12月20日㈬　午前11時00分

　　イ�　場所　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市役所本庁舎　２階　204会議室

　⑶�　入札保証金

川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第９

条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第33

条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「川崎市競

争入札参加者心得」等は、３⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷�　特定業務委託契約（公契約）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。
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　⑵�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び「川崎市競争入札参加者心得」の定

めるところによります。

　⑶�　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。�

　　　───────────────────

川崎市公告第1352号

入　　札　　公　　告

業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５～ 10年度川崎市立鷺沼小学校給食調理等

業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市立鷺沼小学校

　⑶�　履行期間

令和６年３月25日から令和11年３月23日まで

　⑷�　調達概要

給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和５・６年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸�　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹�　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア�　令和５年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和５年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ�　令和２、令和３、令和４年度のいずれにおいて

も自校調理場方式による公立の小学校、中学校、

義務教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支

援学校の給食調理業務を受託した実績があって不

履行がなく、かつ、令和５年度の受託実績が３校

以上あって令和５年10月１日現在において不履行

のないこと。

　⑺�　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成30年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻�　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成30年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３�　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込をしなければなりません。競争入札参加申込書

等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市教

育委員会ホームページの「川崎市立学校給食調理等業

務委託受託事業者募集について」（https://www.city.

kawasaki.jp/880/page/0000112253.html）において、

本件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロー

ドすることができます。ただし、競争参加申込書の提

出は持参又は書留郵便によるものとします。

　⑴�　配布、提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布、提出期間

令和５年11月８日㈬から令和５年11月16日㈭まで

の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日

等の本市閉庁日を除きます。なお、書留郵便による

場合は、令和５年11月16日㈭まで必着とします。

４�　資料の縦覧

３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５�　競争参加資格確認通知書の交付

上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和５年11月22日㈬午後５時までに競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して
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いる場合は、自動的に電子メールで配信します。

また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

等も併せて交付します。

６�　仕様に関する問合せ先

　⑴�　問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月22日㈬午前８時30分～令和５年11月

30日㈭午後５時

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

令和５年12月６日㈬午後５時までに、競争入札参

加資格があると認めた者からの質問に対する回答に

ついて、競争参加資格があると認められた者全社宛

てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。なお、

電話等による問合せには一切応じません。

７�　競争入札参加資格の喪失

競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。�

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。�

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ�　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除く。

　⑵�　入札、開札の日時及び場所

　　ア�　日時　　令和５年12月21日㈭　午前10時30分

　　イ�　場所　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市役所本庁舎　２階　204会議室

　⑶�　入札保証金

川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第９

条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第33

条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「川崎市競

争入札参加者心得」等は、３⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関
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係規定」において閲覧することができます。

　⑷�　特定業務委託契約（公契約）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び「川崎市競争入札参加者心得」の定

めるところによります。

　⑶�　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。�

　　　───────────────────

川崎市公告第1353号

入　　札　　公　　告

業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５～８年度川崎市立南野川小学校給食調理等

業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市立南野川小学校

　⑶�　履行期間

令和６年３月25日から令和９年３月24日まで

　⑷�　調達概要

給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和５・６年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸�　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹�　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア�　令和５年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和５年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ�　令和２、令和３、令和４年度のいずれにおいて

も自校調理場方式による公立の小学校、中学校、

義務教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支

援学校の給食調理業務を受託した実績があって不

履行がなく、かつ、令和５年度の受託実績が３校

以上あって令和５年10月１日現在において不履行

のないこと。

　⑺�　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成30年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻�　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成30年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３�　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込をしなければなりません。競争入札参加申込書

等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市教

育委員会ホームページの「川崎市立学校給食調理等業

務委託受託事業者募集について」（https://www.city.

kawasaki.jp/880/page/0000112253.html）において、
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本件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロー

ドすることができます。ただし、競争参加申込書の提

出は持参又は書留郵便によるものとします。

　⑴�　配布、提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布、提出期間

令和５年11月８日㈬から令和５年11月16日㈭まで

の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日

等の本市閉庁日を除きます。なお、書留郵便による

場合は、令和５年11月16日㈭まで必着とします。

４�　資料の縦覧

３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５�　競争参加資格確認通知書の交付

上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和５年11月22日㈬午後５時までに競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して

いる場合は、自動的に電子メールで配信します。

また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

等も併せて交付します。

６�　仕様に関する問合せ先

　⑴�　問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月22日㈬午前８時30分～令和５年11月

30日㈭午後５時

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

令和５年12月６日㈬午後５時までに、競争入札参

加資格があると認めた者からの質問に対する回答に

ついて、競争参加資格があると認められた者全社宛

てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。なお、

電話等による問合せには一切応じません。

７�　競争入札参加資格の喪失

競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。�

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。�

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ�　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除く。

　⑵�　入札、開札の日時及び場所

　　ア�　日時　　令和５年12月21日㈭　午前10時00分

　　イ�　場所　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市役所本庁舎　２階　204会議室

　⑶�　入札保証金

川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第９

条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。�

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著



川 崎 市 公 報

－5462－

（第1,879号）令和5年(2023年)11月27日

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第33

条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「川崎市競

争入札参加者心得」等は、３⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷�　特定業務委託契約（公契約）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び「川崎市競争入札参加者心得」の定

めるところによります。

　⑶�　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。�

　　　───────────────────

川崎市公告第1354号

入　　札　　公　　告

業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５～９年度川崎市立高津小学校給食調理等業

務委託

　⑵�　履行場所

川崎市立高津小学校

　⑶�　履行期間

令和６年３月25日から令和10年３月24日まで

　⑷�　調達概要

給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和５・６年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸�　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹�　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア�　令和５年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和５年10月

１日現在において不履行のないこと。
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　　イ�　令和２、令和３、令和４年度のいずれにおいて

も自校調理場方式による公立の小学校、中学校、

義務教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支

援学校の給食調理業務を受託した実績があって不

履行がなく、かつ、令和５年度の受託実績が３校

以上あって令和５年10月１日現在において不履行

のないこと。

　⑺�　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成30年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻�　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成30年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３�　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込をしなければなりません。競争入札参加申込書

等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市教

育委員会ホームページの「川崎市立学校給食調理等業

務委託受託事業者募集について」（https://www.city.

kawasaki.jp/880/page/0000112253.html）において、

本件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロー

ドすることができます。ただし、競争参加申込書の提

出は持参又は書留郵便によるものとします。

　⑴�　配布、提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布、提出期間

令和５年11月８日㈬から令和５年11月16日㈭まで

の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日

等の本市閉庁日を除きます。なお、書留郵便による

場合は、令和５年11月16日㈭まで必着とします。

４�　資料の縦覧

３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５�　競争参加資格確認通知書の交付

上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和５年11月22日㈬午後５時までに競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して

いる場合は、自動的に電子メールで配信します。

また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

等も併せて交付します。

６�　仕様に関する問合せ先

　⑴�　問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月22日㈬午前８時30分～令和５年11月

30日㈭午後５時

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

令和５年12月６日㈬午後５時までに、競争入札参

加資格があると認めた者からの質問に対する回答に

ついて、競争参加資格があると認められた者全社宛

てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。なお、

電話等による問合せには一切応じません。

７�　競争入札参加資格の喪失

競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。�

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。�

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ�　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。
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　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除く。

　⑵�　入札、開札の日時及び場所

　　ア�　日時　　令和５年12月21日㈭　午前９時30分

　　イ�　場所　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市役所本庁舎　２階　204会議室

　⑶�　入札保証金

川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第９

条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。�

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第33

条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「川崎市競

争入札参加者心得」等は、３⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷�　特定業務委託契約（公契約）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び「川崎市競争入札参加者心得」の定

めるところによります。

　⑶�　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。�

　　　───────────────────

川崎市公告第1355号

入　　札　　公　　告

業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５～８年度川崎市立末長小学校給食調理等業

務委託

　⑵�　履行場所

川崎市立末長小学校

　⑶�　履行期間

令和６年３月25日から令和９年３月24日まで
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　⑷�　調達概要

給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和５・６年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸�　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹�　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア�　令和５年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和５年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ�　令和２、令和３、令和４年度のいずれにおいて

も自校調理場方式による公立の小学校、中学校、

義務教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支

援学校の給食調理業務を受託した実績があって不

履行がなく、かつ、令和５年度の受託実績が３校

以上あって令和５年10月１日現在において不履行

のないこと。

　⑺�　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成30年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻�　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成30年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３�　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込をしなければなりません。競争入札参加申込書

等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市教

育委員会ホームページの「川崎市立学校給食調理等業

務委託受託事業者募集について」（https://www.city.

kawasaki.jp/880/page/0000112253.html）において、

本件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロー

ドすることができます。ただし、競争参加申込書の提

出は持参又は書留郵便によるものとします。

　⑴�　配布、提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布、提出期間

令和５年11月８日㈬から令和５年11月16日㈭まで

の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日

等の本市閉庁日を除きます。なお、書留郵便による

場合は、令和５年11月16日㈭まで必着とします。

４�　資料の縦覧

３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５�　競争参加資格確認通知書の交付

上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和５年11月22日㈬午後５時までに競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して

いる場合は、自動的に電子メールで配信します。

また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

等も併せて交付します。

６�　仕様に関する問合せ先

　⑴�　問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月22日㈬午前８時30分～令和５年11月

30日㈭午後５時

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

令和５年12月６日㈬午後５時までに、競争入札参

加資格があると認めた者からの質問に対する回答に

ついて、競争参加資格があると認められた者全社宛

てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。なお、
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電話等による問合せには一切応じません。

７�　競争入札参加資格の喪失

競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。�

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。�

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ�　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除く。

　⑵�　入札、開札の日時及び場所

　　ア�　日時　　令和５年12月20日㈬　午後４時00分

　　イ�　場所　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市役所本庁舎　２階　204会議室

　⑶�　入札保証金

川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第９

条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第33

条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「川崎市競

争入札参加者心得」等は、３⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷�　特定業務委託契約（公契約）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。
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　⑵�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び「川崎市競争入札参加者心得」の定

めるところによります。

　⑶�　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。�

　　　───────────────────

川崎市公告第1356号

入　　札　　公　　告

業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５～ 10年度川崎市立下小田中小学校給食調

理等業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市立下小田中小学校

　⑶�　履行期間

令和６年３月25日から令和11年３月23日まで

　⑷�　調達概要

給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和５・６年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸�　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹�　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア�　令和５年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和５年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ�　令和２、令和３、令和４年度のいずれにおいて

も自校調理場方式による公立の小学校、中学校、

義務教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支

援学校の給食調理業務を受託した実績があって不

履行がなく、かつ、令和５年度の受託実績が３校

以上あって令和５年10月１日現在において不履行

のないこと。

　⑺�　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成30年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻�　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成30年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３�　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込をしなければなりません。競争入札参加申込書

等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市教

育委員会ホームページの「川崎市立学校給食調理等業

務委託受託事業者募集について」（https://www.city.

kawasaki.jp/880/page/0000112253.html）において、

本件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロー

ドすることができます。ただし、競争参加申込書の提

出は持参又は書留郵便によるものとします。

　⑴�　配布、提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布、提出期間

令和５年11月８日㈬から令和５年11月16日㈭まで

の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日

等の本市閉庁日を除きます。なお、書留郵便による

場合は、令和５年11月16日㈭まで必着とします。

４�　資料の縦覧

３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５�　競争参加資格確認通知書の交付

上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和５年11月22日㈬午後５時までに競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して
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いる場合は、自動的に電子メールで配信します。

また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

等も併せて交付します。

６�　仕様に関する問合せ先

　⑴�　問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月22日㈬午前８時30分～令和５年11月

30日㈭午後５時

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

令和５年12月６日㈬午後５時までに、競争入札参

加資格があると認めた者からの質問に対する回答に

ついて、競争参加資格があると認められた者全社宛

てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。なお、

電話等による問合せには一切応じません。

７�　競争入札参加資格の喪失

競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。�

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。�

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ�　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除く。

　⑵�　入札、開札の日時及び場所

　　ア�　日時　　令和５年12月20日㈬　午後３時30分

　　イ�　場所　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市役所本庁舎　２階　204会議室

　⑶�　入札保証金

川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第９

条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。�

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第33

条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「川崎市競

争入札参加者心得」等は、３⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関
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係規定」において閲覧することができます。

　⑷�　特定業務委託契約（公契約）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び「川崎市競争入札参加者心得」の定

めるところによります。

　⑶�　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。�

　　　───────────────────

川崎市公告第1357号

入　　札　　公　　告

業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５～ 10年度川崎市立東住吉小学校給食調理

等業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市立東住吉小学校

　⑶�　履行期間

令和６年３月25日から令和11年３月23日まで

　⑷�　調達概要

給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和５・６年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸�　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹�　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア�　令和５年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和５年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ�　令和２、令和３、令和４年度のいずれにおいて

も自校調理場方式による公立の小学校、中学校、

義務教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支

援学校の給食調理業務を受託した実績があって不

履行がなく、かつ、令和５年度の受託実績が３校

以上あって令和５年10月１日現在において不履行

のないこと。

　⑺�　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成30年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻�　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成30年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３�　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込をしなければなりません。競争入札参加申込書

等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市教

育委員会ホームページの「川崎市立学校給食調理等業

務委託受託事業者募集について」（https://www.city.

kawasaki.jp/880/page/0000112253.html）において、
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本件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロー

ドすることができます。ただし、競争参加申込書の提

出は持参又は書留郵便によるものとします。

　⑴�　配布、提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布、提出期間

令和５年11月８日㈬から令和５年11月16日㈭まで

の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日

等の本市閉庁日を除きます。なお、書留郵便による

場合は、令和５年11月16日㈭まで必着とします。

４�　資料の縦覧

３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５�　競争参加資格確認通知書の交付

上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和５年11月22日㈬午後５時までに競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して

いる場合は、自動的に電子メールで配信します。

また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

等も併せて交付します。

６�　仕様に関する問合せ先

　⑴�　問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月22日㈬午前８時30分～令和５年11月

30日㈭午後５時

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

令和５年12月６日㈬午後５時までに、競争入札参

加資格があると認めた者からの質問に対する回答に

ついて、競争参加資格があると認められた者全社宛

てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。なお、

電話等による問合せには一切応じません。

７�　競争入札参加資格の喪失

競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。�

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。�

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ�　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除く。

　⑵�　入札、開札の日時及び場所

　　ア�　日時　　令和５年12月20日㈬　午後３時00分

　　イ�　場所　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市役所本庁舎　２階　204会議室

　⑶�　入札保証金

川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第９

条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。�

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著
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しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第33

条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「川崎市競

争入札参加者心得」等は、３⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷�　特定業務委託契約（公契約）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び「川崎市競争入札参加者心得」の定

めるところによります。

　⑶�　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。�

　　　───────────────────

川崎市公告第1358号

入　　札　　公　　告

業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５～８年度川崎市立西生田小学校給食調理等

業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市立西生田小学校

　⑶�　履行期間

令和６年３月25日から令和９年３月24日まで

　⑷�　調達概要

給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和５・６年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸�　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹�　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア�　令和５年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和５年10月

１日現在において不履行のないこと。
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　　イ�　令和２、令和３、令和４年度のいずれにおいて

も自校調理場方式による公立の小学校、中学校、

義務教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支

援学校の給食調理業務を受託した実績があって不

履行がなく、かつ、令和５年度の受託実績が３校

以上あって令和５年10月１日現在において不履行

のないこと。

　⑺�　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成30年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻�　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成30年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３�　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込をしなければなりません。競争入札参加申込書

等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市教

育委員会ホームページの「川崎市立学校給食調理等業

務委託受託事業者募集について」（https://www.city.

kawasaki.jp/880/page/0000112253.html）において、

本件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロー

ドすることができます。ただし、競争参加申込書の提

出は持参又は書留郵便によるものとします。

　⑴�　配布、提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布、提出期間

令和５年11月８日㈬から令和５年11月16日㈭まで

の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日

等の本市閉庁日を除きます。なお、書留郵便による

場合は、令和５年11月16日㈭まで必着とします。

４�　資料の縦覧

３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５�　競争参加資格確認通知書の交付

上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和５年11月22日㈬午後５時までに競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して

いる場合は、自動的に電子メールで配信します。

また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

等も併せて交付します。

６�　仕様に関する問合せ先

　⑴�　問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月22日㈬午前８時30分～令和５年11月

30日㈭午後５時

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

令和５年12月６日㈬午後５時までに、競争入札参

加資格があると認めた者からの質問に対する回答に

ついて、競争参加資格があると認められた者全社宛

てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。なお、

電話等による問合せには一切応じません。

７�　競争入札参加資格の喪失

競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。�

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ�　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。
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　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除く。

　⑵�　入札、開札の日時及び場所

　　ア�　日時　　令和５年12月21日㈭　午後３時00分

　　イ�　場所　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市役所本庁舎　２階　204会議室

　⑶�　入札保証金

川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第９

条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第33

条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「川崎市競

争入札参加者心得」等は、３⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷�　特定業務委託契約（公契約）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び「川崎市競争入札参加者心得」の定

めるところによります。

　⑶�　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。�

　　　───────────────────

川崎市公告第1359号

入　　札　　公　　告

業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５～ 10年度川崎市立稲田小学校給食調理等

業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市立稲田小学校

　⑶�　履行期間

令和６年３月25日から令和11年３月23日まで
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　⑷�　調達概要

給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和５・６年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸�　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹�　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア�　令和５年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和５年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ�　令和２、令和３、令和４年度のいずれにおいて

も自校調理場方式による公立の小学校、中学校、

義務教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支

援学校の給食調理業務を受託した実績があって不

履行がなく、かつ、令和５年度の受託実績が３校

以上あって令和５年10月１日現在において不履行

のないこと。

　⑺�　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成30年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻�　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成30年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３�　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込をしなければなりません。競争入札参加申込書

等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市教

育委員会ホームページの「川崎市立学校給食調理等業

務委託受託事業者募集について」（https://www.city.

kawasaki.jp/880/page/0000112253.html）において、

本件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロー

ドすることができます。ただし、競争参加申込書の提

出は持参又は書留郵便によるものとします。

　⑴�　配布、提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布、提出期間

令和５年11月８日㈬から令和５年11月16日㈭まで

の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日

等の本市閉庁日を除きます。なお、書留郵便による

場合は、令和５年11月16日㈭まで必着とします。

４�　資料の縦覧

３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５�　競争参加資格確認通知書の交付

上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和５年11月22日㈬午後５時までに競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して

いる場合は、自動的に電子メールで配信します。

また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

等も併せて交付します。

６�　仕様に関する問合せ先

　⑴�　問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月22日㈬午前８時30分～令和５年11月

30日㈭午後５時

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

令和５年12月６日㈬午後５時までに、競争入札参

加資格があると認めた者からの質問に対する回答に

ついて、競争参加資格があると認められた者全社宛

てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。なお、
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電話等による問合せには一切応じません。

７�　競争入札参加資格の喪失

競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。�

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。�

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ�　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除く。

　⑵�　入札、開札の日時及び場所

　　ア�　日時　　令和５年12月21日㈭　午後２時30分

　　イ�　場所　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市役所本庁舎　２階　204会議室

　⑶�　入札保証金

川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第９

条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。�

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第33

条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「川崎市競

争入札参加者心得」等は、３⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷�　特定業務委託契約（公契約）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。
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　⑵�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び「川崎市競争入札参加者心得」の定

めるところによります。

　⑶�　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。�

　　　───────────────────

川崎市公告第1360号

入　　札　　公　　告

業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５～ 10年度川崎市立犬蔵小学校給食調理等

業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市立犬蔵小学校

　⑶�　履行期間

令和６年３月25日から令和11年３月23日まで

　⑷�　調達概要

給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和５・６年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸�　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹�　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア�　令和５年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和５年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ�　令和２、令和３、令和４年度のいずれにおいて

も自校調理場方式による公立の小学校、中学校、

義務教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支

援学校の給食調理業務を受託した実績があって不

履行がなく、かつ、令和５年度の受託実績が３校

以上あって令和５年10月１日現在において不履行

のないこと。

　⑺�　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成30年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻�　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成30年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３�　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込をしなければなりません。競争入札参加申込書

等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市教

育委員会ホームページの「川崎市立学校給食調理等業

務委託受託事業者募集について」（https://www.city.

kawasaki.jp/880/page/0000112253.html）において、

本件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロー

ドすることができます。ただし、競争参加申込書の提

出は持参又は書留郵便によるものとします。

　⑴�　配布、提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布、提出期間

令和５年11月８日㈬から令和５年11月16日㈭まで

の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日

等の本市閉庁日を除きます。なお、書留郵便による

場合は、令和５年11月16日㈭まで必着とします。

４�　資料の縦覧

３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５�　競争参加資格確認通知書の交付

上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和５年11月22日㈬午後５時までに競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して
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いる場合は、自動的に電子メールで配信します。

また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

等も併せて交付します。

６�　仕様に関する問合せ先

　⑴�　問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月22日㈬午前８時30分～令和５年11月

30日㈭午後５時

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

令和５年12月６日㈬午後５時までに、競争入札参

加資格があると認めた者からの質問に対する回答に

ついて、競争参加資格があると認められた者全社宛

てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。なお、

電話等による問合せには一切応じません。

７�　競争入札参加資格の喪失

競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。�

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。�

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ�　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除く。

　⑵�　入札、開札の日時及び場所

　　ア�　日時　　令和５年12月21日㈭　午後２時00分

　　イ�　場所　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市役所本庁舎　２階　204会議室

　⑶�　入札保証金

川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第９

条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。�

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第33

条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「川崎市競

争入札参加者心得」等は、３⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関
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係規定」において閲覧することができます。

　⑷�　特定業務委託契約（公契約）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び「川崎市競争入札参加者心得」の定

めるところによります。

　⑶�　問合せ窓口は３　⑴�　に同じです。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。�

　　　───────────────────

川崎市公告第1361号

入　　札　　公　　告

業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５～ 10年度川崎市立渡田小学校給食調理等

業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市立渡田小学校

　⑶�　履行期間

令和６年３月25日から令和11年３月23日まで

　⑷�　調達概要

給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和５・６年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸�　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹�　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア�　令和５年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和５年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ�　令和２、令和３、令和４年度のいずれにおいて

も自校調理場方式による公立の小学校、中学校、

義務教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支

援学校の給食調理業務を受託した実績があって不

履行がなく、かつ、令和５年度の受託実績が３校

以上あって令和５年10月１日現在において不履行

のないこと。

　⑺�　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成30年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻�　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成30年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３�　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込をしなければなりません。競争入札参加申込書

等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市教

育委員会ホームページの「川崎市立学校給食調理等業

務委託受託事業者募集について」（https://www.city.

kawasaki.jp/880/page/0000112253.html）において、
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本件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロー

ドすることができます。ただし、競争参加申込書の提

出は持参又は書留郵便によるものとします。

　⑴�　配布、提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布、提出期間

令和５年11月８日㈬から令和５年11月16日㈭まで

の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日

等の本市閉庁日を除きます。なお、書留郵便による

場合は、令和５年11月16日㈭まで必着とします。

４�　資料の縦覧

３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５�　競争参加資格確認通知書の交付

上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和５年11月22日㈬午後５時までに競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して

いる場合は、自動的に電子メールで配信します。

また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

等も併せて交付します。

６�　仕様に関する問合せ先

　⑴�　問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月22日㈬午前８時30分～令和５年11月

30日㈭午後５時

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

令和５年12月６日㈬午後５時までに、競争入札参

加資格があると認めた者からの質問に対する回答に

ついて、競争参加資格があると認められた者全社宛

てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。なお、

電話等による問合せには一切応じません。

７�　競争入札参加資格の喪失

競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。�

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。�

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ�　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除く。

　⑵�　入札、開札の日時及び場所

　　ア�　日時　　令和５年12月20日㈬　午前11時30分

　　イ�　場所　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市役所本庁舎　２階　204会議室

　⑶�　入札保証金

川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第９

条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。�

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著
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しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第33

条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「川崎市競

争入札参加者心得」等は、３⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷�　特定業務委託契約（公契約）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び「川崎市競争入札参加者心得」の定

めるところによります。

　⑶�　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。�

　　　───────────────────

川崎市公告第1362号

入　　札　　公　　告

業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５～ 10年度川崎市立藤崎小学校給食調理等

業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市立藤崎小学校

　⑶�　履行期間

令和６年３月25日から令和11年３月23日まで

　⑷�　調達概要

給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和５・６年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸�　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹�　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア�　令和５年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和５年10月

１日現在において不履行のないこと。
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　　イ�　令和２、令和３、令和４年度のいずれにおいて

も自校調理場方式による公立の小学校、中学校、

義務教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支

援学校の給食調理業務を受託した実績があって不

履行がなく、かつ、令和５年度の受託実績が３校

以上あって令和５年10月１日現在において不履行

のないこと。

　⑺�　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成30年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻�　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成30年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３�　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込をしなければなりません。競争入札参加申込書

等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市教

育委員会ホームページの「川崎市立学校給食調理等業

務委託受託事業者募集について」（https://www.city.

kawasaki.jp/880/page/0000112253.html）において、

本件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロー

ドすることができます。ただし、競争参加申込書の提

出は持参又は書留郵便によるものとします。

　⑴�　配布、提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布、提出期間

令和５年11月８日㈬から令和５年11月16日㈭まで

の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日

等の本市閉庁日を除きます。なお、書留郵便による

場合は、令和５年11月16日㈭まで必着とします。

４�　資料の縦覧

３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５�　競争参加資格確認通知書の交付

上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和５年11月22日㈬午後５時までに競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して

いる場合は、自動的に電子メールで配信します。

また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

等も併せて交付します。

６�　仕様に関する問合せ先

　⑴�　問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月22日㈬午前８時30分～令和５年11月

30日㈭午後５時

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

令和５年12月６日㈬午後５時までに、競争入札参

加資格があると認めた者からの質問に対する回答に

ついて、競争参加資格があると認められた者全社宛

てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。なお、

電話等による問合せには一切応じません。

７�　競争入札参加資格の喪失

競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。�

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。�

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ�　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。
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　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除く。

　⑵�　入札、開札の日時及び場所

　　ア�　日時　　令和５年12月20日㈬　午前10時30分

　　イ�　場所　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市役所本庁舎　２階　204会議室

　⑶�　入札保証金

川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第９

条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第33

条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「川崎市競

争入札参加者心得」等は、３⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷�　特定業務委託契約（公契約）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び「川崎市競争入札参加者心得」の定

めるところによります。

　⑶�　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。�

　　　───────────────────

川崎市公告第1363号

入　　札　　公　　告

業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５～９年度川崎市立白幡台小学校給食調理等

業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市立白幡台小学校

　⑶�　履行期間

令和６年３月25日から令和10年３月24日まで
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　⑷�　調達概要

給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和５・６年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸�　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹�　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア�　令和５年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和５年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ�　令和２、令和３、令和４年度のいずれにおいて

も自校調理場方式による公立の小学校、中学校、

義務教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支

援学校の給食調理業務を受託した実績があって不

履行がなく、かつ、令和５年度の受託実績が３校

以上あって令和５年10月１日現在において不履行

のないこと。

　⑺�　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成30年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻�　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成30年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３�　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込をしなければなりません。競争入札参加申込書

等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市教

育委員会ホームページの「川崎市立学校給食調理等業

務委託受託事業者募集について」（https://www.city.

kawasaki.jp/880/page/0000112253.html）において、

本件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロー

ドすることができます。ただし、競争参加申込書の提

出は持参又は書留郵便によるものとします。

　⑴�　配布、提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布、提出期間

令和５年11月８日㈬から令和５年11月16日㈭まで

の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日

等の本市閉庁日を除きます。なお、書留郵便による

場合は、令和５年11月16日㈭まで必着とします。

４�　資料の縦覧

３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５�　競争参加資格確認通知書の交付

上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和５年11月22日㈬午後５時までに競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して

いる場合は、自動的に電子メールで配信します。

また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

等も併せて交付します。

６�　仕様に関する問合せ先

　⑴�　問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月22日㈬午前８時30分～令和５年11月

30日㈭午後５時

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

令和５年12月６日㈬午後５時までに、競争入札参

加資格があると認めた者からの質問に対する回答に

ついて、競争参加資格があると認められた者全社宛

てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。なお、
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電話等による問合せには一切応じません。

７�　競争入札参加資格の喪失

競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。�

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。�

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ�　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除く。

　⑵�　入札、開札の日時及び場所

　　ア�　日時　　令和５年12月21日㈭　午後１時30分

　　イ�　場所　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市役所本庁舎　２階　204会議室

　⑶�　入札保証金

川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第９

条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。�

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第33

条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「川崎市競

争入札参加者心得」等は、３⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷�　特定業務委託契約（公契約）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。
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　⑵�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び「川崎市競争入札参加者心得」の定

めるところによります。

　⑶�　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。�

　　　───────────────────

川崎市公告第1364号

入　　札　　公　　告

業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５～ 10年度川崎市立小倉小学校給食調理等

業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市立小倉小学校

　⑶�　履行期間

令和６年３月25日から令和11年３月23日まで

　⑷�　調達概要

給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和５・６年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸�　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹�　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア�　令和５年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和５年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ�　令和２、令和３、令和４年度のいずれにおいて

も自校調理場方式による公立の小学校、中学校、

義務教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支

援学校の給食調理業務を受託した実績があって不

履行がなく、かつ、令和５年度の受託実績が３校

以上あって令和５年10月１日現在において不履行

のないこと。

　⑺�　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成30年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻�　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成30年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３�　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込をしなければなりません。競争入札参加申込書

等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市教

育委員会ホームページの「川崎市立学校給食調理等業

務委託受託事業者募集について」（https://www.city.

kawasaki.jp/880/page/0000112253.html）において、

本件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロー

ドすることができます。ただし、競争参加申込書の提

出は持参又は書留郵便によるものとします。

　⑴�　配布、提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布、提出期間

令和５年11月８日㈬から令和５年11月16日㈭まで

の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日

等の本市閉庁日を除きます。なお、書留郵便による

場合は、令和５年11月16日㈭まで必着とします。

４�　資料の縦覧

３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５�　競争参加資格確認通知書の交付

上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和５年11月22日㈬午後５時までに競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して
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いる場合は、自動的に電子メールで配信します。

また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

等も併せて交付します。

６�　仕様に関する問合せ先

　⑴�　問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月22日㈬午前８時30分～令和５年11月

30日㈭午後５時

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

令和５年12月６日㈬午後５時までに、競争入札参

加資格があると認めた者からの質問に対する回答に

ついて、競争参加資格があると認められた者全社宛

てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。なお、

電話等による問合せには一切応じません。

７�　競争入札参加資格の喪失

競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。�

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。�

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ�　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除く。

　⑵�　入札、開札の日時及び場所

　　ア�　日時　　令和５年12月20日㈬　午後２時30分

　　イ�　場所　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市役所本庁舎　２階　204会議室

　⑶�　入札保証金

川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第９

条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。�

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第33

条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「川崎市競

争入札参加者心得」等は、３⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関
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係規定」において閲覧することができます。

　⑷�　特定業務委託契約（公契約）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び「川崎市競争入札参加者心得」の定

めるところによります。

　⑶�　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1365号

入　　札　　公　　告

業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５～８年度川崎市立戸手小学校給食調理等業

務委託

　⑵�　履行場所

川崎市立戸手小学校

　⑶�　履行期間

令和６年３月25日から令和９年３月24日まで

　⑷�　調達概要

給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和５・６年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸�　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹�　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア�　令和５年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和５年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ�　令和２、令和３、令和４年度のいずれにおいて

も自校調理場方式による公立の小学校、中学校、

義務教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支

援学校の給食調理業務を受託した実績があって不

履行がなく、かつ、令和５年度の受託実績が３校

以上あって令和５年10月１日現在において不履行

のないこと。

　⑺�　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成30年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻�　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成30年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３�　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込をしなければなりません。競争入札参加申込書

等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市教

育委員会ホームページの「川崎市立学校給食調理等業

務委託受託事業者募集について」（https://www.city.

kawasaki.jp/880/page/0000112253.html）において、
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本件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロー

ドすることができます。ただし、競争参加申込書の提

出は持参又は書留郵便によるものとします。

　⑴�　配布、提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布、提出期間

令和５年11月８日㈬から令和５年11月16日㈭まで

の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日

等の本市閉庁日を除きます。なお、書留郵便による

場合は、令和５年11月16日㈭まで必着とします。

４�　資料の縦覧

３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５�　競争参加資格確認通知書の交付

上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和５年11月22日㈬午後５時までに競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して

いる場合は、自動的に電子メールで配信します。

また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

等も併せて交付します。

６�　仕様に関する問合せ先

　⑴�　問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月22日㈬午前８時30分～令和５年11月

30日㈭午後５時

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

令和５年12月６日㈬午後５時までに、競争入札参

加資格があると認めた者からの質問に対する回答に

ついて、競争参加資格があると認められた者全社宛

てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。なお、

電話等による問合せには一切応じません。

７�　競争入札参加資格の喪失

競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。�

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。�

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ�　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除く。

　⑵�　入札、開札の日時及び場所

　　ア�　日時　　令和５年12月20日㈬　午後２時00分

　　イ�　場所　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市役所本庁舎　２階　204会議室

　⑶�　入札保証金

川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第９

条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。�

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著



川 崎 市 公 報

－5489－

（第1,879号）令和5年(2023年)11月27日

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第33

条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「川崎市競

争入札参加者心得」等は、３⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷�　特定業務委託契約（公契約）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び「川崎市競争入札参加者心得」の定

めるところによります。

　⑶�　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。�

　　　───────────────────

川崎市公告第1366号

入　　札　　公　　告

業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５～ 10年度川崎市立富士見台小学校給食調

理等業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市立富士見台小学校

　⑶�　履行期間

令和６年３月25日から令和11年３月23日まで

　⑷�　調達概要

給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和５・６年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸�　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹�　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア�　令和５年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和５年10月

１日現在において不履行のないこと。
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　　イ�　令和２、令和３、令和４年度のいずれにおいて

も自校調理場方式による公立の小学校、中学校、

義務教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支

援学校の給食調理業務を受託した実績があって不

履行がなく、かつ、令和５年度の受託実績が３校

以上あって令和５年10月１日現在において不履行

のないこと。

　⑺�　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成30年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻�　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成30年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３�　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込をしなければなりません。競争入札参加申込書

等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市教

育委員会ホームページの「川崎市立学校給食調理等業

務委託受託事業者募集について」（https://www.city.

kawasaki.jp/880/page/0000112253.html）において、

本件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロー

ドすることができます。ただし、競争参加申込書の提

出は持参又は書留郵便によるものとします。

　⑴�　配布、提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布、提出期間

令和５年11月８日㈬から令和５年11月16日㈭まで

の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日

等の本市閉庁日を除きます。なお、書留郵便による

場合は、令和５年11月16日㈭まで必着とします。

４�　資料の縦覧

３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５�　競争参加資格確認通知書の交付

上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和５年11月22日㈬午後５時までに競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して

いる場合は、自動的に電子メールで配信します。

また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

等も併せて交付します。

６�　仕様に関する問合せ先

　⑴�　問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉担当

電　話：044－200－3299・3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月22日㈬午前８時30分～令和５年11月

30日㈭午後５時

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

令和５年12月６日㈬午後５時までに、競争入札参

加資格があると認めた者からの質問に対する回答に

ついて、競争参加資格があると認められた者全社宛

てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。なお、

電話等による問合せには一切応じません。

７�　競争入札参加資格の喪失

競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵�　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。�

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。�

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ�　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。
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ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除く。

　⑵�　入札、開札の日時及び場所

　　ア�　日時　　令和５年12月21日㈭　午前11時30分

　　イ�　場所　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市役所本庁舎　２階　204会議室

　⑶�　入札保証金

川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第９

条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。�

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第33

条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「川崎市競

争入札参加者心得」等は、３⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷�　特定業務委託契約（公契約）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び「川崎市競争入札参加者心得」の定

めるところによります。

　⑶�　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1367号

入　　札　　公　　告

業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５年度川崎市学校給食用食材産地判別検査そ

の２業務委託

　⑵�　履行場所

給食調理施設のある市立小・中・特別支援学校

（122校）、学校給食センター（３施設）、教育委員

会事務局健康給食推進室

　⑶�　履行期間
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契約締結日から令和６年３月29日まで

　⑷�　委託概要

学校給食用食材の産地判別検査

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和５・６年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に業種「調査・測定」・種目「その

他の調査・測定」で登録がされていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　令和２年度以降において、行政機関から産地判別

検査業務を受託した実績があって不履行がないこと。

３�　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込書

等は、３⑴の場所で配布します。また、川崎市教育委員

会ホームページ「令和５年度川崎市学校給食用食材産

地判別その２検査業務委託受託事業者募集について」

（https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000155509.

html）において、ダウンロードすることができます。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

〔中学校給食〕：新担当

電　話：044－200－2538（直通）

E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

令和５年11月８日㈬から令和５年11月14日㈫まで

の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日

等の本市閉庁日を除きます。

　⑶�　提出方法

持参または書留郵便とします。ただし、書留郵便

による場合の提出期限は、令和５年

11月14日㈫必着とします。

　⑷�　提出するもの

①競争入札参加申込書

②２⑷を証明するものの写し

４�　入札説明書等の縦覧

３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５�　競争参加資格確認通知書等の交付

３により競争参加申込書を提出し、当該業務の入札

に参加することが認められた者に、令和５年11月17日

㈮までに競争参加資格確認通知書を交付します。

また、競争参加資格があると認めた者には、入札書、

入札説明書及び仕様書も併せて交付します。交付方法

については、令和５・６年度「業務委託有資格業者名

簿」に登録の電子メールアドレスにメールを送信しま

す。

６�　仕様に関する問合せ先

　⑴�　問い合わせ先

３の⑴と同じです。問合せ内容は、入札説明書に

添付している「質問書」の様式を使用し、必要事項

を記載の上、電子メールで送信し、送信後に必ず担

当者あて電話連絡をしてください。

　⑵�　受付期間

令和５年11月17日㈮～令和５年11月21日㈫

（毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日等

の本市閉庁日を除きます。）

　⑶�　回答予定日

令和５年11月24日㈮に電子メールにて回答

　⑷�　その他

　　ア�　原則として、受付期間を過ぎた問合せには回答

いたしません。

　　イ�　提出された全ての質問について、当該競争入札

参加資格を有する全ての者に回答いたします。

７�　競争入札参加資格の喪失

競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　競争参加資格確認通知書の交付後にこの公告に定

める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵�　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。�

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。�

　　ウ�　入札は所定の「入札書」及び「見積内訳書」を

もって行いますので、必ず両様式を同封してくだ

さい。入札書には、住所、商号又は名称、代表者

の役職及び氏名を明示し、本市の業者登録に使用

した印鑑による押印及び封印をしてください。な

お、代表者以外の方が代理で入札する場合、入札

書の代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人

の押印（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必
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要です。

　　エ�　入札金額は、「入札書」には各検査等の単価額

に予定数量を乗じた推定総金額（税抜き）を、「見

積内訳書」にはその内訳（税抜き）を記載するこ

と。「見積内訳書」の記入方法については別紙を

確認してください。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵�　入札･開札の日時及び場所

　　ア�　日　時　　令和５年11月28日㈫　午後３時00分

　　イ�　場　所　　川崎区宮本町３－３

　　　　　　　　　第４庁舎４階第３会議室

　⑶�　入札保証金

川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者、又は、本市と契約を締結したにもかか

わらず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則

第９条第１項第２号の「その者が契約を締結しない

こととなるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づき、各検査等

の予定単価額に予定数量を乗じて算出した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札

を行った入札者を落札とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。なお、

落札者の「見積内訳書」に記載された単価を契約単

価とし、実際の各検査等の発注数量にかかわらず、

契約単価を用いるものとします。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札、所定

の「入札書」及び「見積内訳書」以外で行った入札

並びに「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当

する入札は、無効とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

川崎市契約規則33条各号に該当する場合は、免除

します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者、又は、本市と契約を締結したにもかか

わらず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則

第33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しない

こととなるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３の⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規程」において閲覧することができます。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶�　問い合わせ窓口は３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第1368号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

令和５年11月９日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　工事を完了した開発区域の名称及び面積

川崎市麻生区千代ヶ丘二丁目７番１

� （第１工区）

� 772平方メートル

２�　開発許可を受けた者の住所及び氏名

東京都渋谷区初台一丁目47番１号

小田急不動産株式会社　代表取締役　五十嵐　秀

３�　予定建築物の用途

戸建住宅

� 計画戸数：15戸

４�　開発許可年月日及び許可番号

令和５年６月13日

川崎市指令　ま宅審（�）第16号

令和５年９月28日

川崎市指令　ま宅審（�）第203号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第1369号

入　　札　　公　　告

業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月９日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５～ 10年度川崎市立子母口小学校・東橘中

学校給食調理等業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市立子母口小学校・東橘中学校

　⑶�　履行期間

令和６年３月25日から令和11年３月23日まで

　⑷�　調達概要

給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和５・６年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸�　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であること。

　⑹�　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア�　令和５年10月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和５年10月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ�　令和２、令和３、令和４年度のいずれにおいて

も自校調理場方式による公立の小学校、中学校、

義務教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支

援学校の給食調理業務を受託した実績があって不

履行がなく、かつ、令和５年度の受託実績が３校

以上あって令和５年10月１日現在において不履行

のないこと。

　⑺�　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成30年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。

　⑻�　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成30年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３�　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込をしなければなりません。競争入札参加申込書

等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市教

育委員会ホームページの「川崎市立学校給食調理等業

務委託受託事業者募集について」（https://www.city.

kawasaki.jp/880/page/0000112253.html）において、

本件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロー

ドすることができます。ただし、競争参加申込書の提

出は持参又は書留郵便によるものとします。

　⑴�　配布、提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉、新担当

電　話：044－200－3299・3894・2538（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布、提出期間

令和５年11月９日㈭から令和５年11月16日㈭まで

の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日

等の本市閉庁日を除きます。なお、書留郵便による

場合は、令和５年11月16日㈭まで必着とします。

４�　資料の縦覧

３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５�　競争参加資格確認通知書の交付

上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和５年11月22日㈬午後５時までに競争参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して

いる場合は、自動的に電子メールで配信します。

また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

等も併せて交付します。

６�　仕様に関する問合せ先

　⑴�　問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　

西村、本間、千葉、新担当

電　話：044－200－3299・3894・2538（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月22日㈬午前８時30分～令和５年11月

30日㈭午後５時

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま
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た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

令和５年12月６日㈬午後５時までに、競争入札参

加資格があると認めた者からの質問に対する回答に

ついて、競争参加資格があると認められた者全社宛

てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。なお、

電話等による問合せには一切応じません。

７�　競争入札参加資格の喪失

競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵�　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。�

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。�

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ�　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除く。

　⑵�　入札、開札の日時及び場所

　　ア�　日時　　令和５年12月20日㈬　午前10時00分

　　イ�　場所　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市役所本庁舎　２階　204会議室

　⑶�　入札保証金

川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第９

条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。�

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者又は本市と契約を締結したにもかかわら

ず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第33

条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「川崎市競

争入札参加者心得」等は、３⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関

係規定」において閲覧することができます。

　⑷�　特定業務委託契約（公契約）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ
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さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び「川崎市競争入札参加者心得」の定

めるところによります。

　⑶�　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1370号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　北部市場内樹木剪定・伐採業務委託

　⑵�　履行場所　�川崎市宮前区水沢１－１－１川崎市中

央卸売市場北部市場

　⑶�　履行期間　契約締結日から令和６年３月８日まで

　⑷�　業務内容　�市場内の高木の剪定及び伐採業務（詳

細は仕様書のとおり）

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６�年度川崎市業務委託有資格業者名簿

の業種「樹木管理」種目「除草，せんてい等樹木管

理」に登録されていること。

　⑷�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項に定める中小企業者である

こと。

　⑹�　令和３年度から令和４年度の間に、本市その他の

官公庁との間に２件以上の類似の契約履行実績（１

件500万円以上の植栽地管理・樹木剪定等業務、た

だし元請に限る。また、本市との契約については業

種「樹木管理」の契約に限る。）を有すること（実

績を証明できる契約書の表紙の写しを入札参加申込

書と共に提出すること）。

３�　競争入札参加申込書等の提出方法等�

この入札に参加する者は、次により競争入札参加の

申込みをしなければなりません。�

　⑴�　提出書類�

　　ア�　競争入札参加申込書�

　　イ�　上記２⑹の書類

　⑵�　提出方法・期限等�

　　ア�　提出方法�

　　（�）�前記⑴の書類（記名押印の上、必要事項を記

載したもの。）を持参又は郵送（いずれの場合

も、令和５年11月17日㈮午後５時までに、必

要な書類全てが北部市場管理課に到着する必

要があります）。なお、郵送による提出を行う

場合は、郵送した日に後記（�）の連絡先に必

ず電話をしてください。

　　（�）�提出先

　　　　�住　　所：中央卸売市場北部市場管理課

　　　　　　　　　��（川崎市宮前区水沢１－１－１　北

部市場管理棟３階）

　　　　　　　　　�電話番号：044－975－2213

　　イ�　提出期限�

　　　　令和５年11月17日㈮午後５時（必着）

　⑶�　提出書類等の入手方法�

競争入札参加申込書、仕様書、質問書等は、イン

ターネットからダウンロードすることができます。

（「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「入札情報」の「入札情

報（入札公表・落札結果）」委託の欄の「入札公表」

の中にあります。　

４�　競争入札参加資格確認通知書の交付

競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、令和５・６年度川崎市業務委託

有資格業者名簿へ登録の際に申請した電子メールアド

レスに、競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　交付（送信）予定日�

令和５年11月22日㈬を予定しています。

５�　仕様書に関する問い合わせ

　⑴�　問い合せ先　

電子メール：28hokan@city.kawasaki.jp

経済労働局中央卸売市場北部市場管理課管理係

担当　石井

　⑵�　質問受付期間

令和５年11月10日㈮から令和５年11月27日㈪午後

５時までとします。質問は必ず電子メールで提出し

て下さい。

　⑶�　回答方法

質問が提出された場合のみ、令和５年11月30日㈭
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和６年度　中型浄化槽車（3.0ｔ）の購入　第１回

履行場所 本市の指定する場所

履行期間 令和７年３月31日

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「自動車」に登載され

ており、Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

⑷�　平成25年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でもかまいません。

⑸�　この購入（製造）物品の納入後、保守、点検、修理、その他アフターサービスを本市の求めに

午後５時までに、全参加者あてに電子メールで回答

いたします。

６�　競争入札参加資格の喪失

次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載をし

たとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札は、「川崎市競争入札参加者心得」に基づい

て行うものとします。

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和５年12月４日㈪　

　　　　　　　　　　　　　午後２時

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市宮前区水沢１－１－

１

　　　　　　　　　　　　　�川崎市経済労働局中央卸売

市場北部市場

　　　　　　　　　　　　　管理棟２階　大会議室

　⑷�　入札書の提出方法　　持参

　⑸�　入札保証金　　　　　免除

　⑹�　落札者の決定方法　　�川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定

価格の制限の範囲内で最低

制限価格以上の価格をもっ

て有効な入札を行った者の

うち、最低の価格をもって

入札を行った者を落札者と

します。

　⑺�　再入札の実施　　　　�落札者がいない場合は、直

ちに再入札を行います（開

札に立ち会わない者は、再

入札に参加の意思がないも

のとみなします）。

　⑻�　入札の無効　　　　　�川崎市競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

　⑼�　入札書の記載金額　　�入札に際しては、税抜きの

総額を入札書に記載してく

ださい。

８�　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

入札場所に入場しようとするときは、競争入札参加

資格確認通知書の提示を求めますので必ず持参してく

ださい。

入札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会う場合は、

入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の委

任を受けなければなりません（入札前に委任状を提出

してください。代理人による入札に関する事項は「川

崎市競争入札参加者心得」を参照してください。）。

９�　契約手続等

　⑴�　契約保証金　　　　　�川崎市契約規則第33条第３

号に基づき免除します。

　⑵�　前払金　　　　　　　否

　⑶�　契約書作成の要否　　要

　⑷�　契約予定日　　　　　令和５年12月８日㈮

10�　その他

　⑴�　詳細は入札説明書等によります。

　⑵�　当該契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参　加者心得等の定

めるところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1371号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　�
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川崎市公告第1372号

入　　札　　公　　告

空調機洗浄業務委託（令和５年度川崎市こども家庭セ

ンター）に関する一般競争入札について、次のとおり公

告します。

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

空調機洗浄業務委託

（令和５年度川崎市こども家庭センター）

　⑵�　履行場所

川崎市幸区鹿島田１－21－９　

川崎市こども家庭センター

　⑶�　履行期限

令和６年３月29日まで

参 加 資 格

　応じて、速やかに提供できること。

⑹�　検査を行う設備を日本国内に有しており、本市の求めにより職員の立会いの下に、検査に応じ

られること。

⑺�　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し、確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地　本庁舎16階）

電話番号��044－200－2092

入札日時等 令和５年12月21日11時00分��（川崎市役所入札室　�川崎市川崎区宮本町１番地　本庁舎３階）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は契約課ホームページ　「入札情報　かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和６年度　大型浄化槽車（6.5ｔ）の購入

履行場所 本市の指定する場所

履行期間 令和７年３月31日

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「自動車」に登載され

ており、Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

⑷�　平成25年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でもかまいません。

⑸�　この購入（製造）物品の納入後、保守、点検、修理、その他アフターサービスを本市の求めに

応じて、速やかに提供できること。

⑹�　検査を行う設備を日本国内に有しており、本市の求めにより職員の立会いの下に、検査に応じ

られること。

⑺�　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し、確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地　本庁舎16階）

電話番号��044－200－2092

入札日時等 令和５年12月21日11時00分��（川崎市役所入札室　�川崎市川崎区宮本町１番地　本庁舎３階）�

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は契約課ホームページ　「入札情報　かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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　⑷�　調達概要

川崎市こども家庭センター内の空調機（室内機）

について、洗浄作業を行う。

２�　一般競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。　

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、地域区分「市内」で登録されていること。

　⑷�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「施設維持管理」種目「空調・衛生設備」で登

録されていること。

　⑸�　過去５年間（令和２年度以降）で本市又はその他

の官公庁と類似委託業務の契約があり、かつ誠実に

履行した実績を有すること。ただし、１契約で200

万円以上の契約実績に限る。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書を提出してください。�

　⑴�　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

川崎市幸区鹿島田１－21－９　

川崎市こども家庭センター

電話　044－542－1234（代表）

※�　競争入札参加申込書については、川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」よりダウンロー

ドできます。

　⑵�　提出期間

令和５年11月10日㈮から令和５年11月20日㈪

９時から16時まで（12時から13時の間は除く）

土日、祝日除く

　⑶�　提出方法　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷�　提出書類

２　一般競争入札参加資格に関する事項⑸を確認

できる書類

４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

競争入札参加申込書を提出し、競争参加資格がある

と認めた者には、競争入札参加資格確認通知書及び仕

様書等を令和５年11月27日㈪までに交付します。

なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信します。電子メールアドレスを登録して

いない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴�　交付場所　�３　競争入札参加申込書の配布、提出

及び問い合わせ先⑴と同じ

　⑵�　交付日時　令和５年11月27日㈪９時から16時まで

　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）

５�　質問書の受付・回答

　⑴�　質問受付日

令和５年11月27日㈪から令和５年11月30日㈭

９時から16時まで（12時から13時の間は除く）

土日、祝日除く

　⑵�　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶�　質問受付方法

　　ア�　電子メール　　45kateis@city.kawasaki.jp

　　イ�　ＦＡＸ　　　　044－542－1728

　　ウ�　持参　　　　　�３　競争入札参加申込書の配

布、提出及び問い合わせ先⑴に

同じ

　⑷�　回答方法

令和５年12月５日㈫

全社へ文書（電子メール又はＦＡＸ）にて送付し

ます。

６�　競争入札参加資格の喪失

次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴�　開札前に２一般競争入札参加資格に関する事項の

各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵�　入札・開札の日時　令和５年12月７日㈭10時30分

　　　入札・開札の場所　こども家庭センター　会議室

　　　入札書の提出方法　�持参（持参以外は無効としま

す。）

　　　　　　　　　　　　�（当日、駐車場は使用できま

せん。）

　⑶�　入札保証金　　　　　免除

　⑷�　落札者の決定方法　　�川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定

価格の範囲内で、最低の価

格をもって有効な入札を

行った者を、落札者としま

す。

　⑸�　入札の無効　　　　　�川崎市競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金　　　　免除

　⑵�　契約書の作成　　　要
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　⑶�　契約規則等の閲覧　�川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、入札

情報かわさきの「契約関係規

定」から閲覧できます。

９�　その他

詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1373号

入　　札　　公　　告

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

一般競争入札について次のとおり公告します。

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�令和５年度自動車騒音常時監視業務委

託及び

　　　　　　　　鉄道騒音振動測定調査業務委託

　⑵�　履行場所　�市内の監視対象となる幹線道路28評価

区間、主要鉄道路線６地点及び環境局

環境保全課

　⑶�　履行期間　契約日から令和６年３月25日まで

　⑷�　概　　要　本入札公告及び仕様書によります。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格者名簿の業

種「調査・測定」種目「計量証明」に登録されてい

ること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去３か年に、本市又は他官公庁において、面的

評価支援システム（環境省提供）を用いて、騒音規

制法第18条に基づく自動車騒音の常時監視に関する

業務実績があること。

　⑸�　騒音規制法第18条に基づく自動車騒音の状況の常

時監視業務に３年以上従事し、政令市またはそれに

準じる自治体の自動車騒音常時監視業務経験を有す

る者を主任技術者として選任することができること。

　⑹�　新幹線鉄道騒音測定・評価マニュアル及び在来鉄

道騒音測定マニュアル等に基づく新幹線騒音を含む

鉄道騒音振動の測定経験があり、政令市またはそれ

に準じる自治体の鉄道騒音振動測定調査業務経験を

有する者を主任技術者として選任すること。

３�　競争入札参加申込書及び仕様書の配布及び提出

一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　提出書類

下記の書類を全て提出してください。なお、本市

が必要と認めた場合、追加で書類提出を求めること

があります。なお、競争入札参加申込書及び仕様書

は、インターネットからダウンロードすることがで

きます。（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委

託の欄の「入札公表」の中にあります。URL:http://

www.city.kawasaki.jp/233300/）ダウンロードがで

きない場合には、３⑵の期間に、３⑶の場所で配布

します。

　　ア�　一般競争入札参加申込書

　　イ�　契約実績（契約内容）を確認できる契約書等の

写し

　⑵�　配布及び提出期間

令和５年11月10日㈮から令和５年11月16日㈭まで

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日、日曜日、祝日を除く）

　⑶�　配布及び提出場所

川崎市環境局環境対策部環境保全課

担当　伊藤、遠藤

郵便番号　210-8577

住　　所　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　川崎市役所第３庁舎17階

　　　　　※�11/13㈪以降は事務所移転のため、

川崎市川崎区宮本町１番地川崎市役

所本庁舎20階に変更となります。

電　　話　044-200-2525

Ｆ�Ａ�Ｘ　044-200-3921

電子メール　30hozen@city.kawasaki.jp

　⑷�　提出方法

持参に限ります。

４�　競争入札参加資格確認通知書の交付

競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、令和５・６年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに令

和５年11月22日㈬までに送付します。委任先メールア

ドレスを登録されていない者には、ＦＡＸで送付します。

なお、入札説明会は実施いたしません。

５�　仕様及び入札に関する問い合わせ

　⑴�　問い合わせ先

上記３⑶に同じ。

　⑵�　問い合わせ期間

令和５年11月22日㈬午前９時から令和５年11月27

日㈪午後５時まで

　⑶�　問い合わせ方法

競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、Word形式のまま、３⑶

に記載した電子メールアドレス又はＦＡＸ宛てにお

送りください。（質問書を送付した旨を、電話番号
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044-200-2525あてに電話連絡してください。）

　⑷�　回答方法

競争入札参加資格を有する者から質問があった場

合の回答は、令和５年11月29日㈬までに、競争入札

参加資格を有する全社に委任先メールアドレスあて

もしくはＦＡＸにて送付します。

６�　競争入札参加資格の喪失

競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札金額

入札は、「川崎市競争入札参加者心得」に基づい

て行うものとします。

入札書に記載する金額には、法令所定の消費税額

及び地方消費税額を含まないものとします。消費税

額及び地方消費税額は、契約の際に加算するものと

します。

　⑵�　入札（入札書の提出）及び開札の日時

令和５年12月４日㈪午前10時

　⑶�　入札及び開札の場所

川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市役所本庁舎20階会議室

　⑷�　入札書の提出方法

持参（持参以外は無効とします。）

　⑸�　入札保証金

免除とします。

　⑹�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格を

もって有効な入札を行った者のうち、最低の価格を

もって入札を行った者を落札者とします。

　⑺�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻�　再度入札

落札者がない場合は、直ちに再度入札を行います。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者心

得第７条の規定により無効とされた者、最低制限価

格を下回った者、再度入札に係る入札書を持参しな

かった者、及び開札に立ち会わない者は除きます。

８�　契約手続等

次により、契約を締結します。

　⑴�　契約保証金

免除とします。

　⑵�　前払金

否

　⑶�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑶の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき(http://www.city.kawasaki.jp/ 

233300/)」の「契約関係規定」で閲覧することがで

きます。

９�　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

入札場所に入場しようとするときは、競争入札参加

資格確認通知書の提示を求めますので、必ず持参して

ください。

入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代理

人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会

う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会いに関

する権限の委任を受けることとし、入札前にその旨を

示す委任状を提出するものとします。

10�　その他

　⑴�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市入札参加者心得等に定めるとこ

ろによります。

　⑶�　関連情報を入手するための窓口は３⑶に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第1374号

一般競争入札について次のとおり公告します。�

令和５年11月10日�

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　�

１�　競争入札に付する事項�

　⑴�　件　　名

国保だより等作成及び封入封緘業務委託�

　⑵�　履行場所

川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課等

　⑶�　履行期限

令和６年１月10日限り�

　⑷�　調達概要

印刷物等（台紙、同封物及び専用封筒）を作成し、

本市が提供する印字用データにより印字を行い、専

用封筒に封入封緘して納品する。

２�　競争参加資格�

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
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　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。�

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「その他業務」種目「封入・封緘業務」で登録

されている者

　⑷�　本市国民健康保険システム（ＮＥＣ製「ＣＯＫＡ

Ｓ－Ｘ」を使用）で取り扱う以下のフォントを正し

く印字できる環境を有していること。

　　ア�　川崎市明朝（川崎市独自フォント）

　　イ�　川崎市明朝用外字フォント（川崎市独自フォン

ト）

　　ウ�　川崎市拡張フォント（川崎市独自フォント）

　　エ�　川崎市拡張用外字フォント（川崎市独自フォン

ト）

　　　※�　上記アからエのフォントを表示するソフト

ウェア「ＦｏｎｔＡｖｅｎｕｅ外字コントロー

ル2000」（ＮＥＣ製）については、受託者が準

備する必要がある。

　　　※�　上記アからエのフォントファイル（拡張

子：．ＴＴＦ／．ＴＴＥ）については、本市か

ら配布することが可能。

３�　入札参加申込書の配布及び提出�

一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。�

　⑴�　配布・提出場所

〒210－8577

川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市役所本庁舎14階

川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課

担当　齋藤

電話　044－200－2642（直通）�

　⑵�　配布・提出期間

令和５年11月10日㈮から令和５年11月16日㈭まで�

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）�

　⑶�　提出書類

入札参加申込書

　⑷�　提出方法

持参とします。

　⑸�　その他

入札参加申込書等は、川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」において、本件の公表情報詳

細のページからダウンロードすることもできます。

４�　競争入札参加資格確認通知書の交付�

入札参加申込書を提出した者には、令和５・６年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の委任

先メールアドレスに、確認通知書を令和５年11月20日

㈪までに送付します。なお、当該委任先メールアドレ

スを登録していない者にはＦＡＸで送付します。

５�仕様書等に関する質問・回答�

　⑴�　質問

次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。�

また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア�　質問書の配布・提出場所�

　　　　３⑴と同じ�

　　イ�　質問書の配布・提出期間�

　　　　令和５年11月20日㈪から令和５年11月24日㈮まで

　　　　�（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除

く）�

　　　　午前８時30分～午後５時

　　ウ�　質問書の提出方法�

　　　�　「国保だより等作成及び封入封緘業務委託に係

る質問票」により、電子メール又はＦＡＸにて送

付してください。送付後、送付した旨を３⑴の担

当宛て電話連絡してください。

　　　　電子メール：40hoken@city.kawasaki.jp

　　　　ＦＡＸ番号：044－200－3930

　⑵�　回答

　　ア�　回答日�

　　　　令和５年11月27日㈪

　　イ�　回答方法�

　　　�　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書を、電子メールにより送信します。

６�　入札参加資格の喪失�

入札参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、入札参

加資格を喪失します。�

７�　入札手続等�

　⑴�　入札書の提出方法�

持参

　⑵�　入札書の提出日時・場所

提出日時：令和５年11月30日㈭午前10時00分�

提出場所：川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　川崎市役所本庁舎14階　1402会議室�

　⑶�　入札方法

　　ア�　入札は、単価に予定数量を乗じた金額の合計�

（総価）によって行います。ただし、契約は単価

によるものとします。

　　イ�　入札は、所定の入札書をもって行います。また、

入札書に当該入札に係る仕様書の各項目に対応す

る単価、数量、単価に数量を乗じた金額及び合計
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金額（総価）等を記載した積算内訳書（別紙）を

必ず添付してください。なお、入札書に記載する

金額には、法令所定の消費税額及び地方消費税額

は含まないものとします。

　　ウ�　入札書に書かれた合計金額（総価）が最も低い

者が落札者となり、契約する際の単価は、その者

が積算内訳書に記載した単価となります。

　　エ�　入札金額が著しく低価格の場合は、調査を行う

ことがあります。

　⑷�　入札保証金�

免除

　⑸�　開札の日時・場所�

７⑵に同じ�

　⑹�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低　価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とし、契約する際の

単価は、その者が単価契約一覧表に記載した単価と

なります。

ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑺�　入札の無効�

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻�　再入札の実施

落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者を除きます。

　⑼�　入札及び開札に立ち会う者に関する事項　

入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立

ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会

いに関する権限の委任を受けたことを示す委任状を

提出してください。また、一般競争入札参加資格確

認通知書を必ず持参してください。

８�　契約手続等�

　⑴�　契約保証金

免除

　⑵�　前払金

無

　⑶�　契約書作成の要否

要

　⑷�　契約条項等の閲覧�

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９�　その他

　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。�

　⑵�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷�　関連情報を入手するための照会窓口�３⑴に同じ

です。

　　　───────────────────

川崎市公告第1375号

入　　札　　公　　告（役務）

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　　�資源物とごみの分け方・出し方作製

等業務委託

　⑵�　履行期間　　�契約締結日から令和６年３月15日ま

で

　⑶�　履行場所　　�川崎市環境局生活環境部減量推進課

ほか３か所

　⑷�　業務内容

「資源物とごみの分け方・出し方」の作製等に関

する業務内容は、次のとおりとする。

「資源物とごみの分け方・出し方」の作製及び納

入に関する業務

２�　競争入札参加資格

入札に参加を希望するものは、次の条件を満たして

いなければならない。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「その他業務」種目「印刷物のデザイン」で登

録されている者。

　⑶�　過去５年間に、本委託業務と同等の契約実績を有

していること。

　⑷�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３�　競争入札参加申込書の配布及び提出

競争入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければならない。

　⑴�　配布・提出期間

令和５年11月10日から令和５年11月17日

（土・日及び休日を除く午前９時から午後５時ま

で（正午から午後１時までは除く。））

　⑵�　配布・提出場所及び問合せ先

〒210－8577
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川崎市川崎区東田町５－４

川崎市役所第３庁舎16階

�（移転後：川崎市川崎区宮本町１番地�川崎市役所

本庁舎20階）

川崎市環境局生活環境部減量推進課普及広報係

南

電　話　044－200－2580

ＦＡＸ　044－200－3923

メール　30genryo@city.kawasaki.jp

　⑶�　提出方法

持参

４�　業務仕様書類の閲覧

次により業務仕様書類を閲覧することができます。

　⑴�　閲覧期間　　上記３⑴に同じ

　⑵�　閲覧場所　　上記３⑵に同じ

５�　競争入札参加資格確認通知書の交付

競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。また、競争

入札参加資格があると認めた者には、入札説明書及び

仕様書を交付します。なお、川崎市業務委託有資格業

者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して

いる場合は、令和５年11月22日に電子メールで配信し

ます。電子メールアドレスを登録していない場合は、

次の期間に受け取りに来ること。

　⑴�　交付日時　　

令和５年11月22日

（午前10時から午後５時まで（正午から午後１時

までは除く。））

　⑵�　交付場所

上記３⑵に同じ

６�　競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７�　仕様・入札に関する問い合わせ先

　⑴�　問い合わせ期間

令和５年11月24日から令和５年11月30日

（午前10時から午後５時まで（正午から午後１時ま

では除く。））

　⑵�　問い合わせ場所

上記３⑵と同じ。

　⑶�　問い合わせ方法

入札説明書に添付の「質問書」に必要事項を記入

し、３⑵の場所に提出してください。

　⑷�　質問受け付け方法

持参、電子メールによる。

　⑸�　回答方法

令和５年12月５日までに競争入札参加資格確認通知

書の交付を受けた者へ文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）で送付します。なお、競争入札参加資格確認通知

書の交付を受けていない者からの質問に関しては回答

しません。

８�　入札手続等

　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとする。

　⑵�　入札の日時　令和５年12月７日　午後２時

　⑶�　入札の場所　川崎市役所本庁舎３階304会議室

　⑷�　入札保証金　免除

　⑸�　開札の日時　上記８⑵に同じ

　⑹�　開札の場所　上記８⑶に同じ

　⑺�　落札者の決定方法　

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、その

者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行う

場合があります。

　⑻�　入札の無効　

「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、これを無効とします。

９�　契約手続等

　⑴�　契約保証金　　　　　免除

　⑵�　前払金　　　　　　　否

　⑶�　契約書の作成　　　　要

　⑷�　契約条項等の閲覧　　�川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、

川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」の

「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。

10�　その他

　⑴�　当該契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は入札説明書によります。

　⑶�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑵に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第1376号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　　�令和６年度市民税・県民税（給報・
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年報）データ入力業務

　⑵�　履行場所　　�川崎市役所財政局税務部市民税管理

課

　⑶�　履行期間　　�令和５年12月１日から令和６年３月

29日まで

　⑷�　業務概要　　�市民税・県民税（給報・年報）に係

る課税資料のデータ入力

　　　　　　　　　詳細は入札説明書によります。

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種22「電算関連業務」、種目02「データ入力」に

登載されていること。

　⑷�　作業場所を川崎市役所本庁舎（川崎市川崎区宮本

町１番地）から半径50ｋｍ以内に有すること。

　⑸�　本市又は他の政令市、もしくは、人口50万人以上

の市において市民税・県民税データ入力業務の契約

実績または同等の契約の実績があること。

　⑹�　「プライバシーマーク」の使用許諾事業者として

認定されていること。

　⑺�　過去５年以内に、本市税務部が発注した委託業務

において契約に違反していないこと。

３�　競争入札参加申込書の配布及び提出

この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布及び提出場所

〒210－0006

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

川崎御幸ビル５階

財政局税務部税制課　担当：松坂・秋葉

電　話：044－200－2190(直通)

ＦＡＸ：044－200－3906

E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布及び提出期間

令和５年11月10日㈮から令和５年11月15日㈬まで

(土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで)

　⑶�　提出物

　　ア�　競争入札参加申込書

　　イ�　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書等

の写し

　　ウ�　プライバシーマーク登録証の写し

　　　�　上記ア以外の書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。

　⑷�　提出方法

持参してください。

　⑸�　その他

提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４�　競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説明会

上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に

は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、自動

的に電子メールで配信します。

　⑴�　交付場所�

上記３⑴に同じ。

　⑵�　通知書交付日

令和５年11月17日㈮�

　⑶�　入札説明書の交付

入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、川崎市のホームページから

ダウンロードできます。（「入札情報かわさき」－「入

札情報」の「委託」－「入札公表・財政局」）

なお、インターネットホームページから入手でき

ない場合には、申し出により無償で入札説明書を交

付します。

ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、競争入札参加資格確認通知書と一括して自動的

に電子メールで配信します。

　⑷�　入札説明会

実施しません。

５�　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

〒210－8577

川崎市川崎区宮本町１番地

財政局税務部市民税管理課　　担当：井伊

電　話：044－200－2229(直通)

ＦＡＸ：044－200－3907

E-mail：23simka@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月17日㈮から令和５年11月22日㈬午後

５時まで

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

競争入札参加資格があると認めた者からの質問に
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対する回答は、令和５年11月24日㈮午後５時まで

に、競争入札参加資格があると認めた者全社宛てに

ＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

なお、電話等による問合せには一切応じません。

６�　競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

入札金額は諸経費を考慮した上で「給与支払報告

書（総括表）」・「給与支払報告書」・「年金支払報告

書」のそれぞれの単価の合計額（消費税及び地方消

費税を含まない）で行います。なお、契約単価金額

については、本市の設計単価に落札比率を乗じて得

た金額とします。

　⑵�　入札書の提出日時及び場所

　　ア�　提出日時

　　　　令和５年11月30日㈭　午後２時　　

　　イ�　提出場所

　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　本庁舎11階財政局会議室１

　⑶�　入札保証金

免除とします。

　⑷�　開札の日時

上記⑵アに同じ。

　⑸�　開札の場所

上記⑵イに同じ。

　⑹�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合

は、免除します。

　⑵�　前払金　否

　⑶�　契約書の作成　要

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報」の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

９�　その他

　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵�　詳細は入札説明書によります。

　⑶�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。特定業務委託契約においては、川崎

市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます（労

働者の作業報酬額等を記載した台帳の作成・写しの

提出等について定めています。）。詳しくは、川崎市

財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報か

わさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、

「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引

き」を御覧ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第1377号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　　�令和６年度市民税・県民税（国税連

携）データ入力業務

　⑵�　履行場所　　�川崎市役所財政局税務部市民税管理

課

　⑶�　履行期間　　�令和５年12月１日から令和６年４月

30日まで

　⑷�　業務概要　　�市民税・県民税（国税連携）に係る

課税資料のデータ入力

　　　　　　　　　詳細は入札説明書によります。

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種22「電算関連業務」、種目02「データ入力」に

登載されていること。
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　⑷�　作業場所を川崎市役所本庁舎（川崎市川崎区宮本

町１番地）から半径50ｋｍ以内に有すること。

　⑸�　本市又は他の政令市、もしくは、人口50万人以上

の市において市民税・県民税データ入力業務の契約

実績または同等の契約の実績があること。

　⑹�　「プライバシーマーク」の使用許諾事業者として

認定されていること。

　⑺�　過去５年以内に、本市税務部が発注した委託業務

において契約に違反していないこと。

３�　競争入札参加申込書の配布及び提出

この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布及び提出場所

〒210－0006

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

川崎御幸ビル５階

財政局税務部税制課　　担当：松坂・秋葉

電　話：044－200－2190(直通)

ＦＡＸ：044－200－3906

E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布及び提出期間

令和５年11月10日㈮から令和５年11月15日㈬まで

(土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで)

　⑶�　提出物

　　ア�　競争入札参加申込書

　　イ�　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書等

の写し

　　ウ�　プライバシーマーク登録証の写し

　　　�　上記ア以外の書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。

　⑷�　提出方法

持参してください。

　⑸�　その他

提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４�　競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説明会

上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に

は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、自動

的に電子メールで配信します。

　⑴�　交付場所

上記３⑴に同じ。

　⑵�　通知書交付日

令和５年11月17日㈮�

　⑶�　入札説明書の交付

入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、川崎市のホームページから

ダウンロードできます。（「入札情報かわさき」－「入

札情報」の「委託」－「入札公表・財政局」）

なお、インターネットホームページから入手でき

ない場合には、申し出により無償で入札説明書を交

付します。

ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、競争入札参加資格確認通知書と一括して自動的

に電子メールで配信します。

　⑷�　入札説明会

実施しません。

５�　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

〒210－8577

川崎市川崎区宮本町１番地

財政局税務部市民税管理課　　担当：井伊

電　話：044－200－2229(直通)

ＦＡＸ：044－200－3907

E-mail：23simka@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月17日㈮から令和５年11月22日㈬午後

５時まで

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、令和５年11月24日㈮午後５時まで

に、競争入札参加資格があると認めた者全社宛てに

ＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

なお、電話等による問合せには一切応じません。

６�　競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

入札金額は諸経費を考慮した上で「確定申告書」

の単価（消費税及び地方消費税を含まない）で行い

ます。なお、契約単価金額については、本市の設計

単価に落札比率を乗じて得た金額とします。

　⑵�　入札書の提出日時及び場所
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　　ア�　提出日時

　　　　令和５年11月30日㈭　午後３時　　

　　イ�　提出場所

　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　本庁舎11階財政局会議室１

　⑶�　入札保証金

免除とします。

　⑷�　開札の日時

上記⑵アに同じ。

　⑸�　開札の場所

上記⑵イに同じ。

　⑹�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合

は、免除します。

　⑵�　前払金　否

　⑶�　契約書の作成　要

　⑷�　費用内訳明細表

落札者は契約締結までに、本委託にかかる落札額

の内訳を提示すること(様式自由)。

　⑸�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

９�　その他

　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵�　詳細は入札説明書によります。

　⑶�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。特定業務委託契約においては、川崎

市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます（労

働者の作業報酬額等を記載した台帳の作成・写しの

提出等について定めています。）。詳しくは、川崎市

財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報か

わさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、

「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引

き」を御覧ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第1378号

入　　札　　公　　告（役務）

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　ごみ集積所表示ボード作製等業務委託

　⑵�　履行場所　環境局生活環境部減量推進課ほか

　⑶�　履行期間　契約締結日から令和６年３月15日まで

　⑷�　業務内容

「ごみ集積所表示ボード」の作製等に関する業務

内容は、次のとおりとする。

「ごみ集積所表示ボード」の作製及び納入に関す

る業務

２�　競争入札参加資格

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければならない。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「その他業務」種目「その他」で登録されてい

る者。

　⑶�　過去５年間に、本委託業務と同等の契約実績を有

していること。

　⑷�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者。

３�　競争入札参加申込書の配布及び提出

競争入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければならない。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先

〒210－8577

川崎市川崎区東田町５－４

川崎市役所第３庁舎16階

�（移転後：川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役

所本庁舎20階）

川崎市環境局生活環境部減量推進課普及広報係

西村

電　話　044－200－2580

ＦＡＸ　044－200－3923

メール　30genryo@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間　

令和５年11月10日から令和５年11月17日
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（土・日及び休日を除く毎日９時から17時まで

（12時から13時までは除く。））

　⑶�　提出方法

持参

４�　業務仕様書類の閲覧

次により業務仕様書類を閲覧することができます。

　⑴�　閲覧場所　　上記３⑴に同じ

　⑵�　閲覧期間　　上記３⑵に同じ

５�　競争入札参加資格確認通知書の交付

競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。また、競争

入札参加資格があると認めた者には、入札説明書及び

仕様書を交付します。なお、川崎市業務委託有資格業

者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録して

いる場合は、令和５年11月22日に電子メールで配信し

ます。電子メールアドレスを登録していない場合は、

次の期間に受け取りに来ること。

　⑴�　交付場所　　上記３⑴に同じ

　⑵�　交付日時　　令和５年11月22日

　　　　　　　　　�10時から17時まで（12時から13時ま

では除く。）

６�　競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７�　仕様・入札に関する問い合わせ先

　⑴�　問い合わせ場所

上記３⑴と同じ。

　⑵�　問い合わせ期間

令和５年11月22日から令和５年11月30日

（10時から17時まで（12時から13時までは除く。））

　⑶�　問い合わせ方法

入札説明書に添付の「質問書」に必要事項を記入

し、３⑴の場所に提出してください。

　⑷�　質問受け付け方法

持参、電子メールによる。　

アドレス　30genryo@city.kawasaki.jp

　⑸�　回答方法

令和５年12月４日までに競争入札参加資格確認通

知書の交付を受けた者へ文書（電子メールまたはＦ

ＡＸ）で送付します。なお、競争入札参加資格確認

通知書の交付を受けていない者からの質問に関して

は回答しません。

８�　入札手続等

　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとする。

　⑵�　入札の日時　令和５年12月７日　10時00分

　⑶�　入札の場所　川崎市役所本庁舎20階環境局会議室

　⑷�　入札保証金　免除

　⑸�　開札の日時　上記８⑵に同じ

　⑹�　開札の場所　上記８⑶に同じ

　⑺�　落札者の決定方法　

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、その

者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行う

場合があります。

　⑻�　入札の無効　

「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、これを無効とします。

９�　契約手続等

　⑴�　契約保証金　　　　　免除

　⑵�　前払金　　　　　　　否

　⑶�　契約書の作成　　　　要

　⑷�　契約条項等の閲覧　　�川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、

川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」の

「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。

10�　その他

　⑴�　当該契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は入札説明書によります。

　⑶�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第1379号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。�

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　�

１�　競争入札に付する事項�

　⑴�　業務件名

川崎市計量検査所　

産業廃棄物収集運搬・処分業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市計量検査所（川崎市川崎区藤崎３丁目１番

10号）

　⑶�　履行期間

令和６年２月６日から令和６年３月19日まで

　⑷�　業務概要

「川崎市計量検査所�産業廃棄物収集運搬・処分
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業務委託仕様書」による

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「廃棄物関連業務」種目「産業廃棄物処分」で

登録されている者。

　⑷�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」（又は準市内）で登録されている者。

　⑸�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項各号による中小企業者であるこ

と。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先�

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申し込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所・問合せ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

計量検査所

〒210－0804　川崎市川崎区藤崎３丁目１番10号

電　話　044－222－1828

ＦＡＸ　044－222－1865

E-mail　28keiryo@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間�

令和５年11月10日㈮から令和５年11月17日㈮まで

（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。

　⑶�　書類及び様式の配布

入札説明書（競争入札参加申込書の様式も含まれ

ます。）及び仕様書は、３⑴の場所において令和５

年11月10日㈮から令和５年11月17日㈮まで縦覧に供

するとともに、希望者には印刷物を配布します。ま

た、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

において、本件の公表情報詳細ページからダウン

ロードできます。なお、入札説明会は実施しません。

　⑷�　提出方法

「競争入札参加申込書」は、封筒に入札件名を記

載の上、持参又は簡易書留等記録が残る方法により

郵送〔必着〕してください。

提出先　３⑴配布・提出場所・問合せ先に同じ。

４�　競争入札参加資格確認通知書の交付�

競争入札参加申込書を提出した者に対し、２の競争

入札参加資格について審査し、入札参加申込書に記載

の電子メールアドレス又はＦＡＸ宛てに、令和５年11

月22日㈬までに入札参加確認通知書を交付します。

５�　仕様書等に関する質問・回答

　⑴�　質問書の送付先

３⑴配布・提出場所・問合せ先に同じ。

　⑵�　質問書受付期間�

令和５年11月22日㈬午前９時から11月27日㈪午後

５時まで。

　⑶�　質問書の様式

入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷�　質問書受付方法

入札説明書に添付の「質問書」を使用し、３⑴の

電子メールアドレス又はＦＡＸ番号宛て送付し、「質

問書」を送付した旨を３⑴の担当宛て電話連絡して

ください。持参する場合の提出先は、３⑴配布・提

出場所・問合せ先と同じです。

　⑸�　回答方法

質問に対する回答については、令和５年11月29日

㈬までに、競争入札参加資格確認通知書の交付を受

けた者へ電子メール又はＦＡＸにて回答書を送付し

ます。なお、この入札の参加資格を満たしていない

者からの質問に関しては回答しません。

６�　競争入札参加資格の喪失�

次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記「２�競争入札参加資格」の各号の

いずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき及び提出をしなかったとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札方法

　　ア�　入札は、総価で行います。入札者は見積もった

契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に

記載してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　入札日時

　　　　令和５年12月８日㈮�午前11時00分

　　イ�　入札場所

　　　�　川崎市計量検査所２階会議室（川崎市川崎区藤

崎３丁目１番10号）

　⑶�　入札書の提出方法
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持参とします。

　⑷�　入札保証金

免除

　⑸�　落札者の決定方法�

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効�

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８�　開札に立会う者に関する事項�

開札に立会う者は入札者又はその代理人とします。

ただし、代理人が立会う場合は、入札に関する権限及

び開札の立会いに関する権限の委任をした書類（入札

説明書に添付の「委任状」もしくは任意の様式も可と

します。）を事前に提出しなければなりません。開札

においては、一般競争入札参加資格確認通知書を必ず

持参してください。

９�　再度入札の実施

落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくださ

い。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得第

７条の規定により無効とされた者及び開札に立会わな

い者は除きます。

10�　契約手続等

　⑴�　契約保証金

免除

　⑵�　前払金

無

　⑶�　契約書作成の要否�

要

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）の「契約関係規定」から閲覧すること

ができます。

11�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　その他、問合せ窓口は、「３⑴配布・提出場所・

問合せ先」と同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第1380号

一般競争入札について、次のとおり公表します。

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　　�川崎市立高津高等学校体育館再生整

備事業に伴う調査業務委託

　⑵�　履行場所　　川崎市高津区久本３－11－１

　⑶�　履行期限　　令和６年３月19日

　⑷�　委託概要　　仕様書のとおり

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「建築設計」種目「意匠設計」で登録されてい

ること。

　⑷�　本市と平成25年度以降に、学校施設の校舎に係る

基本構想・基礎調査・基本計画いずれかの契約実績

があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

または、本市を含む官公庁と平成30年度以降に、

校舎内部改修若しくは増改築等において、延床面積

5,000㎡以上を対象とした設計・工事監理いずれか

の契約実績があり、かつ誠実に履行した実績を有す

ること。

　⑸�　建築士法（昭和25年法律第202号）に定める一級

建築士（一級建築士としての実務経験５年以上の者

に限る）が複数人所属していること。

３�　入札参加申込書の配布及び提出

一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命川崎ビル５階�

教育委員会事務局教育環境整備推進室　

再生整備第２担当

電　話　　044－200－3319

ＦＡＸ　　044－200－3679

E-mail　　88seibi@city.kawasaki.jp

※�一般競争入札参加申込書は、３⑴の場所で配付

しています。また、川崎市ウェブサイト「入札

情報」の「入札情報かわさき」からダウンロー

ドすることができます。

　⑵�　配布・提出期間

令和５年11月10日㈮～令和５年11月17日㈮

９：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00（土日祝日を

除く）



川 崎 市 公 報

－5512－

（第1,879号）令和5年(2023年)11月27日

　⑶�　提出書類

　　ア�　一般競争入札参加申込書（要押印）

　　イ�　２⑷に示した資格を証明する書類（契約書の写

し等）

※�２⑸に示した資格を証明する書類（資格証の写

し及び実務経歴書）を３⑴で提示してくださ

い。提出の必要はありません。

※�提出書類は必ず必要な資格が確認できるものを

提出してください。

※�提出書類に関し説明を求められたときは、これ

に応じなければなりません。

※�提出書類に不備がある場合、無効となることが

ありますので御注意ください。

　⑷�　提出方法

持参

４�　仕様書の閲覧

３⑴の場所で３⑵の期間閲覧できます。

５�　仕様書の配布

本件の仕様書は、川崎市ウェブサイト「入札情報」

の「入札情報かわさき」からＰＤＦファイルをダウン

ロードしてください。ダウンロードできない場合は、

３⑴の場所で３⑵の期間配布します。

６�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

　⑴�　交付方法

令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

登録されている委任先メールアドレス宛に送付

（当該委任先メールアドレスを登録していない者

にはＦＡＸにより送付）

　⑵�　日時

令和５年11月21日㈫までに交付

７�　質問書の受付・回答

　⑴�　問合せ先

３⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

質問書により３⑴宛に電子メールまたはＦＡＸ送

付後、所管課まで電話連絡してください。

※�郵送による提出は認めません。なお、質問書は、

３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさ

き」からダウンロードすることができます。

　⑶�　問合せ受付期間

令和５年11月21日㈫～令和５年11月24日㈮�

９：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00

　⑷�　問合せ回答方法

質問に対する回答は、令和５年11月28日㈫まで

に、全参加者宛てに電子メールまたはＦＡＸにより

送付します。

８�　入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなく

なったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

９�　入札手続等

　⑴�　入札方法　　　　　　持参による紙入札

　⑵�　入札・開札の日時　　令和５年11月29日㈬

　　　　　　　　　　　　　午後２時

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区宮本町３番地

３　第４庁舎２階ホール

　⑷�　入札保証金　　　　　免除

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場

合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定及び参加資格の審査等

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって有効な入札を行った者を落札者としま

す。

10�　契約手続等

　⑴�　契約書の作成　　要

　⑵�　契約保証金　　　契約金額の10％

ただし、川崎市金銭会計規則第８条に定める有価

証券の提供、または金融機関若しくは保証事業会社

の保証をもって契約保証金の納付に変えることがで

きます。また、川崎市契約規則第33条各号に該当す

る場合は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶�　前払金　　　　　否

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札

情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること

ができます。

11�　その他

　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　事情により入札を延期、または取りやめる場合が

あります。

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。
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　⑷�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報かわさき」の「契約

関係規定」で閲覧することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1381号

一般競争入札について次のとおり公告します。�

令和５年11月10日�

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項�

　⑴�　件　　名　中原区内河川樹木伐採業務委託�

　⑵�　履行場所　�川崎市中原区役所道路公園センター管

内

　⑶�　履行期限　令和６年３月29日限り。

　⑷�　業務概要　仕様書による。

２�　競争入札参加資格�

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。�

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。�

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「樹木管理」種目「除草、せんてい等樹木管理」

で登録されている者。�

　⑷�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されている者。

　⑸�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項各号による中小企業者であるこ

と。

３�　入札参加申込書の配付及び提出�

一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配付・提出場所

〒211－0041　

川崎市中原区下小田中２丁目９番１号

川崎市中原区役所道路公園センター

電　話：044－788－2311

ＦＡＸ：044－788－1106

E-Mail：65doukan@city.kawasaki.jp

※�業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　⑵�　配付・提出期間�

令和５年11月10日㈮から令和５年11月16日㈭（た

だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）�

午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く）�

　⑶�　提出書類�

入札参加申込書�

　⑷�　提出方法

持参

４�　競争入札参加資格確認通知書の交付場所

入札参加申込書を提出した者のうち参加資格がある

と認められた者には、令和５・６年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に登録された電子メールアドレスに、

確認通知書を令和５年11月21日㈫までに送付します。�

５�　仕様に関する問合せ

　⑴�　質問受付方法

電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

E-Mail：65doukan@city.kawasaki.jp

ＦＡＸ：044－788－1106

　⑵�　質問受付期間�

令和５年11月21日㈫午前９時から令和５年11月27

日㈪午後５時までとします。

　⑶�　質問書の様式

入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷�　回答方法

令和５年11月29日㈬午後５時までに、競争入札参

加資格確認通知書の交付者へ電子メールにて回答書

を送付します。

なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答いたしません。

６�　入札参加資格の喪失�

入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴�　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽

の記載をしたとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札書の記載における注意事項

　　ア�　入札参加者は、川崎市契約規則で定める入札書

に必要な事項を記載し、記名押印（押印はあらか

じめ使用印鑑として本市に届け出た印鑑による。）

入札件名及び商号又は名称を記載した封筒に封入

して、所定の日時及び場所へ提出してください。

　　イ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

金額）をもって落札価格とするので、入札参加者
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は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約希望金額から

消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金

額を入札書に記載するものとします。

　⑵�　入札方法�

持参による入札

　⑶�　入札の日時・場所�

　　ア�　日時　令和５年12月５日㈫午前10時40分�

　　イ�　場所　�中原区役所５階505会議室（中原区小杉

町３－245）

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　開札の日時・場所

７⑶に同じ�

　⑹�　落札者の決定方法�

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った入札者を落札者とします。�

　⑺�　入札の無効�

入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８�　契約手続等�

　⑴�　契約保証金�

免除

　⑵�　前払金

無

　⑶�　契約書作成の要否

要

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９�　その他�

　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶�　詳細は、入札説明書によります。

　⑷�　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第1382号

一般競争入札について次のとおり公告します。�

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項�

　⑴�　件　　名　�中原区内ペデストリアンデッキ定期点

検業務委託

　⑵�　履行場所　�川崎市中原区上小田中６丁目21番地先

ほか１箇所

　⑶�　履行期限　令和６年３月31日限り。

　⑷�　業務概要　仕様書による。

２�　競争入札参加資格�

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。�

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。�

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「建設コンサルタント」種目「鋼構造及びコン

クリート」で登録されている者。

　⑷�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」若しくは「準市内」で登録されて

いる者。

　⑸�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項各号による中小企業者であるこ

と。

　⑹�　現場代理人（管理技術者）は、技術士（技術部門

を建設部門、選択科目を鋼構造及びコンクリートと

する者）の有資格者であること。建築構造物に対す

る調査員は、一級建築士の有資格者であること。

なお、現場代理人（管理技術者）と建築構造物に

対する調査員は兼務を可とする。

３�　入札参加申込書の配付及び提出�

一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。�

　⑴�　配付・提出場所�

〒211－0041　

川崎市中原区下小田中２丁目９番１号

川崎市中原区役所道路公園センター

電　話：044－788－2311

ＦＡＸ：044－788－1106

E-Mail：65doukan@city.kawasaki.jp

※�業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　⑵�　配付・提出期間�

令和５年11月10日㈮から令和５年11月16日㈭（た

だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）�

午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く）�

　⑶�　提出書類
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　　ア�　入札参加申込書

　　イ�　上記２⑹の資格者証等の写しと、在籍が確認で

きる書類（健康保険証等）の写し

　⑷�　提出方法�

持参

４�　競争入札参加資格確認通知書の交付場所

入札参加申込書を提出した者のうち参加資格がある

と認められた者には、令和５・６年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に登録された電子メールアドレスに、

確認通知書を令和５年11月21日㈫までに送付します。�

５�　仕様に関する問合せ

　⑴�　質問受付方法

電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

E-Mail：65doukan@city.kawasaki.jp

ＦＡＸ：044－788－1106

　⑵�　質問受付期間�

令和５年11月21日㈫午前９時から令和５年11月27

日㈪午後５時までとします。

　⑶�　質問書の様式

入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。�

　⑷�　回答方法

令和５年11月29日㈬午後５時までに、競争入札参

加資格確認通知書の交付者へ電子メールにて回答書

を送付します。

なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答いたしません。

６�　入札参加資格の喪失�

入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴�　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽

の記載をしたとき。

７�　入札手続等�

　⑴�　入札書の記載における注意事項

　　ア�　入札参加者は、川崎市契約規則で定める入札書

に必要な事項を記載し、記名押印（押印はあらか

じめ使用印鑑として本市に届け出た印鑑による。）

の上、入札件名及び商号又は名称を記載した封筒

に封入して、所定の日時及び場所へ提出してくだ

さい。

　　イ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

金額）をもって落札価格とするので、入札参加者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約希望金額から

消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金

額を入札書に記載するものとします。

　⑵�　入札方法�

持参による入札

　⑶�　入札の日時・場所�

　　ア�　日時　令和５年12月５日㈫午前10時00分�

　　イ�　場所　�中原区役所５階505会議室（中原区小杉

町３－245）

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　開札の日時・場所

７⑶に同じ�

　⑹�　落札者の決定方法�

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った入札者を落札者とします。

　⑺�　入札の無効�

入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。�

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金�

要（10％）

　⑵�　前払金

無

　⑶�　契約書作成の要否

要

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９�　その他

　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶�　詳細は、入札説明書によります。

　⑷�　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第1383号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

市民防災農地看板作製・設置業務委託

　⑵�　履行場所

市内防災農地のうち、21箇所

　⑶�　履行期間

契約日から令和６年３月31日まで

　⑷�　業務概要

川崎市市民防災農地登録実施要綱第５条に基づ

き、市民防災農地に登録された農地に関する標識板

作製及び設置を行う。

２�　一般競争入札参加資格

この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度業務委託有資格業者名簿に業種

「その他」（種目「その他」）に登載されていること。

　⑷�　過去２年間で２件以上、国または地方公共団体に

おいて、標識、看板の作製を含む類似の契約を締結

し、これらをすべて誠実に履行していること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を持

参により提出してください。

　⑴�　配布・提出場所及び問い合わせ先

〒210-8577

川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市役所本庁舎６階

危機管理本部危機管理部　計画担当

電話�044-200-3134（直通）、

ＦＡＸ�044-200-3972、

E-mail�60kikika@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

令和５年11月10日㈮から11月16日㈭までの午前８

時30分から午後５時までとします。ただし、土曜日、

日曜日及び平日の正午から午後１時までを除きま

す。

４�　入札説明会及び入札説明書

　⑴�　入札説明会

実施しません。

　⑵�　入札説明書の交付

業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３

⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所におい

て、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供する

とともに、希望者には印刷物を配布します。また、

川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

(https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html)

において、本件の公表情報詳細のページからダウン

ロードできます。

５�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴�　日時

令和５年11月20日㈪　午後５時まで

ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵�　場所

「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同

じ。

６�　仕様に関する問い合わせ

　⑴�　問い合わせ先

「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同

じ。

　⑵�　質問受付期間

令和５年11月10日㈮から11月21日㈫までの午前８

時30分から午後５時までとします。ただし、土曜日

及び日曜日並びに平日の正午から午後１時までを除

きます。

　⑶�　質問書の様式

入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷�　質問受付方法

持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の

問い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア�　電子メール　60kikika@city.kawasaki.jp

　　イ�　ＦＡＸ　　　044-200-3972

　　ウ�　郵送　　　　�「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」に同じ。ただし、「６⑵

質問受付期間」の期間内に必着の

こと。

　⑸�　回答方法

令和５年11月27日㈪午後５時までに、一般競争入

札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メー

ル又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、この

入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関

しては回答しません。
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７�　競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

　　ア�　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　入札日時　令和５年12月４日㈪　午前10時00分

　　イ�　入札場所　�川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市

役所本庁舎６階　事務局室

　⑶�　入札書の提出方法

持参とします。

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９�　契約の手続き等

　⑴�　契約保証金は､免除とします｡

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑶�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」(https://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html)に お い

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1384号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項�

　⑴�　件　　名　多摩区内道路維持（除草その２）委託

　⑵�　履行場所　�川崎市多摩区役所道路公園センター管

内

　⑶�　履行期限　契約締結日から令和６年３月29日まで

　⑷�　業務概要　�本委託は、川崎市多摩区役所道路公園

センター管内の道路除草を行うこと

で、交通の円滑化及び沿線の生活環境

の向上を図るものです。

除草Ａ Ａ＝1700㎡ 除草Ｂ Ａ＝2,500㎡ 除草Ｃ Ａ＝2,500㎡

２�　競争入札参加資格�

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。�

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。�

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。�

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」、企業規模「中小」で登録されて

いる者。

　⑷�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「樹木管理」、種目「除草，せんてい等樹木管理」

で登録されている者。�

　⑸�　川崎市多摩区、宮前区、高津区または麻生区内に

本社を有していること。

※�本委託は、道路表示などの安全施設の視認性を

害する植栽及び枝葉の除去等緊急性を求められ

る業務であることから、発注者である多摩区役

所道路公園センターと同区または隣接区に本社

を有することを参加資格とします。

３�　入札参加申込書の配付及び提出

一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。
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　⑴�　配付・提出場所

〒214－0008　川崎市多摩区菅北浦４－11－20�

多摩区役所道路公園センター�

電　話：044－946－0044

（ＦＡＸ：044－946－0105）

E-Mail：71doukan@city.kawasaki.jp

※�業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　⑵�　配付・提出期間�

令和５年11月10日㈮から令和５年11月16日㈭（た

だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）�

午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く）�

　⑶�　提出書類�

入札参加申込書�

　⑷�　提出方法�

持参

４�　競争入札参加資格確認通知書の交付

　⑴�　交付場所

入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和５・６年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録されている電子メールア

ドレスに、確認通知書を令和５年11月20日㈪に送付

します。なお、電子メールアドレスを登録していな

い場合は、ＦＡＸで送付します。または、直接受取

に来るようお願いします。�

５�　仕様に関する問合せ

　⑴�　質問受付方法

電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管部署まで電話連絡

をお願いします。）

E-Mail：71doukan@city.kawasaki.jp

（ＦＡＸ：044－946－0105）

　⑵�　質問受付期間�

令和５年11月20日㈪午前９時から令和５年11月27

日㈪午後５時までとします。（ただし、土曜日、日

曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶�　質問書の様式

入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。�

　⑷�　回答方法

令和５年11月29日㈬午後５時までに、競争入札参

加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦＡＸ

にて回答書を送付します。または、直接受取に来る

ようお願いします。

なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答いたしません。

６�　入札参加資格の喪失�

入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴�　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽

の記載をしたとき。

７�　入札手続等�

　⑴�　入札方法�

持参による入札

　⑵�　入札の日時・場所�

　　ア�　日時　令和５年12月５日㈫午前９時30分�

　　イ�　場所　多摩区菅北浦４－11－20

　　　　　　　多摩区役所道路公園センター１階会議室

　⑶�　入札保証金

免除とします。

　⑷�　開札の日時・場所

７⑵に同じ�

　⑸�　落札者の決定方法�

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹�　入札の無効�

入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。�

８�　契約手続等�

　⑴�　契約保証金の要否

無

　⑵�　前払金

無

　⑶�　契約書作成の要否

要

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９�　その他

　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶�　詳細は、入札説明書によります。

　⑷�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。
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　　　───────────────────

川崎市公告第1385号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�戸手ポンプ場内市民利用通路予備設計

委託

　⑵�　履行場所　川崎市幸区戸手４丁目４番地

　⑶�　履行期限　契約日から令和６年３月31日まで

　⑷�　業務概要　�本業務は、交通安全施設等整備事業の

一環として、戸手ポンプ場及び戸手４

丁目ぽかぽか公園の施設内において、

安全な歩行空間を確保した市民利用通

路の設置のための予備設計を行うもの

です。

　　　　　　　　・市民利用通路予備設計

　　　　　　　　　N= １式（設計延長�L=48.3m）

２�　一般競争入札参加資格

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「建設コンサルタント」種目「道路」で登録さ

れている者

　⑷�　配置技術者には次の有資格者をそれぞれ配置する

こと。

・管理技術者……�技術士（建設部門－道路）又は

ＲＣＣＭ（道路）の有資格者

・照査技術者……�技術士（建設部門－道路）又は

ＲＣＣＭ（道路）の有資格者

なお、配置する管理技術者と照査技術者について

は、兼務できないものとする。

３�　入札参加申込書の配布及び提出

　⑴�　配布・提出場所

〒212－0053　川崎市幸区下平間357－３

川崎市幸区役所道路公園センター

電　話：044－544－5500

ＦＡＸ：044－556－1650

E-Mail：63doukan@city.kawasaki.jp

※�業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　⑵�　配布・提出期間

令和５年11月10日㈮から令和５年11月17日㈮まで

（ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日を除く）

午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時を

除く）

　⑶�　提出書類

入札参加申込書

上記２⑷が証明できる資料

　⑷�　提出方法

持参

４�　入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付　

　⑴�　交付方法

入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和５・６年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス

に、確認通知書及び仕様書等を令和５年11月21日㈫

までに電子メールで送付します。

なお、電子メールアドレスを登録していない者へ

はＦＡＸで送付します。または、入札参加者が直接

受取りに来るようお願いいたします。

５�　仕様書に関する問い合わせ

次により仕様書等の内容に関し、質問することがで

きます。

なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。

また、入札参加者以外の質問には回答しません。

　⑴�　質問受付方法

電子メール、ＦＡＸによります。

なお、電子メール及びＦＡＸを送信した際は、そ

の旨を３⑴の所管課まで電話連絡してください。

電子メール　63doukan@city.kawasaki.jp

ＦＡＸ　044－556－1650

　⑵�　質問受付期間

令和５年11月21日㈫から令和５年11月28日㈫まで

（ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日を除く）

午前９時から午後５時まで（ただし、正午～午後

１時を除く）

　⑶�　質問書の様式

入札説明書に添付している「質問書」の様式によ

り提出してください。

　⑷�　質問の回答

　　ア�　回答日

　　　　令和５年11月30日㈭

　　イ�　回答方法

　　　�　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、

競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者

へ、全ての質問及び回答を一覧表にした質問回答

書を送付します。

　　　�　なお、令和５・６年度川崎市業務委託有資格業

者名簿に登録した電子メールアドレスへ電子メー
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ルで送付します。電子メールアドレスを登録して

いない者へはＦＡＸで送付します。

　　　�　回答後の再質問は受付しません。

６�　入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、この入札参

加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　入札参加申込書について虚偽の記載をしたとき。

７�　入札手続等

次により執行します。

　⑴�　入札方法

持参による入札

　⑵�　入札の日時・場所

　　ア�　日時　令和５年12月６日㈬午前10時30分

　　イ�　場所　川崎市幸区役所４階

　　　　　　　�第３会議室（川崎市幸区戸手本町１－11

－１）

　⑶�　入札保証金

免除とします。

　⑷�　開札の日時・場所

７⑵に同じ

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８�　契約手続等

契約保証金

　⑴�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券（振替債を除く）の

提供、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に代えることができます。

また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵�　前払金　有

　⑶�　契約書作成の要否　要

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」の

「契約関係規定」で閲覧することができます。

９�　その他

　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶�　詳細は入札説明書によります。

　⑷�　関連情報を入手するための窓口は上記３⑴に同じ

です。

　　　───────────────────

川崎市公告第1386号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５年度川崎市マイナンバー情報登録・閲覧支

援業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市川崎区宮本町１番地�ほか

　⑶�　履行期間

令和６年１月４日㈭から令和６年３月29日㈮まで

　⑷�　委託概要

各区役所等において必要な端末及び支援要員等を

配置した「マイナンバー情報登録・閲覧支援コー

ナー」を設置することにより、マイナポータルを閲

覧できる環境を持たない方や自身でマイナンバー

カードの健康保険証利用申込み等ができない方を支

援するとともに、マイナンバー制度に対する信頼性

の確保に向けたマイナンバーに関する情報提供を行

うことを目的とします。詳細は、３⑴の場所で提供

する「委託仕様書」によります。

２�　一般競争入札参加資格

この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書提出期限日にお

いて、令和５年・６年度業務委託有資格業者名簿の

業種「その他業務」、種目「その他」に登載されて

いること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去５年間に、本件と同規模程度のマイナンバー

カードに関する問合せ等の対応業務又は自治体、企

業等における窓口での相談、問合せ等の受付業務の

実施経験があり、誠実に履行した実績を有すこと。

　⑸�　ＩＳＯ／ＩＥＣ27001（ＪＩＳ　Ｑ　27001）認証

又はプライバシーマーク認証を取得していること。

３�　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布、提出及び問合せ先

一般競争入札参加資格確認申請書、仕様書、質問書
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等が添付された入札説明書については、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」にて掲載するとともに、

次の配布・提出場所においても配布します。

また、この入札に参加を希望する者は、次により一

般競争入札参加資格確認申請書及び上記２の⑷及び⑸

を証する書類（写し可）を提出しなければなりません。

なお、入札説明会は実施しません。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0005

川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市役所本庁舎10階

総務企画局　デジタル化施策推進室　

社会保障・税番号制度担当　

電　話　044－200－0328（直通）

ＦＡＸ　044－200－3752

電子メール　17digital@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

令和５年11月10日㈮から令和５年11月16日㈭まで

とします（９時から正午まで及び13時から17時まで

（土日祝日を除く。））。

　⑶�　提出方法

持参又は郵送（いずれの場合も、令和５年11月16

日㈭17時までに、必要な書類全てが川崎市役所総務

企画局デジタル化施策推進室に確実に到着する必要

があります。）

なお、郵送による提出を行う場合は、郵送した日

に上記⑴の場所に必ず電話をしてください。

４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴�　日時

令和５年11月22日㈬13時から17時まで

ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールアドレスを登録している場合は、同日の

未明に電子メールで配信されます。

　⑵�　場所

「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じで

す。

５�　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じで

す。

　⑵�　問合せ受付期間

令和５年11月22日㈬から令和５年11月29日㈬まで

とします（９時から正午まで及び13時から17時まで

（土日祝日を除く。））。

　⑶�　問合せ方法

問合せについては、入札説明書に添付の「質問書」

に必要事項を記載の上、電子メール又は持参にて提

出してください。また、質問書を電子メールで提出

した場合は、送信した旨を３⑴の担当まで御連絡く

ださい。

　⑷�　回答

令和５年12月４日㈪までに、入札参加資格が有る

と認められる者に対し、電子メールで送付します。

なお、回答に当たっては、入札参加資格が有ると認

められる者からの質問全てを共有する形で対応しま

す。ただし、入札参加資格の無い者からの質問には

回答しません。

６�　競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

７�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

　　ア�　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス

提供及びサービスの導入に際して必要となる各種

作業等に係る一切の費用を含め見積るものとしま

す。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書を入

札件名が記載された封筒に封印して提出してくだ

さい。落札決定に当たっては、入札書に記載され

た金額にこの金額の100分の10に相当する額（消

費税額及び地方消費税額）を加算した金額をもっ

て落札価格とするので、入札者は見積った契約金

額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し

てください。

　　　�　なお、郵送による入札を行う場合は、さらに

「入札書在中」と明記した封筒に入れて、必ず書

留郵便にて送付してください。この場合は郵送し

た日に３⑴の場所に必ず電話をしてください。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所、持参物

　　ア�　日時　　令和５年12月８日㈮14時00分

　　イ�　場所　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市役所本庁舎10階

　　ウ�　持参物　�入札書、名刺、一般競争入札参加資格

確認通知書、委任状（代理人が立ち会

う場合）

　⑶�　郵送による場合の入札書の受領期限及び宛先

　　ア�　期限　　令和５年12月６日㈬必着

　　イ�　宛先　　�「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」
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と同じです。

　⑷�　入札書の提出方法

持参又は郵送

　⑸�　入札保証金

免除とします。

　⑹�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあります。

　⑺�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市において定める「川崎市競争入札参加者心得」

第７条に該当する入札は無効とします。

８�　開札に立ち会う者に関する事項

開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する委任をした書類を事前

に提出しなければなりません。また、開札には一般競

争入札参加資格確認通知書を必ず持参してください。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金は次のとおりとします。

　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の「契約関係規定」で

閲覧できます。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第1387号

入　　札　　公　　告

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

一般競争入札について、次のとおり公告します。

１�　一般競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和５年度扇島管理用地樹木伐採等業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市川崎区扇島地内

　⑶�　履行期間

契約日から令和６年３月29日まで

　⑷�　業務概要

本業務委託は、扇島の港湾局管理用地内におい

て、樹木の伐採等を行うものである。

伐採・伐根工：Ａ＝3,000㎡

２�　一般競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「樹木管理」種目「除草、せんてい等樹木管理」

で登録されている者。

　⑷�　１級造園施工管理技士、あるいは２級造園施工管

理技士の免許を有する者が雇用されていること。

３�　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　⑴�　配布・提出場所

〒210－0869

川崎市川崎区東扇島38－１�　川崎マリエン４階

川崎市港湾局　川崎港管理センター　

港湾管理課

電話番号　　　044－287－6014

ＦＡＸ　　　　044－287－6038

E-mail　58koukan@city.kawasaki.jp

なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（https://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵�　配布・提出期間

令和５年11月10日㈮から令和５年11月16日㈭まで

とします（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前

９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

　⑶�　提出書類

　　ア�　一般競争入札参加申込書

　　イ�　上記２⑷を証する書類（技術検定合格証明書及

び健康保険被保険者証の写し等）

　　※�健康保険被保険者証の写しを提出する場合には、

被保険者等記号・番号及び保険者番　号をマスキ

ング（黒塗り）して提出してください。

　⑷�　提出方法

持参とします。

４�　入札説明書の縦覧

入札説明書は、３⑴の場所、３⑵の期間において縦
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覧に供します（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午

前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

５�　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴�　競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加申込書を提出した者には､次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア�　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ�　交付日時

　　　�　令和５年11月22日㈬午前９時から午後５時まで

（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵�　入札説明書及び仕様書等の交付

競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア�　交付場所　

　　　　３⑴に同じ

　　イ�　交付日時　

　　　　５⑴イに同じ

　　　�　ただし、⑴及び⑵について、令和５・６年度川

崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子

メールのアドレスを登録している場合は、令和５

年11月22日㈬に競争入札参加資格確認通知書、入

札説明書及び仕様書等を電子メールにより送付し

ます。

６�　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴�　問い合わせ先

３⑴に同じ

　⑵�　質問受付期間

令和５年11月24日㈮午前９時から令和５年11月28

日㈫午後４時まで

　⑶�　質問書の様式

入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷�　質問受付方法

電子メール又はＦＡＸに限ります。

電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

ＦＡＸ　　　044－287－6038

　⑸�　回答方法

令和５年12月１日㈮までに、文書（ＦＡＸ又は電

子メール）にて、競争入札参加者全員に送付します。

７�　一般競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について、

虚偽の記載をしたとき。

８�　入札手続等

　⑴�　入札方法　持参

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　入札日時

　　　　令和５年12月８日㈮午前10時

　　イ�　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶�　入札保証金

免除

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもっ

て有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とします。

　⑸�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９�　契約の手続き等

次により契約を締結します。

　⑴�　契約保証金は次のとおりとします。

契約金額の10％とします。

ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵�　契約書作成の要否

契約書を作成することを要します。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、

川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」で閲覧することができます。

10�　その他

　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶�　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷�　本入札用設計書には、｢登録単価｣及び「【参考資

料】積算入力データリスト」を添付しています。「登

録単価｣は、市で公表していない単価や物価資料に

掲載のない単価等を明示しています。（添付してい

ない場合もあります。）｢【参考資料】積算入力デー

タリスト｣は、委託設計書の設計内容を明確にする

ため、積算システムに入力した積算情報を参考とし

て掲載したものです。また、摘要欄に記載されてい

るシステム記号等については、システム構成上、標
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準的なものを表示しています。

　　　───────────────────

川崎市公告第1388号

一般競争入札について、次のとおり公表します。�

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に関する事項

　⑴�　件　　名　　�学校施設受変電設備等浸水対策検討

業務委託

　⑵�　履行場所　　川崎市立学校（仕様書参照）

　⑶�　履行期間　　�契約締結日から令和６年３月29日ま

で

　⑷�　業務概要　　�学校施設について、浸水被害が生じ

た際に学校教育活動の早期再開に欠

かすことのできない電源を確保する

ため、受変電設備等の現況を調査

し、専門的な見地から、水害リスク

を踏まえた受変電設備等の浸水対策

を検討する。（仕様書参照）

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「調査・測定」種目「その他の調査・測定」に

登載されていること。

　⑷�　次のいずれかの資格を有する技術者等が所属する

事業者であること。

　　ア�　公益社団法人日本測量協会が認定する「空間情

報総括監理技術者」の資格を有すること。

　　イ�　公益社団法人日本測量協会が認定する「地理空

間情報専門技術（防災）」又は「地理空間情報専

門技術（ＧＩＳ一級）」の資格を有すること。

　⑸�　ＩＳＯ27001（ＩＳＭＳ情報セキュリティマネジ

メントシステム）又はＪＩＳＱ15001（プライバシー

マーク）のいずれかの認証を取得している事業者で

あること。

　⑹�　過去、国または地方公共団体において、地理情報

システム（ＧＩＳ）を用いて、避難所又は避難場所

に関する調査業務の実績を有すること。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴�　資料の閲覧・配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　

明治安田生命ビル５階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　

環境整備担当　鈴木・鎌田

電　話　044－200－1804

ＦＡＸ　044－200－3679

E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　資料の閲覧・配布・提出期間

令和５年11月10日㈮～令和５年11月16日㈭（土曜

日、日曜日を除きます。）

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑶�　提出書類

　　ア�　一般競争入札参加申込書

　　イ�　２⑷に示した資格を有していることを証明する

書類の写し

　　ウ�　２⑷に示した資格を有している技術者等が、所

属していることを証明する書類の写し

　　エ�　２⑸に示した認証を取得していることを証明す

る書類の写し

　　オ�　２⑹に示した契約実績を確認できる書類

　　カ�　担当者の名刺

　　　※��書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　　　※��提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。

　⑷�　提出方法

持参（郵送による提出は認めません。）

４�　確認通知書の交付

一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

※�併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認

してください。

　⑴�　交付方法

「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵�　交付日

令和５年11月20日㈪までに交付

５�　質問書の受付・回答

確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴�　質問受付期間

令和５年11月20日㈪～令和５年11月24日㈮午前９
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時～正午、午後１時～午後４時

　⑵�　質問方法

「質問書」により３⑴のＦＡＸ又は電子メールア

ドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をしてく

ださい。郵送による提出は認めません。

なお、「質問書」は、３⑴の場所で配布しています。

また、川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情

報かわさき」からダウンロードすることができま

す。

　⑶�　回答方法

入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和５年11月29日㈬までに、入札参加資格が

あると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡＸ）

にて送付します。

６�　入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなく

なったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

７�　入札手続等

入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて行

うものとします。

　⑴�　入札方法　　　　　持参による紙入札

　⑵�　入札・開札の日時　令和５年12月５日㈫午後２時

　⑶�　入札・開札の場所　�川崎市川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第４庁舎４階第７

会議室

　⑷�　入札保証金　　　　免除

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場

合はこれを無効とします。

　⑹�　落札者の決定及び参加資格の審査等

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合等、調査を行うことがあります。

８�　契約手続等

　⑴�　契約書の作成　　要

　⑵�　契約保証金　　　契約金額の10％

ただし、川崎市金銭会計規則第８条に定める有価

証券の提供（振替債を除く。）、又は金融機関若しく

は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に

変えることができます。また、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は、契約保証金の納付を免除

します。

　⑶�　前払金　　　　　否

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ウェブサイト「入札情報かわさき」の「契

約関係規定」で閲覧及びダウンロードすることがで

きます。

９�　その他

　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴と同じ

です。

　⑵�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1389号

一般競争入札について次のとおり公告します。�

令和５年11月10日�

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　�

１�　競争入札に付する事項�

　⑴�　件　　名　麻生区役所仮設発電機賃貸借

　⑵�　履行場所　�川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号

（麻生区役所）

　⑶�　履行期間　令和６年３月31日

　　　　　　　　�なお、作業日時は発注者と事前に協議

の上、決定すること。

　⑷�　業務概要　仕様書の通り

２�　一般競争入札参加資格�

この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。�

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」、種目「その他」

に登録されていること。

　⑷�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による

中小企業者であること。

　⑸�　過去２年間で、本市又は他官公庁において類似業

務の実績が２回以上あり、かつ誠実に履行した実績

を有すること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般
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競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写しや契約実績一覧表等）を提出し

てください。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先

〒215-8570

川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号

麻生区役所まちづくり推進部総務課

電　話　044－965－5108　渕上

E-mail　73soumu@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間�

令和５年11月10日㈮から令和５年11月16日㈭まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。ただし、土日祝日等の本市閉庁日を

除きます。

　⑶�　提出方法

持参又は郵送（提出期間までに必着とする。）

４�　入札説明会及び入札説明書�

　⑴�　入札説明会

実施しません。

　⑵�　入札説明書の交付

業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」において、本件の公表

情報詳細のページからダウンロードできます。

５�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付�

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴�　交付日

令和５年11月17日㈮

ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵�　場所

３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６�　仕様に関する質問

　⑴�　問合せ先

３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵�　質問受付期間�

令和５年11月10日㈮から令和５年11月16日㈭まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。ただし、土日祝日等の本市閉庁日を

除きます。

　⑶�　質問書の様式

入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷�　質問受付方法

持参又は電子メールによります。

E-mail　73soumu@city.kawasaki.jp

　⑸�　回答方法�

令和５年11月17日㈮までに、一般競争入札参加資

格確認通知書の交付を受けた者へ電子メールにて回

答書を送付します。なお、この入札の参加資格を満

たしていない者からの質問に関しては回答しません。

７�　競争入札参加資格の喪失�

次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記「２�一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

　　ア�　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。郵送の場合は、入札・開札日の

前日までに必着とします。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。�

　　ウ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　入札日時

　　　�　令和５年12月１日㈮午前10時

　　イ�　入札場所

　　　　川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号

　　　　麻生区役所４階第４会議室

　⑶�　入札書の提出方法�

持参

　⑷�　入札保証金�

免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法�

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 登戸小学校校舎増築地質調査業務委託

履行場所 川崎市多摩区登戸1,329番地

履行期間 令和６年２月29日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」、「準市内」

　　で登録されている者。

⑷�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「地質調査」、種目「陸上ボーリング」

　　で登録されている者。

⑸�　主任技術者は、地質調査技士の資格を有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和５年12月12日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

９�　契約の手続き等

　⑴�　契約保証金は､次のとおりとします｡

　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10%を納入しなけ

ればなりません。

　⑵�　前払金

否

　⑶�　契約書作成の要否�

必要とします。

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。�

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。�

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、３⑴配布・提

出場所及び問合せ先と同じです。

　⑶�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1390号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市公告第1391号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　業務名

全国都市緑化かわさきフェア愛護会等作業中看板作

成業務委託

２�　履行期間

契約締結日から令和６年３月22日㈮まで

３�　履行場所

川崎市川崎区宮本町１番地

４�　業務概要

愛護会等が公園清掃等の作業中に設置する折り畳み

スタンド式の看板作成及び各区役所道路公園センター

への納品

５�　一般競争入札参加資格

この入札に参加することができる者は、次に掲げる

要件を備えた者とします。

　⑴�　川崎市契約規則第２条に規定する資格停止期間中

でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。
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　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、業種「その他」種目「印刷物のデザイン」地域

区分「市内」で登載されていること。

　⑷�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項による中小企業者であること。

　⑸�　会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規

定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない

ことまたは民事再生法（平成11年法律第225号）第

21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ていないこと。

６�　担当部局

川崎市建設緑政局緑政部みどり・多摩川協働推進課

〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地17階

電　話　044-200-2400（直通）

ＦＡＸ　044-200-3973

電子メール　53mikyo@city.kawasaki.jp

７�　一般競争入札参加資格確認申請書及び委託仕様書の

配布等

　⑴�　配布期間

令和５年11月10日㈮から令和５年11月16日㈭まで

の午前９時から午後５時まで

　⑵�　配布場所

川崎市ホームページ「入札情報かわさき」からダ

ウンロードしてください。

　⑶�　参加資格確認申請書提出期間

令和５年11月10日㈮から令和５年11月16日㈭まで

の午前９時から午後５時まで（閉庁日及び正午から

午後１時までを除く。）

　⑷�　提出先

「６　担当部局」のとおり

　⑸�　提出方法

持参または郵送にて提出すること。

　⑹�　提出書類

一般競争入札参加資格確認申請書　１部

８�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

７により、一般競争入札参加資格確認申請書を提出

した者には、次により、一般競争入札参加資格確認通

知書を交付します。なお、川崎市業務委託有資格業者

名簿に登載した際に登録している電子メールのアドレ

ス宛て送付します。

　⑴�　交付日

令和５年11月21日㈫

９�　質問書の配布・提出・回答

　⑴�　配布場所

川崎市ホームページ「入札情報かわさき」からダ

ウンロードしてください。

　⑵�　提出期間

令和５年11月21日㈫から令和５年11月24日㈮まで

の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時ま

でを除く。）

　⑶�　提出方法

「６　担当部局」に持参または電子メールにて提

出すること。

　⑷�　回答方法

川崎市業務委託有資格業者名簿に登載した際に登

録している電子メールのアドレス宛て送付します。

　　ア�　交付日

　　　　令和５年11月27日㈪

10�　競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に、上記５の各号のいずれかの条件を欠い

たとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

に、虚偽の記載をしたとき。

11�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

　　ア�　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税額及び地方消費税額に相当する額

（入札書に記載した金額の10％）を加算した金額

をもって契約金額とします。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　入札日時　

　　　　令和５年11月30日㈭午前11時30分

　　イ�　入札場所　

　　　　川崎市川崎区宮本町１番地17階

　　　　建設緑政局会議室

　⑶�　入札書の提出方法

持参に限ります。

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者の

うち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とします。

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。
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12�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

免除とします。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

13�　その他

　⑴�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」に

おいて閲覧できます。

　⑵�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶�　書類作成及び提出に係る一切の費用は、参加事業

者の負担とします。

　　　───────────────────

川崎市公告第1392号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　　�王禅寺処理センター資源化処理施設

クレーン設備点検整備業務委託

　⑵�　履行場所　　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　⑶�　履行期間　　契約日から令和６年３月15日㈮まで

　⑷�　業務概要　　�本業務は、王禅寺処理センター資源

化処理施設に設置されているクレー

ン設備を「クレーン等安全規則第34

条の定期自主検査」及び「同規則第

40条の性能検査」に基づき、機能を

正常に維持するために必要な点検整

備を実施するものである。

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点

検」で登録されていること。

　⑷�　令和３年４月１日以降に本市、他官公庁又は民間

において、同種のクレーン設備点検整備業務を受託

し、誠実に履行した実績を有する者。

　⑸�　業務に必要な有資格者及び技術者を配置できるこ

と。

　　ア�　クレーン運転士

　　イ�　玉掛け技能講習修了者

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２の⑷、⑸が確認できる書類を提

出してください。

　⑴�　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

川崎市麻生区王禅寺1285番地　

環境局施設部王禅寺処理センター

担当　佐藤、中島、鈴木、山口

電話　044－966－6135

※�　競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロードでき

ます。

　⑵�　配布・提出・仕様書等閲覧期間

令和５年11月10日㈮から令和５年11月17日㈮９時

から17時まで

（12時から13時までの間及び日曜日は除く。）

　⑶�　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷�　提出書類

　　ア�　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ�　上記２⑸の資格証の写し。

４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を令和５年11月24日㈮までに交付します。

なお、交付については、令和５・６年度川崎市業務

委託有資格業者名簿へ登録した電子メールアドレス宛

て、電子メールにて送付します。電子メールアドレス

を登録していない場合は、次のとおり受け取りに来て

ください。

　⑴�　交付場所　　上記３⑴に同じ

　⑵�　交付日時　　�令和５年11月24日㈮９時から17時ま

で

　　　　　　　　　（12時から13時までの間は除く。）

５�　質問書の受付・回答

　⑴�　質問受付日

令和５年11月24日㈮９時から令和５年11月29日㈬

17時まで

　⑵�　質問書の様式

配布する「質問書」の様式により提出してください。

　⑶�　質問受付方法

電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp

　⑷�　回答方法

質問があった場合に限り、令和５年12月４日㈪に

全ての競争入札参加者へ電子メールにて送付します。

６�　競争入札参加資格の喪失

次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加
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資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札は｢川崎市競争入札参加者心得｣に基づいて行

うものとします。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　入札・開札日時　令和５年12月５日㈫10時00分

　　イ�　入札・開札場所　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　　　　　　　　　　�王禅寺処理センター　３階会

議室

　⑶�　入札書の提出方法

持参（持参以外は無効とします）

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入

札を行った者を落札者とします。

　⑹�　再入札の実施

落札者がいない場合は、直ちに再入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再入札に参加の意

思がないものとみなします。）

　⑺�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金

免除とします。

　⑵�　契約書の作成

必要とします。

　⑶�　契約規則等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、入札情報かわさき（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」から閲

覧できます。

９�　その他

　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

してはいけません。契約後、業務の一部（主要な部

分を除く）を第三者に委託しようとする場合、再委

託承諾申請書の提出を求めます。

なお、川崎市指名停止基準に基づく指名停止期間

中の業者又は競争相手であった入札参加者に、委託

することは認められません。

　⑶�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じです。

　⑷�　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1393号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　　�王禅寺処理センター資源化処理施設

空きスプレー缶処理装置一式賃貸借

　⑵�　履行場所　　�川崎市麻生区王禅寺1285番地

　⑶�　履行期間　　�令和６年１月１日㈪から令和12年３

月31日㈰まで

　⑷�　業務概要　　�本業務は、収集したスプレー缶・カ

セットボンベ・ライターの処理を安

全に行うために王禅寺処理センター

資源化処理施設に専用の処理装置を

導入するものである。

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でない　こと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」種目「その他」に

登載されており、かつ、等級区分Ｂ以上であること。

　⑷�　スプレー缶処理装置の構造について以下の項目を

満たしていること。

　　ア�　運転中にスプレー缶等から出る可燃性ガスが外

部に漏出しないこと

　　イ�　窒素封入ができ燃焼爆発を防止することが出来

ること

　　ウ�　停電時に安全に停止できること

　　エ�　排気ガスの安全性を確保できること

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書、上記２の⑷が確認できる書類を提出する

こと。

　⑴�　�配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

〒210－8577

川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市役所本庁舎20階

環境局施設部処理計画課　森田

電話　044－200－2587（直通）
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　⑵�　配布・提出・仕様書閲覧期間

令和５年11月13日㈪から令和５年11月17日㈮９時

から17時まで。

（12時から13時の間は除く）

　⑶�　提出方法　　持参（持参以外は無効とします）

　⑷�　提出書類

上記２⑷の内容を確認できる書類（取扱い説明書

等）

４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を交付します。

なお、川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者

名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録してい

る場合は、電子メールで令和５年11月22日㈬までに配

信します。電子メールアドレスを登録していない場合

は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴�　交付場所　　上記３⑴に同じ

　⑵�　交付日時　　�令和５年11月22日㈬９時から17時ま

で（12時から13時の間は除く）

５�　質問書の受付・回答

　⑴�　質問受付日

令和５年11月22日㈬から令和５年11月27日㈪９時

から17時まで。

（土曜日、日曜日、祝日及び12時から13時の間は除く）

　⑵�　質問書の様式　

配布する「質問書」の様式により提出してください。

　⑶�　質問受付方法

電子メール、ＦＡＸまたは持参によります。

　　ア�　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　イ�　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ�　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷�　回答方法

質問があった場合に限り、令和５年11月29日㈬に全

社へ文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付します。

６�　競争入札参加資格の喪失

次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和５年12月４日㈪11時00

分

　⑶�　入札・開札の場所　　川崎市役所本庁舎20階

　　　　　　　　　　　　　環境局会議室

　⑷�　入札書の提出方法　　�持参（持参以外は無効とし

ます。）

　⑸�　入札保証金　　　　　免除

　⑹�　落札者の決定方法　　�川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定

価格の制限の範囲内で、最

低の価格をもって入札を

行った者を落札者とします。

　⑺�　再入札の実施　　　　�落札者がいない場合は、直

ちに再入札を行います。（開

札に立ち会わない者は、再

入札に参加の意思がないも

のとみなします。）

　⑻�　入札の無効　　　　　�競争入札参加者心得で無効

と定める入札は、これを無

効とします。

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金

免除とします。

　⑵�　契約書の作成

必要とします。

　⑶�　契約規則等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、入札情報かわさき

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」から閲覧できます。

９�　その他

　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じです。

　⑶�　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1394号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。�

令和５年11月10日�

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項�

　⑴�　件　　名

令和５年度川崎市市制100周年シティドレッシン

グ業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市総務企画局シティプロモーション推進室等�

　⑶�　履行期限

契約締結日から令和６年３月31日まで
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　⑷�　業務概要

本業務は、川崎市シティプロモーション戦略プラ

ンの目標である「川崎の対外的な認知度やイメージ

の向上」及び「市民の『川崎への愛着・誇り（シビッ

クプライド）』の醸成」の達成を目指し、市制100周

年を通じた本市の多彩な魅力の市内外への戦略的発

信及び川崎が目指す姿の共有を、効果的・効率的に

推進し「川崎市市制100周年記念事業（以下「記念

事業」という。）」を実施するにあたって、市制100

周年イヤーとなる令和６年１月からの市内主要鉄道

駅等におけるプロモーション業務や、それに関連す

る広告物等の製作を実施するものです。

詳細は別紙仕様書によります。

２�　一般競争入札参加資格�

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。�

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。�

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。�

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「その他」種目「その他」で登録されている者。�

３�　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次

の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確

認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書

を配布します。

また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり

所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により

提出してください。

なお、入札説明会は実施しません。

　⑴�　配布・提出場所及び問い合わせ先

川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市総務企画局シティプロモーション推進室

電　話　044－200－2297

ＦＡＸ　044－200－3915

電子メール�17brand@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間�

令和５年11月10日㈮から令和５年11月16日㈭まで

（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）�

午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１時

を除く）�

　⑶�　提出書類�

一般競争入札参加資格確認申請書

　⑷�　提出方法�

持参

４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付�

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、令和５・６年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の「委託」の委任先メールアドレスに、確認通知書

を令和５年11月17日㈮までに送付します。

なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付します。�

５�　仕様書等に関する質問・回答�

　⑴�　質問�

次により仕様書等の内容に関し、質問することがで

きます。なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。�

また、入札参加者以外の質問には回答しませんので

御注意ください。�

　　ア�　質問書の配布・提出場所�

　　　　３⑴と同じ�

　　イ�　質問書の様式

　　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提

出してください。

　　ウ�　質問受付期間

　　　�　令和５年11月17日㈮から令和５年11月21日㈫まで

　　　�　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）�

　　　�　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後

１時を除く。）�

　　エ�　質問書の提出方法

　　　�　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

持参先等は３⑴に同じです。

　　　�　なお、電子メール又はＦＡＸで送付した場合

は、送付した旨を３⑴の問い合わせ先に電話にて

御連絡ください。

　　　�　また、郵送の場合は５⑴ウの期間内に必着する

よう発送してください。

　⑵�　回答

令和５年11月24日㈮までに、回答書を令和５・６

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」

の委任先メールアドレスに送付します。なお、当該

委任先メールアドレスを登録していない者にはＦＡ

Ｘで送付します。

なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答しません。また、回答後の

再質問は受付しません。

６�　一般競争入札参加資格の喪失�

一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴�　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札方法
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮前区内道路補修（緊急23－３）工事

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期間 契約の日から令和６年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　川崎市宮前区内に本社を有すること。

⑹�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」で登録されていること。

⑺�　令和５・６年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑻�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

　　ア�　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵�　入札書の提出日時・場所�

　　ア�　入札日時　令和５年11月30日㈭午後１時30分

　　イ�　入札場所　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　川崎市役所本庁舎16階・1603会議室

　⑶�　入札書の提出方法

持参とします。

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金

契約を締結する者は、規則第32条の規定による契

約保証金として契約金額の10％を納入しなければな

りません。ただし、規則第33条に該当するときは、

契約保証金の全部又は一部を免除します。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」及び「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」で閲覧することができ

ます。

９�　その他

　⑴�　事業により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第1395号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月15日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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参 加 資 格

　業者であること。

⑼�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽�　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾�　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年11月30日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 今井上町緑道舗装等補修工事

履行場所 川崎市中原区今井上町地内

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年11月30日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道尻手黒川線舗装道補修（甲蓋）工事

履行場所 川崎市宮前区犬蔵１丁目23番地先

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格 ⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
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⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年11月30日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 梶ケ谷第３公園ほか遊具更新工事

履行場所 川崎市高津区梶ケ谷３丁目17ほか

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「造園」）を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　
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　�　ただし、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満となった場合

は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年11月30日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 長沢７号橋橋りょう整備（高欄改良）工事

履行場所 川崎市多摩区長沢４丁目41番地先

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「橋りょう」ランク「C」で

登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年12月１日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道上小田中55号線道路補修（甲蓋）工事

履行場所 川崎市中原区上小田中６丁目48番地先

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格 ⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
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⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｄ」で登録されている

こと。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年12月１日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道菅生442号線側溝新設工事

履行場所 川崎市宮前区潮見台12番地先

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099
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入札日時等 令和５年12月１日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 久末谷中公園改修工事

履行場所 川崎市高津区久末2162－２

履行期間 契約の日から令和６年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年12月１日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎区内道路補修（区画線その２）工事

履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム
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参 加 資 格

　　による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「路面表示等」で登録され

ていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　塗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「塗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年12月４日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道駅前本町22号線道路補修（ショッピングモール）工事

履行場所 川崎市川崎区駅前本町７番地先

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和５年12月４日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。



川 崎 市 公 報

－5540－

（第1,879号）令和5年(2023年)11月27日

川崎市公告第1396号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月15日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　　�令和６年度市民税・県民税・森林環

境税（特別徴収）税額決定通知書等

の作製及び印字・封入封緘等業務委

託

　⑵�　履行場所

　　ア�　媒体引き渡し　�川崎市役所財政局税務部市民税

管理課

　　　　　　　　　　　�（川崎市川崎区宮本町１番地　

本庁舎11階）

　　イ�　納品　　　　　�川崎東郵便局（川崎市川崎区東

扇島88番地）

　⑶�　履行期間　　�令和５年12月１日から令和６年５月

31日まで

　⑷�　業務概要　　�市民税・県民税・森林環境税当初課

税時における税額決定通知書等の作

製及び印字・封入封緘等業務委託

　　　　　　　　　詳細は入札説明書によります。

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎市本庁舎改修電気その他設備工事

履行場所 川崎市川崎区宮本町１番地

履行期間 契約の日から令和６年３月29日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2100

入札日時等 令和５年12月13日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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　⑶�　作業場所を関東圏内（東京都、神奈川県、千葉県、

埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県）に有すること。

　⑷�　本市又は他官公庁において市民税・県民税（特別

徴収）税額決定通知書の封入封緘等業務の契約実績

または同等の契約の実績があること。

　⑸�　「プライバシーマーク」の使用許諾事業者として

認定されていること。

　⑹�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種99「その他業務」、種目99「その他」に登載さ

れていること。

３�　競争入札参加申込書の配布及び提出

この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布及び提出場所

（11月17日㈮まで）

〒210－0006

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　

川崎御幸ビル５階

（11月20日㈪以降）

〒210－8577

川崎市川崎区宮本町１番地　本庁舎11階

財政局税務部税制課　　担当：松坂・秋葉

電　話：044－200－2190(直通)

ＦＡＸ：044－200－3906

E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布及び提出期間

令和５年11月15日㈬から令和５年11月20日㈪まで

(土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで)

　⑶�　提出物

　　ア�　競争入札参加申込書

　　イ�　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書等

の写し

　　ウ�　プライバシーマーク登録証の写し

　　　�　上記ア以外の書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。

　⑷�　提出方法

持参してください。

　⑸�　その他

提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４�　競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説明会

上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に

は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、自動

的に電子メールで配信します。

　⑴�　交付場所�

上記３⑴に同じ。

　⑵�　通知書交付日

令和５年11月22日㈬

　⑶�　入札説明書の交付

入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、川崎市のホームページから

ダウンロードできます。

なお、インターネットホームページから入手でき

ない場合には、申し出により無償で入札説明書を交

付します。

ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、競争入札参加資格確認通知書と一括して自動的

に電子メールで配信します。

　⑷�　入札説明会

実施しません。

５�　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

〒210－8577

川崎市川崎区宮本町１番地　本庁舎11階

財政局税務部市民税管理課　　

担当：髙木・鷺谷

電　話：044－200－2228(直通)

ＦＡＸ：044－200－3907

E-mail：23simka@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

令和５年11月22日㈬から令和５年11月24日㈮午後

５時まで

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、令和５年11月28日㈫午後５時まで

に、競争入札参加資格があると認めた者全社宛てに

ＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

なお、電話等による問合せには一切応じません。

６�　競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７�　入札の手続等

　⑴�　入札方法
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本業務に係る費用の総額（消費税額及び地方消費

税額を含まない。)�で行います。

なお、金額の算定にあたっては、備品購入費用や

帳票運搬費用等、業務履行にかかる費用すべてを考

慮して算出してください。

　⑵�　入札書の提出日時及び場所

　　ア�　提出日時

　　　　令和５年11月30日㈭　午後４時

　　イ�　提出場所

　　　�　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　本庁舎11階財政局会議室１

　⑶�　入札保証金

免除とします。

　⑷�　開札の日時

上記⑵アに同じ。

　⑸�　開札の場所

上記⑵イに同じ。

　⑹�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合

は、免除します。

　⑵�　前払金　否

　⑶�　契約書の作成　要

　⑷�　費用内訳明細表

落札者は契約締結までに、本委託にかかる落札額

の内訳を提示すること(様式自由)。

　⑸�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

９�　その他

　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵�　詳細は入札説明書によります。

　⑶�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1397号

公募型プロポーザル方式について次のとおり公告しま

す。

令和５年11月15日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　件　　名

地域相談支援センター運営業務委託

２�　業務概要

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律第77条第１項に規定する障害者相談支援事

業を実施する地域相談支援センター運営業務を実施す

る。

３�　募集する地域相談支援センターの担当区、箇所数及

び担当エリア

区 箇所数 担当エリア

中原区 １か所 中原区（ただし、区内で担当地区を設定。）

４�　委託内容

地域相談支援センターは、障害者ケアマネジメント

を含むソーシャルワーク等の技法を活用して、障害者

等の地域における基本的人権を享有する個人としての

尊厳にふさわしい生活の支援を行うため、次の各号に

掲げる事業を実施するものとします。

　⑴�　障害種別及び年齢等を問わない総合相談

　⑵�　支援に繋がっていない障害者等への支援

　⑶�　福祉サービスの利用支援

　⑷�　社会資源を活用するための支援

　⑸�　社会生活力を高めるための支援

　⑹�　地域の関係者・関係機関等とのネットワークづく

り

　⑺�　障害者支援施設及び精神科病院等からの地域移行

及び地域定着のための支援

　⑻�　権利擁護のために必要な支援

　⑼�　災害時における障害者の避難等に関する支援

　⑽�　専門機関の紹介

　⑾�　地域自立支援協議会への参画

　⑿�　区サービス調整会議及び区相談支援調整会議への

参加

　⒀�　その他、地域の相談支援体制の整備・充実に関す

る業務

※�その他、委託内容の詳細は（別紙１）「仕様書」を参

照してください。　

※�令和６年度以降は本委託業務とは別に、健康福祉局障

害計画課から法第20条第２項の規定により実施する障

害支援区分認定調査に係る業務を委託する予定です。

５�　委託契約期間

契約締結日から令和６年３月31日
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※�市がその業務の実施につき著しく不適当と認めた

場合又は法及びこれに関連する政省令等に定める

事項に違反した場合は、委託契約期間の満了日以

前に契約を解除する場合があります。

※�次年度以降は、原則として年度ごとに市と受託法

人との間で委託契約を取り交わすこととします。

ただし、川崎市議会定例会において、当該委託に

係る予算の議決が得られないときは、契約事務手

続きは行いません。

６�　委託料概算額

6,732,000円以下（消費税及び地方消費税課税事業）

７�　応募資格

社会福祉法人、医療法人、公益財団法人、公益社団

法人又は特定非営利活動法人その他市が適当と認めた

法人（営利法人を除く）であって、中立・公正な運営

を行うことができ、かつ、次の要件を満たす法人とし

ます。

　⑴�　契約締結日において、指定特定相談支援事業又は

指定一般相談支援事業を行っていること、または令

和６年度中に指定特定相談支援事業又は指定一般相

談支援事業を行うことができること。

　⑵�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指定停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　法人又はその代表者が市民税、法人税、消費税及

び地方消費税を滞納していないこと。

　⑸�　川崎市の入札契約における暴力団等排除措置要綱

の別表各号に掲げる要件に該当しないこと。

８�　参加意向申出書

　⑴�　提出場所

〒212-0013　川崎市幸区堀川町580番地　

ソリッドスクエア西館10階

川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

電　話：044-200-3945

ＦＡＸ：044-200-3926

電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp

　⑵�　提出期間

令和５年11月15日㈬～令和５年11月29日㈬

午前８時30分から正午まで及び午後１時から５時

まで（土、日、休日を除く）

　⑶�　提出書類

　　ア�　参加意向申出書（様式１）

　　イ�　応募資格を有していることについての申立書

（様式２）

　　ウ�　コンプライアンス（法令遵守）に関する申告書

（様式３）

　　エ�　誓約書（様式４）

　⑷�　提出方法

持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残る方法

に限る。）

※郵送の場合は提出期間内必着

※�持参の場合は、事前に電話連絡をお願いしま

す。

　⑸�　提案資格確認審査

提案資格の審査結果は令和５年12月１日㈮に電子

メールで「提案資格確認結果通知書」を送付します。

９�　質問の受付・回答

　⑴�　照会窓口

８⑴と同じ

　⑵�　質問受付期間

令和５年11月15日㈬～令和５年11月29日㈬まで

　⑶�　質問受付方法

質問は電子メールにて提出（メール本文又は

Word、Excel又はPDF形式）

質問受付メールアドレス：40keasui@city.kawasaki.jp

メール件名：�【質問】地域相談支援センター設

置・運営法人募集に関する質問

　⑷�　回答方法

令和５年12月１日㈮に参加意向申出書を提出した

全法人に対して電子メールで送付します。

10�　応募書類等の提出

　⑴�　提出場所

８⑴と同じ

　⑵�　提出期間

令和５年12月１日㈮から令和５年12月８日㈮まで

午前８時30分から正午まで及び午後１時から５時

まで（土、日、休日を除く）

　⑶�　提出書類

　　ア�　全ての法人が提出

　　（�）�障害福祉サービス等の実施状況（様式５）

　　（�）�企画提案書（様式６）

　　（�）�見積書（様式７）

　　（�）�法人の理念や事業内容等がわかる資料（パン

フレット等）

　　イ�　令和５年11月１日時点において川崎市から基幹

相談支援センター又は地域相談支援センターの業

務委託を受けていない法人のみ提出

　　（�）�定款又は寄付行為

　　（�）�履歴事項全部証明書（申請時から３か月以内

に発行されたものの原本）

　　（�）�印鑑証明書（原本）

　　（�）�役員名簿（任意様式、応募時点のもの）

　　（�）�決算書（財務諸表）（直近２か年分）

　　（�）�指定一般相談支援事業所又は指定特定相談支

援事業所の運営にあたり都道府県知事又は市
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町村長から指定を受けたことがわかる書類の

写し

　　　　（指定を受けている場合のみ）

　⑷�　提出方法

持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残る方法

に限る。）

※郵送の場合は提出期間内必着

※�持参の場合は、事前に電話連絡をお願いしま

す。

11�　プレゼンテーションの実施

企画提案法人には、次のとおりプレゼンテーション

を実施していただきます。

　⑴�　開催日時及び開催場所

令和５年12月15日㈮

※�プレゼンテーションの開催時間、開催場所及び

発表時間については、企画提案法人に別途通知

します。なお、プレゼンテーションの出席者は

最大３名までとします。

　⑵�　プレゼンテーション内容等

事前に提出した企画提案書（様式６）に基づき、

説明をしていただきます（10分）。

その後、質疑応答を行います（10分）。

※�パソコン、マイク・プロジェクター等は使用で

きません。

12�　選定方法

　⑴�　審査及び決定

委託法人の選定は、川崎市障害者相談支援セン

ター設置・運営法人選考委員会の審査を経て選定し

ます。

　⑵�　選定基準

企画提案の評価は、「川崎市地域相談支援センター

設置・運営法人選定基準」に基づき、項目ごとに数

値化して採点し、合計点数の最も高い得点を得た法

人を本委託業務の選定法人とします。

　⑶�　選定結果の通知及び公表

選定結果については、令和５年12月19日㈫（予定）

に全ての応募法人あて郵便にて文書で通知するとと

もに、川崎市ホームページで公表します。

13�　その他

　⑴�　提出書類

様式が指定されている提出書類については、川崎

市のホームページからダウンロード（「プロポーザ

ル実施要項」及び「仕様書」、「「川崎市地域相談支

援センター設置・運営法人選定基準」も同様にダウ

ンロード可能）して作成してください。また、提出

された書類は返却いたしません。

　⑵�　提出書類の作成及び提出に要する費用負担

応募者の負担とします。

　⑶�　契約書作成の要否

要します。

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則は、川崎市ホームページ内「入札

情報かわさき」の契約関係規定において閲覧するこ

とができます。

　⑸�　本委託契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

　　　───────────────────

川崎市公告第1398号

次の物件は、港湾施設の使用及び管理の妨げとなって

いるので、当該物件の所有者又は使用者は、令和５年11

月30日までに当該物件を撤去するように、川崎市港湾施

設条例（昭和22年条例第33号）第９条に基づき命じます。

その日までに撤去されない場合は、市長又はその命じ

た者若しくは委任した者が撤去します。

令和５年11月15日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

種類 登録番号・車台番号 場所

軽自動車

スズキ�ワゴンＲ�白

登録番号�不明

車台番号�不明
川崎市川崎区東扇島91

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第311号

入　　札　　公　　告（調　達）

駅前等公衆トイレ14施設で使用する電力の供給契約に

関する一般競争入札について、次のとおり公告します。

令和５年11月27日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

駅前等公衆トイレ14施設で使用する電力の供給に

関する契約

　⑵�　履行場所及び調達見込数量

番
号

施設名
履行場所

（川崎市）

調達見込

数量

（kWh）

調達見込

数量

（定額制）

１
小島新田駅前

公衆トイレ
川崎区田町２-13 1,110 －

２
大師駅前

公衆トイレ
川崎区大師駅前１-18 －

100W

３灯

３
川崎駅前東口

公衆トイレ
川崎区駅前本町26 5,340 －

４
川崎駅西口

公衆トイレ
幸区堀川町72 3,090 －

５
新丸子駅前

公衆トイレ
中原区新丸子町766 2,560 －

６
武蔵中原駅前

公衆トイレ
中原区上小田中５-２ 1,280 －
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７
武蔵新城駅前

公衆トイレ
中原区上新城２-１ 3,240 －

８
溝口駅前広場

公衆トイレ
高津区溝口１-２ 3,820 －

９
溝口駅前南口

公衆トイレ
高津区溝口２-１ 5,900 －

10
登戸駅前

公衆トイレ
多摩区登戸3,406-９ 2,760 －

11 登戸公衆トイレ 多摩区登戸3,508 360 －

12
上河原

公衆トイレ
多摩区布田35 650 －

13
新百合ヶ丘駅前

公衆トイレ
麻生区上麻生１-21 4,860 －

14

新百合ヶ丘駅前

公衆トイレ

換気設備

麻生区上麻生１-21 6,370 －

　⑶�　履行期間

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

　⑷�　調達概要

上記期間内における単価納入契約の締結

調達見込数量　�約41,340キロワット時及び電灯

100W ３灯使用時

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　電気事業法（昭和39年７月11日法律第170号）第

２条の２の規定に基づき、小売電気事業者として登

録を受けている者であること。

　⑵�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条に規定する資格停止期間中でないこと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　入札期日において、令和５・６年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「その他

物品販売」種目「電気供給」の申請をしていること。

　⑸�　調達される電気の品質及び数量について、仕様書

の内容を遵守し、確実に納入することができるとと

もに、アフターサービスを本市の求めに応じて、速

やかに提供できること。

　⑹�　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項に基づき、入札に参加する

資格を持つ者であること。

３�　仕様書等の閲覧及び競争入札参加申込書の配布、提

出

一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申し込みをしてください。

　⑴�　仕様書等の閲覧及び競争入札参加申込書の配布、

提出場所

川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市役所本庁舎20階

川崎市環境局生活環境部収集計画課　

担当　天野、小宮

電　話　044－200－2585

ＦＡＸ　044－200－3923

　⑵�　仕様書等の閲覧及び競争入札参加申込書の配布、

提出期間

令和５年11月27日㈪から令和５年12月１日㈮まで

の下記の時間

９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで

　⑶�　提出方法

持参に限ります。

４�　確認通知書、入札説明書、質問書及び仕様書等の交

付

競争入札参加申込書を提出し、参加資格があると認

めた者には、次により確認通知書、入札説明書、質問

書及び仕様書等を交付します。

なお、「川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業

者名簿」へ登録した際に電子メールアドレスを登録し

ている場合は、次の交付日時と同日に電子メールで送

付します。

電子メールアドレスを登録していない場合は、次に

より交付します。

　⑴�　交付場所

３⑴と同じ

　⑵�　交付日時

令和５年12月８日㈮

９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで

５�　委託内容に関する質問

　⑴�　質問受付期間

令和５年12月８日㈮から令和５年12月15日㈮まで

の下記の時間

９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで

ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑵�　質問の様式

確認通知書交付時に配布する「質問書」により提

出してください。

　⑶�　質問受付方法

電子メール及びＦＡＸとします。なお、送信後は

確認のため電話連絡してください。

電子メールアドレス　30syusyu@city.kawasaki.jp

ＦＡＸ番号　044－200－3923

電話番号　　044－200－2585

　⑷�　回答方法

令和５年12月19日㈫までに全社へ文書（電子メー

ルまたはＦＡＸ）にて送付します。
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６�　参加資格の喪失

参加資格があると認められた者が、次のいずれかに

該当するときは、この入札に参加することができませ

ん。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７�　入札の手続等

　⑴�　入札方法等

持参による入札

　⑵�　入札日時

令和５年12月25日㈪　10時00分

　⑶�　入札場所

川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市役所本庁舎３階305会議室

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　開札の日時

７⑵と同じ

　⑹�　開札の場所

７⑶と同じ

　⑺�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑻�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

　　ア�　川崎市契約規則第33条第１項各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵�　前払金

否

　⑶�　契約書作成の要否

要

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、ウェブサイト「入札情報かわさき」の「契約関

係規定」から閲覧できます。

９�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は、入札説明書によります。

　⑶�　公告に定めるもののほか川崎市契約条例、川崎市

契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑸�　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決（令和６年３月頃）を

要します。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第312号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月27日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　一般競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

川崎市複写品の調達に係る単価契約

　⑵�　履行場所

川崎市川崎区宮本町１番地　ほか

　⑶�　履行期間

令和６年４月１日から令和11年３月31日まで

　⑷�　契約概要

本市で使用する複写品（コピー）の調達に係る単

価契約

中量コピーグループ（60枚機以上）の単価

少量コピーグループ（20枚機以上）の単価

カラーコピーグループの単価

学校コピーグループの単価

詳細は仕様書によります。

２�　競争入札参加資格者に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中ではないこと。

　⑵�　令和５・６年度製造の請負・物件の供給等有資格

業者名簿の業種「38　複写サービス」種目「01　複

写サービス」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　平成30年度から令和５年度までの間に本市その他

の官公庁等と種類及び規模をほぼ同じくする契約実

績を有すること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合わせ先

入札に参加を希望する者は、次により競争参加の申

込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所及び問い合わせ先

〒210－8577

川崎市川崎区宮本町１番地　
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川崎市役所本庁舎10階

総務企画局デジタル化施策推進室　

担当　大野・和田

電　話：044－200－2057

ＦＡＸ：044－200－3752

メール：17digital@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

令和５年11月27日㈪から令和５年12月４日㈪まで

（午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。）

　⑶�　提出物

　　ア�　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ�　上記２⑷を証明する資料

　⑷�　提出方法

持参に限る。

４�　競争参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者のう

ち参加資格があると認められた者には、一般競争入札

参加資格確認通知書をメールにて交付します。

日時

令和５年12月７日㈭

午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

５�　入札に関する問い合わせ

３⑴に同じ

仕様に関する質問は、令和５年12月７日㈭から令和

５年12月12日㈫まで、入札説明書に添付の質問書にて

受付けます。また、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、

質問書を送信した旨を担当まで御連絡ください（土曜

日・日曜日及び休日を除く、毎日午前８時30分から正

午まで及び午後１時から午後５時15分まで）。

なお、回答については令和５年12月15日㈮、全社に

ＦＡＸもしくはメールにて送付します。

６�　カタログ等の提出

この入札の参加者は、次の事前資料を令和５年12月

18日㈪午後５時15分までに３⑴の場所に提出しなけれ

ばなりません。また、競争入札参加者は、開札日の前

日までの間において、本市から該当書類に関し説明を

求められたときには、これに応じなければなりません。

　⑴�　納入する物品の商品説明書（カタログ等）

　⑵�　本業務の実施体制及びスケジュール

　⑶�　仕様書に記載の震度６相当に耐えうることが分か

る資料

　⑷�　供給を予定している用紙が仕様書に記載された紙

質であることを証明するための「用紙品質証明書」

（ただし、学校グループは除く）

７�　一般競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

　⑶�　上記６の事前資料が提出期限内に提出されなかっ

た場合。

　⑷�　他の参加者の協力者となった場合。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札・開札の日時　令和５年12月20日㈬

　　　　　　　　　　　　　午前９時30分

　　イ�　入札・開札の場所　�川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市役所本庁舎10階

　　　　　　　　　　　　　開発室Ⅱ

　　ウ�　４案件を順番に続けて行います。

　　　�　なお、入札しない案件がある場合は、辞退で入

札していただきますようお願いいたします。

　⑵�　入札書の提出方法

入札は所定の入札書をもって行い、入札書を入札

件名が記載された封書に封印し、持参してくださ

い。

　⑶�　入札金額

入札書に記入する金額は複写１枚あたりの単価を

記入してください。カード管理のカード、トナー及

びステープル等の代金も含みます。税抜きの金額を

記入してください。

　⑷�　入札保証金

入札保証金は免除します。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査

を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９�　契約の手続き等

　⑴�　契約保証金

契約保証金は免除します。

　⑵�　契約書（協定書）の作成

　　ア�　契約書（協定書）を作成することを要します。

　　イ�　契約書（協定書）作成に要する費用は落札者の

負担とします。

　　ウ�　落札者は協定書２通を作成し、令和５年12月27
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日㈬午後５時15分までに３⑴の場所に持参してく

ださい。�

　⑶�　契約規則等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

(https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html)の「契約関係規定」から閲覧することができ

ます。

10�　その他

　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶�　この入札説明書及び別紙仕様書は、この入札以外

の目的に使用してはなりません。

　⑷�　その他問い合わせ窓口は３⑴に同じです。

　⑸�　本入札に関して提出する一切の書類について、筆

記した文字等を容易に消すことができるボールペン

は使用しないでください。提出された書類について

は、使用の有無を確認し、使用が認められた場合は、

当該書類についてこれを無効とします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第313号

落札者の公示

川崎市物品又は特定役務の調達手続の特定を定める規

則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者について公

示します。

令和５年11月27日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　調達の名称

川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業

２�　契約事務担当局の名称及び所在地

教育委員会事務局教育環境整備推進室

川崎市川崎区宮本町６番地

３�　落札者を決定した日

令和５年11月13日

４�　落札者の氏名及び住所

落札者

株式会社関電エネルギーソリューションを代表企業

とするグループ

落札者の代表企業

商号又は名称　株式会社　

　　　　　　　関電エネルギーソリューション

代表者職氏名　川崎　幸男

所在地　　　　大阪市北区中之島２丁目３番18号

　　　　　　　中之島フェスティバルタワー 25階

５�　落札金額

23,994,264,122円�（消費税及び地方消費税を含まな

い。）

６�　落札者を決定した手続

総合評価一般競争入札

７�　入札の公告を行った日

令和５年５月10日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第314号

特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月27日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�令和５年度下水道光ファイバー性能測

定等業務委託契約

　⑵�　履行場所　�川崎市川崎区宮本町１番地　

　　　　　　　　川崎市役所本庁舎　他

　⑶�　履行期間　�令和６年１月４日から令和６年３月31

日まで

　⑷�　調達概要　入札説明書によります。

２�　競争入札参加資格

入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和５・６年度業務委託有資格業者名簿の業種が

「施設維持管理」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　令和５・６年度業務委託有資格業者名簿の地域区

分が「市内」又は「準市内」で登載されていること。

３�　入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先

〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市役所本庁舎10階

総務企画局デジタル化施策推進室　

担当　飯島、清田

電　話　044－200－3076

ＦＡＸ　044－200－3752

E-mail　17digital@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

令和５年11月27日㈪から令和５年12月１日㈮まで

とします（毎日午前８時30分から正午まで及び午後

１時から午後５時15分まで）。

　⑶�　提出書類

入札参加申込書
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　⑷�　提出方法

持参に限る。

４�　入札説明書の交付

仕様書、一般競争入札参加資格確認申請書、質問書

等の様式が添付されている入札説明書は、３⑴の場所

において３⑵の期間で縦覧に供するとともに、川崎市

のホームページの「入札情報かわさき」(https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html)において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードできます。

５�　競争入札参加資格確認通知書の交付

入札参加申込書を提出した者には、上記業務委託有

資格業者名簿へ登録した際の電子メールアドレスに、

競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書を令和５

年12月６日㈬までに送付します。

電子メールアドレスを登録していない場合は、次の

とおり受け取りに来てください。

　⑴�　日時

令和５年12月６日㈬

午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵�　場所

３⑴に同じ

６�　仕様書等に関する質問・回答

仕様に関する質問は、令和５年12月６日㈬午前８時

30分から令和５年12月12日㈫午後５時15分まで、入札

説明書に添付の質問書で受付けます。

また、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を

送信した旨を担当まで御連絡ください（土曜日・日曜

日及び休日を除く、毎日午前８時30分から正午まで及

び午後１時から午後５時15分まで）。

回答については令和５年12月18日㈪までに全社にＦ

ＡＸもしくはメールで送付します。

７�　入札参加資格の喪失

入札参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、入札参

加資格を喪失します。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札金額・方法等

　　ア�　契約総額（税抜き）を入札金額として行います。

また、この金額には契約期間内のサービス提供及

びサービスの導入に際して必要となる各種調査、

設定、代行手続き等に係る一切の費用を含め見積

るものとします。

　　イ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

金額）をもって落札価格とするので、入札参加者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約希望金額から

消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金

額を入札書に記載するものとします。

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名を記載した封筒に封印して提出してくださ

い。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

日時　令和５年12月21日㈭午後１時30分

場所　川崎市役所本庁舎10階　開発室１

　⑶�　入札保証金

免除とします。

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９�　契約手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵�　前払金　無

　⑶�　契約書作成の要否　要

　⑷�　落札者は契約書２通を作成し、令和５年12月27日

㈬午後５時15分までに３⑴の場所に持参してくださ

い。

　⑸�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所又は川崎市のホームページの「入札

情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること

ができます。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は入札説明書によります。

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷�　関連情報を入手するための窓口

３⑴に同じ

　⑸�　本入札に関して提出する一切の書類について、筆

記した文字等を容易に消すことができるボールペン

は使用しないでください。
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提出された書類については、使用の有無を確認さ

せていただき、使用が認められた場合は、当該書類

についてこれを無効とします。

税 公 告

川崎市税公告第129号

差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年10月30日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第130号

次の市税に係る督促状を別紙記載の者に送達すべきと

ころ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明の

ため送達することができないので、地方税法（昭和25年

法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25

年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は、送達を受けるべき者の申出により

交付します。

令和５年10月30日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年　度 科　目 期　別
この公告により滞納

処分に着手し得る日

件数

・

備考

令和５年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

第１期

分
令和５年11月10日 計10件

令和５年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

第２期

分
令和５年11月10日 計232件

令和５年度

（令和４年

度課税分）

市民税・

県民税

（普通徴収）

７月随

時分
令和５年11月10日 計２件

令和５年度

（令和４年

度課税分）

市民税・

県民税

（普通徴収）

８月随

時分
令和５年11月10日 計11件

令和５年度

固定資産税

都市計画税

（土地・

家屋）

第２期

分
令和５年11月10日 計６件

令和５年度
軽自動車税

（種別割）
全期分 令和５年11月10日 計９件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第131号

差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年11月２日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第132号

差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第133号

差押解除通知書を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年11月８日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第134号

差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和５年度事業場下水分析業務委託（その２）

履行場所 川崎市公共下水道処理区域内

履行期間 令和６年３月22日限り

川崎市税公告第135号

差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年11月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第136号

次の市税に係る税額変更（決定）通知書を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２及び川崎市

市税条例（昭和25年川崎市条例第26号）第10条の規定に

より公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年11月13日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年　度 税　目 期　別
この公告により

変更する納期限

件数

・

備考

令和５年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

第２期分

以降
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第137号

次の市税に係る納税通知書を別紙記載の者に送達すべ

きところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不

明のため送達することができないので、地方税法（昭和

25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和

25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年11月13日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年　度 税　目 期　別
この公告により

変更する納期限

件数

・

備考

令和５年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

第１期分

以降

令和５年11月30日

（第１期分）
計３件

令和５年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

第２期分

以降

令和５年11月30日

（第２期分）
計５件

令和５年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

第３期分

以降

令和５年11月30日

（第３期分）
計56件

令和５年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

第４期分

以降

令和６年１月31日

（第４期分）
計２件

令和５年度

（令和４年

度課税分）

市民税・

県民税

（普通徴収）

11月随時

分以降

令和５年11月30日

（11月随時分）
計１件

令和５年度
軽自動車税

（種別割）
全期分

令和５年11月30日

（全期分）
計１件

（別紙省略）

上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第60号

川崎市排水設備指定工事店の更新について

川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第９条の規定に基づ

き、川崎市排水設備指定工事店として指定を更新したの

で、同規程第12条第１号の規定により告示します。

令和５年11月１日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１�　指定有効期間

令和５年11月01日から

令和10年10月31日まで

２�　指 定 工 事 店

指 定 番 号　1078

商号又は名称　株式会社横浜アクア

営業所所在地　�横浜市南区堀ノ内町２丁目146番地

の16

代 表 者 氏 名　制野　安幸

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第86号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月７日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　
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参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「調査・測定」、種目「計量証明」で登録

されている者

⑷�　計量法に基づく特定計量証明事業者（水又は土壌：排水）の認定を受け、かつ計量証明事業（濃

度）に登録していること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和５年11月30日　14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和５年度麻生水処理センターほか脱臭設備点検整備業務委託

履行場所 川崎市麻生区上麻生６－15－１ほか

履行期間 令和６年３月15日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「電気・機械設備

保守点検」で登録されている者

⑷�　平成20年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した下水道施設における脱臭設

備点検整備（脱臭剤交換業務を含む。）、又は脱臭設備製作・据付（脱臭剤納入を含む。）の元請け

としての履行完了実績を有すること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和５年11月30日　14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧下さい。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 管体・土壌調査結果集約及び管体維持可能年数等検討業務委託

履行場所 川崎市川崎区宮本町１番地（川崎市役所第３庁舎）

履行期間 令和６年３月15日限り

参 加 資 格 ⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
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参 加 資 格

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「上水道及

び工業用水道部門」で登録されている者

⑷�　平成25年度以降に、水道事業体が発注した水道管路施設の健全度調査委託又は水道管路の更新

構想業務委託の元請けとしての履行完了実績を有すること。

⑸�　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－上水道及び工業用水道）の資格を有す

る者を配置できること。

　�　なお、受注者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契

約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和５年11月30日　14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和５年度　宮前区ほか下水枝線実施設計委託第33号

履行場所 川崎市宮前区、麻生区地内

履行期間 令和６年８月30日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」で登録されている者

⑷�　平成30年度以降に契約した、下水道管路施設における耐震実施設計（ﾚﾍﾞﾙ1,ﾚﾍﾞﾙ２）業務を含む、

新設・詳細設計（開削工法）に係わる実施設計業務委託の元請けとしての履行完了実績をＴＥＣ

ＲＩＳにより確認できること。

⑸�　次の要件を満たす者を配置できること。なお、イとウは兼務できない。また、ア～エは、受注

者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直

接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要

　ア　技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ�　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格、技術士（上下水道

部門：下水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ�　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下

水道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

　エ�　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和５年11月30日　14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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川崎市上下水道局公告第87号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月７日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和５年度中部下水管内管きょ清掃委託その２

履行場所 川崎市中原区、高津区地内

履行期間 令和６年３月29日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「屋外清掃」、種目「下水道清掃」に登載

されている者

⑹�　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に

汚泥が含まれていること。）を受けていること。

⑺�　バキューム車（揚泥車、強力吸引車、特殊強力吸引車等）を保有又は調達することが可能であ

ること。

⑻�　管きょ内の作業に当たり、産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）及び酸素欠乏・硫化水素危険作業

主任者技能講習修了者を専任で配置できること。

　�　なお、双方は受注者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、

契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和５年11月30日　14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧下さい。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 入江崎水処理センター改築土木その19工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１ほか

履行期間 契約の日から320日間

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。



川 崎 市 公 報

－5555－

（第1,879号）令和5年(2023年)11月27日

参 加 資 格

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「一般土木」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼�　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年12月４日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 渡田向町300ｍｍ～ 100ｍｍ配水管布設替工事

履行場所 自：川崎区貝塚１－４－９先　至：川崎区渡田２－８－６先　ほか１件

履行期間 契約の日から365日間

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム
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　　による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

⑹�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑺�　令和５・６年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑻�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑼�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽�　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑾�　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年12月４日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 二子４丁目350ｍｍ～ 75ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：高津区二子１－８－35先

至：高津区二子４－10－10先　ほか２件

履行期間 契約の日から450日間

参 加 資 格

　工事の入札は、混合入札により執行します。

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成

員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）又は単体企業でな

ければなりません。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。
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⑴�　特定ＪＶの資格条件

　ア�　全ての構成員に必要な条件

　（ア）川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　（イ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　（ウ）次のａからｃのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　　　ａ　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　　　ｂ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　　　ｃ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※�　上記ａ以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

　（エ）令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　（オ）�「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小

企業者であること。

　（カ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　（キ）本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

　イ�　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　（ア）�令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ラン

ク「Ａ」で登録されていること。

　（イ）水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　（ウ）監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

　ウ　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　（ア）�令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ラン

ク「Ａ」又は「Ｂ」で登録されていること。

　（イ）水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　（ウ）主任技術者（業種「水道施設」）を専任で配置できること。

　　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければな

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

⑵�　単体企業の資格条件

　�　上記⑴ア「全ての構成員に必要な条件」及び上記⑴イ「特定ＪＶの代表者に必要な条件」を全

て満たしていること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年12月４日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項
件　　 名 戸手地区下水枝線第27号工事
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付する事項

履行場所 川崎市幸区戸手２丁目、４丁目地内ほか

履行期間 契約の日から275日間

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」ランク「Ａ」で登録され

ていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が30点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽�　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和５年12月４日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 細山配水塔　流入・流出弁電動弁駆動部修理工事

履行場所 川崎市麻生区細山６―３－11（細山配水塔内）

履行期間 契約の日から令和６年10月31日まで
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参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録され

ていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

　�　契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更することができ

ます。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年11月29日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 長沢浄水場　雨水調整池返送ポンプ１号更新工事

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場）

履行期間 契約の日から令和７年２月28日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録され

ていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。
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参 加 資 格

⑼�　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

　�　契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更することができ

ます。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年11月29日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 鷺沼配水所ほか１箇所　流量計更新工事

履行場所 川崎市宮前区土橋３－１－１（鷺沼配水所内）ほか１箇所

履行期間 契約の日から330日間

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「その他の電気設備」ラン

ク「Ｂ」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年11月29日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市上下水道局公告第88号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月14日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和５年度入江崎総合スラッジセンター脱臭設備点検整備業務委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－24－12

履行期間 令和６年３月15日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「電気・機械設備

保守点検」で登録されている者

⑷�　平成20年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した下水道施設における脱臭設

備点検整備（脱臭剤交換業務を含む。）、又は脱臭設備製作・据付（脱臭剤納入を含む。）業務の元

請けとしての履行完了実績を有すること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和５年12月７日　14時00分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧下さい。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 稲田集水埋管撤去に伴う地質調査業務委託

履行場所 川崎市多摩区菅稲田堤３丁目23－１番地先

履行期間 令和６年３月15日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」で登録され

ている者

⑷�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「地質調査」、種目「陸上ボーリング」で

登録されている者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和５年12月７日　14時00分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要
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入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和５年度多摩区ほか既設管実態調査委託第104号

履行場所 川崎市多摩区、高津区地内

履行期間 令和６年３月15日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「下水管きょテレ

ビカメラ調査」で登録されている者

⑷�　下水道管路管理総合技士、下水道管路管理主任技士又は下水道管路管理専門技士（調査）のい

ずれかの資格を有する者を配置できること。

　�　なお、当資格者は、受注者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、

派遣社員については直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえない。）があることが必要

⑸�　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者を配置できること。

　�　なお、当資格者は、受注者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、

派遣社員については直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえない。）があることが必要

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和５年12月７日　14時00分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和５年度汚泥圧送管空気弁等点検業務委託

履行場所 川崎市麻生区、多摩区地内ほか

履行期間 令和６年３月15日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「その他の施設維

持管理」で登録されている者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和５年12月７日　14時00分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 古市場地区ほか下水枝線第28号工事

履行場所 川崎市幸区古市場１丁目、２丁目地内ほか

履行期間 契約の日から205日間

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」ランク「Ａ」で登録され

ていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が30点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽�　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

川崎市上下水道局公告第89号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月14日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　
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上下水道局公告（調達）

川崎市上下水道局公告（調達）第29号

落札者等の公示

川崎市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札

者等について公示します。

令和５年11月27日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１�　調達の名称

令和５年度上下水道料金等業務システム機能改修業

務委託その３

２�　契約事務担当課の名称及び所在地

財政局資産管理部契約課

川崎市川崎区宮本町１番地　本庁舎16階

３�　随意契約の相手方を決定した日

令和５年10月24日

入札日時等 令和５年12月11日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和５年度入江崎総合スラッジセンター１系Ｎｏ.2焼却設備用空気圧縮機整備その他工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－24－12

履行期間 契約の日から令和６年３月15日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和５年12月６日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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４�　随意契約の相手方の氏名及び住所

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社　

代表取締役　内野　一尋

東京都港区海岸三丁目20番20号　

５�　随意契約に係る契約金額

38,399,350円

６�　契約の相手方を決定した手続

随意契約

７�　随意契約の理由

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

　　　───────────────────

川崎市上下水道局公告（調達）第30号

落札者等の公示

川崎市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札

者等について公示します。

令和５年11月27日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１�　調達の名称

　⑴�　高圧電力の市場連動型供給契約

　⑵�　高圧電力及び特別高圧電力の市場連動型供給契約

２�　契約事務担当課の名称及び所在地

川崎市上下水道局総務部管財課

川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市役所第３庁舎10階

３�　随意契約の相手方を決定した日

　⑴�　令和５年９月28日

　⑵�　令和５年９月28日

４�　随意契約の相手方の氏名及び住所

　⑴�　リエスパワーネクスト　株式会社

代表取締役　青木　博幸

東京都豊島区東池袋四丁目21番１号

　⑵�　リエスパワーネクスト　株式会社

代表取締役　青木　博幸

東京都豊島区東池袋四丁目21番１号

５�　落札金額又は随意契約に係る契約金額

　⑴�　330,000,000円

　⑵�　1,100,000,000円

６�　契約の相手方を決定した手続

　⑴�　随意契約

　⑵�　随意契約

７�　随意契約の理由

　⑴�　地方公営企業法施行令第21条の14第１項第５号の

規定による。

　⑵�　地方公営企業法施行令第21条の14第１項第５号の

規定による。

　　　───────────────────

川崎市上下水道局公告（調達）第31号

特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月27日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　購入物品及び数量

　　ア�　長沢浄水場で使用する電気（単価契約）

　　　　予定使用電力量　4,056,311キロワット時

　　イ�　潮見台配水所で使用する電気（単価契約）

　　　　予定使用電力量　2,899,075キロワット時

　　ウ�　生田浄水場で使用する電気（単価契約）

　　　　予定使用電力量　5,900,000キロワット時

　　エ�　平間配水所で使用する電気（単価契約）

　　　　予定使用電力量　2,370,343キロワット時

　　オ�　鷺沼配水所で使用する電気（単価契約）

　　　　予定使用電力量　3,256,622キロワット時

　　カ�　入江崎総合スラッジセンターで使用する電気

（単価契約）

　　　　予定使用電力量　23,628,130キロワット時

　　キ�　入江崎水処理センターで使用する電気（単価契

約）

　　　　予定使用電力量　21,376,320キロワット時

　　ク�　加瀬水処理センターで使用する電気（単価契約）

　　　　予定使用電力量　12,009,774キロワット時

　　ケ�　等々力水処理センターで使用する電気（単価契

約）

　　　　予定使用電力量　35,869,128キロワット時

　　コ�　麻生水処理センターで使用する電気（単価契約）

　　　　予定使用電力量　5,932,991キロワット時

　　サ�　戸手ポンプ場ほかで使用する電気（単価契約）

　　　　予定使用電力量　4,293,737キロワット時

　　シ�　小向ポンプ場ほかで使用する電気（単価契約）

　　　　予定使用電力量　2,855,615キロワット時

　　ス�　渋川ポンプ場で使用する電気（単価契約）

　　　　予定使用電力量　797,177キロワット時

　　セ�　稲田取水所で使用する電気（単価契約）

　　　　予定使用電力量　1,125,000キロワット時

　　ソ�　細山送水ポンプ所で使用する電気（単価契約）

　　　　予定使用電力量　1,201,499キロワット時

　　タ�　六郷ポンプ場ほかで使用する電気（単価契約）

　　　　予定使用電力量　923,668キロワット時

　⑵�　購入物品の特質等

仕様書によります。

　⑶�　納入場所

仕様書によります。

　⑷�　納入期間

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで
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　⑸�　本案件は、電子入札対象案件ではありませんの

で、申込書等の提出は紙での提出となります。また、

入札日に入札書持参による紙入札となりますので御

注意ください。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事

業者として登録を受けた者であること。

　⑵�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「その他の物品販売」、種目

「電気供給」に登載されていること。

なお、有資格業者名簿に登載予定のない者（入札

参加業種・種目に登載予定のない者を含む。）は、

財政局資産管理部契約課で所定の様式により、資格

審査申請を令和５年12月11日までに行ってください。

　⑸�　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項に基づき、本市の全ての電

力入札に参加する資格があること。

３�　入札説明書等の閲覧及び交付

入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます。（「入札情報かわさき」の「入札

情報」物品の欄の「上下水道局入札公表」の中にあり

ます。）

また、次により入札説明書等を閲覧することができ

ます。

なお、希望者には無償で交付します。

　⑴�　場所　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　川崎市役所本庁舎16階

　　　電話　044－200－2093

　⑵�　期間　�令和５年11月27日（公告日）～令和５年12

月11日

　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

４�　競争入札参加申込書等の配布、提出及び問い合わせ

先

この入札に参加を希望する者は、次により１⑴の購

入物品ごとにそれぞれ競争入札参加の申込みをしなけ

ればなりません。

　⑴�　配布

競争入札参加申込書等は、インターネットからダ

ウンロードすることができます（「入札情報かわさ

き」の「入札情報」物品の欄の「上下水道局入札公

表」の中にあります。）。ダウンロードができない場

合には、３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。

　⑵�　提出期間及び場所

競争入札参加申込書及び５の書類は、３⑴の場所

に、３⑵の期間中に提出してください。

なお、競争入札参加申込書及び５の書類の郵送に

よる提出は認めません。

　⑶�　問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係　

担当　川田

電話　044－200－2093

５�　競争入札参加希望者に求められる義務

この入札に参加を希望する者は、競争入札参加申込

書を提出し、かつ、仕様書に定められた条件を満たす

購入物品を確実に納入できることを証明する書類（小

売電気事業の登録の通知の写し）を提出しなければな

りません。

また、提出された書類に関し、説明を求められたと

きはこれに応じなければなりません。提出された書類

を審査した結果、この購入物品を確実に納入すること

ができると認められた者に限り入札に参加することが

できます。

６�　仕様書作成担当者

　⑴�　長沢浄水場で使用する電気（単価契約）

川崎市上下水道局長沢浄水場浄水課　

担当　對馬

電話　044－911－2022

　⑵�　潮見台配水所で使用する電気（単価契約）

川崎市上下水道局水管理センター水道施設管理課

担当　伊藤

電話　044－900－9710

　⑶�　生田浄水場で使用する電気（単価契約）

川崎市上下水道局長沢浄水場生田浄水場　

担当　土方

電話　044－944－2131

　⑷�　平間配水所で使用する電気（単価契約）

川崎市上下水道局水管理センター水道施設管理課

担当　伊藤

電話　044－900－9710

　⑸�　鷺沼配水所で使用する電気（単価契約）

川崎市上下水道局水管理センター水運用センター

担当　原

電話　044－866－0335

　⑹�　入江崎総合スラッジセンターで使用する電気（単

価契約）

川崎市上下水道局下水道部下水道管理課　

担当　栗間

電話　044－200－2877
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　⑺�　入江崎水処理センターで使用する電気（単価契約）

川崎市上下水道局下水道部下水道管理課　

担当　栗間

電話　044－200－2877

　⑻�　加瀬水処理センターで使用する電気（単価契約）

川崎市上下水道局下水道部下水道管理課　

担当　栗間

電話　044－200－2877

　⑼�　等々力水処理センターで使用する電気（単価契約）

川崎市上下水道局下水道部下水道管理課　

担当　栗間

電話　044－200－2877

　⑽�　麻生水処理センターで使用する電気（単価契約）

川崎市上下水道局下水道部下水道管理課　

担当　栗間

電話　044－200－2877

　⑾�　戸手ポンプ場ほかで使用する電気（単価契約）

川崎市上下水道局下水道部下水道管理課　

担当　栗間

電話　044－200－2877

　⑿�　小向ポンプ場ほかで使用する電気（単価契約）

川崎市上下水道局下水道部下水道管理課　

担当　栗間

電話　044－200－2877

　⒀�　渋川ポンプ場で使用する電気（単価契約）

川崎市上下水道局下水道部下水道管理課　

担当　栗間

電話　044－200－2877

　⒁�　稲田取水所で使用する電気（単価契約）

川崎市上下水道局長沢浄水場生田浄水場　

担当　土方

電話　044－944－2131

　⒂�　細山送水ポンプ所で使用する電気（単価契約）

川崎市上下水道局水管理センター水道施設管理課

担当　伊藤

電話　044－900－9710

　⒃�　六郷ポンプ場ほかで使用する電気（単価契約）

川崎市上下水道局下水道部下水道管理課　

担当　栗間

電話　044－200－2877

７�　仕様書に関する質問、回答

　⑴�　質問

次により仕様書の内容に関し、質問することがで

きます。

なお、仕様書以外の質問は受け付けません。質問

することができる方は、入札参加申込を済ませた方

に限ります。

また、入札参加者以外からの質問には回答しませ

んので御注意ください。

　　ア�　質問書の取得方法

　　　�　質問書は、４⑴と同様の方法により取得できます。

　　イ�　質問書の提出方法

　　　�　次の期間に上記３⑴の場所に質問書を持参する

か、指定の電子メールアドレス宛てにＥｘｃｅｌ

形式のまま送付してください。

　　　�　なお、質問書をメールにて送付した場合は、そ

の旨を上記４⑶の担当まで御連絡ください。

　　　　配布・提出期間　�令和５年11月27日～令和５年

12月11日

　　　　　　　　　　　　�（土曜日、日曜日及び祝日を

除く。）

　　　　　　　　　　　　�午前８時30分～正午、午後１

時～午後５時

　　　�　電子メールアドレス　23keiyak@city.kawasaki.jp

　　　�　質問書は、川崎市ホームページ（「入札情報か

わさき」の「共通ダウンロードコーナー」の上下

水道局「入札参加手続関係」に掲げる「質問書」

からダウンロードできます。

　　　�　また、持参により質問書を提出する場合には、

紙の質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＥ

ｘｃｅｌ形式のまま保存した質問書を提出してく

ださい。（どちらか一方の場合には、質問を受け

付けません。）

　　　�　また、質問書の郵送による提出は認めません。

　⑵�　質問に対する回答

回答については、入札参加者から質問が提出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にした

質問回答書（ＰＤＦファイル）を、入札参加資格が

あると認められた入札参加者に対して、８の確認通

知書の交付日に確認通知書に添付して交付します。

なお、回答後に再質問は受け付けません。

８�　確認通知書の交付

競争入札参加申込書を提出した者には、令和５・６

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物品」の

委任先メールアドレスに、令和６年１月10日までに確

認通知書を送付します。

また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和６年１月10日の午前９時から正午まで

の間に３⑴の場所において確認通知書を交付します。

９�　競争入札参加資格の喪失

競争入札参加資格があると認められた者が、開札前

に次のいずれかに該当するときは、この入札に参加す

ることができません。

　⑴�　この公告に定める資格要件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記
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載をしたとき。

10�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

１⑴の購入物品ごとにそれぞれ入札に付すことと

し、入札金額は予定使用電力量に対する総価で行い

ます。

また、入札金額は、税抜き価格をもって落札価格

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消

費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載し

てください。

なお、契約は、総価の基礎となった明細内訳書の

各単価で締結します。

　　ア�　持参による入札の場合

　　（�）入札書の提出日時　令和６年１月24日

　　　　　　　　　　　　　　午前10時30分

　　（�）入札書の提出場所　本庁舎３階入札室

　　　　　　　　　　　　　　（川崎区宮本町１番地）

　　イ�　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（�）入札書の提出期限　令和６年１月22日　必着

　　（�）入札書の提出先　３⑴に同じ。

　⑵�　開札の日時及び場所

　　ア�　日時　令和６年１月24日　午前10時30分

　　　　　　　�１⑴アからタまでの購入物品の開札を同

時に行います。

　　イ�　場所　本庁舎３階入札室（川崎区宮本町１番地）

　⑶�　入札保証金

免除とします。

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とします。た

だし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあ

ります。

　⑸�　入札の無効

この公告に示した競争入札参加資格のない者が

行った入札及び川崎市上下水道局において定める川

崎市上下水道局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

11�　契約の手続等

次により、契約を締結します。

　⑴�　契約保証金

契約単価に予定使用電力量を乗じて得た額の10

パーセントを納付しなければなりません。ただし、

川崎市上下水道局契約規程第33条各号のいずれかに

該当する場合は、免除とします。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程、川

崎市上下水道局競争入札参加者心得等は、３⑴の場

所において閲覧できます。

12�　契約締結後の提出書類

この契約締結後、一般送配電事業者と「接続供給契

約」、「事故時補給契約」等の電力バックアップ契約を

締結し、契約書の写しを提出してください。ただし、

東京電力エナジーパートナー株式会社がこの契約の相

手方となった場合には、不要とします。

13�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は、入札説明書によります。

　⑶�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道局競争

入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷�　当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会におけ

る、本調達に係る予算の議決（令和６年３月頃）を

要します。

14�　Summary

　⑴�　�Nature� and� quantity� of� the� products� to� be�

purchased：

　　ａ��Electricity�4,056,311kWh�to�use�at�Nagasawa�

Purification�Plant

　　ｂ��Electricity�2,899,075kWh�to�use�at�Shiomidai�

Regulating�Reservoir

　　ｃ��Electricity� 5,900,000kWh� to� use� at� Ikuta�

Purification�Plant

　　ｄ��Electricity� 2,370,343kWh� to� use� at� Hirama�

Regulating�Reservoir

　　ｅ��Electricity�3,256,622kWh�to�use�at�Saginuma�

Regulating�Reservoir

　　ｆ��Electricity�23,628,130kWh�to�use�at�Iriezaki�

Sludge�Treatment�Center

　　ｇ��Electricity�21,376,320kWh�to�use�at�Iriezaki�

Wastewater�Treatment�Center

　　ｈ��Electricity� 12,009,774kWh� to� use� at� Kase�

Wastewater�Treatment�Center

　　ｉ��Electricity� 35,869,128kWh� to� use� at�

Todoroki�Wastewater�Treatment�Center

　　ｊ��Electricity� 5,932,991kWh� to� use� at� Asao�

Wastewater�Treatment�Center

　　ｋ��Electricity� 4,293,737kWh� to� use� at� Tode�

Pumping�Station�and�others

　　ｌ��Electricity�2,855,615kWh�to�use�at�Komukai�

Pumping�Station�and�others



川 崎 市 公 報

－5569－

（第1,879号）令和5年(2023年)11月27日

　　ｍ��Electricity�797,177kWh�to�use�at�Shibukawa�

Pumping�Station

　　ｎ��Electricity� 1,125,000kWh� to� use� at� Inada�

Water�Intake�Station

　　ｏ��Electricity�1,201,499kWh�to�use�at�Hosoyama�

Transmission�Pumping�Station

　　ｐ��Electricity� 923,668kWh� to� use� at� Rokugo�

Pumping�Station�and�others

　⑵�　Time-limit�for�tender：

　　ａ　�Direct�delivery

　　　　10:30�A.M.�24�January�2024

　　ｂ　By�mail

　　　　22�January�2024

　⑶�　Contract�point�for�the�notice：

　　　KAWASAKI�CITY�OFFICE

　　　Contract�Section

Property�Administration�Department

Finance�Bureau

�１�Miyamoto-cho,�Kawasaki-ku,�Kawasaki-city,�

Kanagawa

210-8577,Japan

TEL：044－200-2093

　⑷�　Language：�

�Japanese� is� the� only� language� used� in� all�

the�contract�procedures　

交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第64号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月１日

� 川崎市交通事業管理者　　　　　　

� 交通局長　中　上　一　夫　　

１�　一般競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

マスクフィットテスターセット　購入

　⑵�　履行場所

局の指定する場所

　⑶�　履行期間

契約締結日から令和６年１月31日まで

　⑷�　業務概要

仕様書のとおり。

２�　一般競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和５・６年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「計測機器・光理化学

機器」、種目「光理化学機器」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入・設置することが可能であること。

　⑸�　当該入札に係る参加申込時に、記名押印された

「納入予定物品仕様書」を提出すること。

また、製品のカタログ又は納入予定物品が仕様書

に記載されている製品規格要件を満たしていること

を証明できる資料を提出すること。

提出された書類等を審査した結果、当該物品を納

入することができると認められたものに限り、入札

に参加することができることとする。

３�　一般競争入札参加に必要な手続

この入札に参加を希望する者は、次により必要書類

を提出しなければなりません。

　⑴�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ　�上記２⑸を証明する書類（「納入予定物品仕様

書」及びカタログ等）

　⑵�　提出場所及び問い合わせ先

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

川崎御幸ビル９階

企画管理部経理課　契約担当　神宮司

電話　044－200－3228

　⑶�　提出期間

令和５年11月１日から令和５年11月９日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで。（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑷�　提出方法

持参

４�　入札説明書の入手方法

市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」

→「交通局物品入札公表一覧」→「令和５年度」から

ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも

配布しています。

５�　一般競争入札参加資格確認の通知

一般競争入札参加資格確認申請書等を提出した者に

は、その結果を令和５年11月15日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６�　仕様に関する問い合わせ先

自動車部運輸課　須藤

電話　044－200－3241

７�　一般競争入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。
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　⑴�　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書等について、虚

偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵�　入札書の提出方法等

郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す

ることを確認して提出してください。

　　ア�　郵送

　　（�）提出期限　令和５年11月22日　必着

　　（�）宛　　先　�〒210－8577

　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　イ�　持参

　　（�）提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達後から令和５年11月22日まで

の、午前８時30分から正午まで及

び午後１時から午後５時15分まで

（土曜日及び日曜日を除く。）

　　（�）提出先　�川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階

　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　⑶�　開札の日時及び場所

　　ア�　日　時　令和５年11月27日　午後２時00分

　　イ�　場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　⑷�　入札保証金

免除

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とします。た

だし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあ

ります。

　⑹�　入札の無効

川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９�　契約の手続等

次により、契約を締結します。

　⑴�　契約保証金

契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵�　契約書作成の要否

必要

10�　その他

　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい

て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第65号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月１日

� 川崎市交通事業管理者　　　　　　

� 交通局長　中　上　一　夫　　

１�　一般競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

産業廃棄物（汚泥）処分業務委託

　⑵�　履行場所

交通局が指定する場所

　⑶�　履行期間

契約締結日から令和６年３月31日まで

　⑷�　業務概要

産業廃棄物（汚泥）処分業務。詳細は仕様書のと

おり。

２�　一般競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和５・６年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物

処分業」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　産業廃棄物処分業（汚泥）の許可を、処分場のあ

る自治体から受けていること。

　⑸�　本業務を実施する処分場の所在が川崎市、横浜市

及び東京23区のいずれかにあること。

　⑹�　仕様書の内容を遵守し、当該業務を確実に履行す

ることが可能であること。

３�　一般競争入札参加に必要な手続

この入札に参加を希望する者は、次により必要書類

を提出しなければなりません。
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　⑴�　提出書類

　　ア�　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ�　上記２の⑷及び⑸を証明する書類（処分場のあ

る自治体からの許可証等）の写し。

　⑵�　提出場所及び問い合わせ先

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

川崎御幸ビル９階

企画管理部経理課　契約担当　神宮司

電話　044－200－3228

　⑶�　提出期間

令和５年11月１日から令和５年11月９日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑷�　提出方法

持参

４�　一般競争入札参加資格確認申請書及び入札説明書の

入手方法

市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」

→「交通局委託入札公表一覧」→「令和５年度」から

ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも

配布しています。

５�　一般競争入札参加資格確認の通知

一般競争入札参加資格確認申請書等を提出した者に

は、その結果を令和５年11月15日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６�　仕様に関する問い合わせ先

自動車部管理課　星子

電話　044－200－3235

７�　一般競争入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴�　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書等について、虚

偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

単価と予定数量を乗じた総価で行います。この金

額には、その他一切の諸経費を含めて算定してくだ

さい。入札者は、算定した金額から消費税及び地方

消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載

してください。

　⑵�　入札書の提出方法等

郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す

ることを確認して提出してください。

　　ア�　郵送

　　（�）提出期限　令和５年11月22日　必着

　　（�）宛　　先　〒210－8577

　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　イ�　持参

　　（�）提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達後から令和５年11月22日まで

の、午前８時30分から正午まで及

び午後１時から午後５時15分まで

（土曜日及び日曜日を除く。）

　　（�）提出先　　�川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

川崎御幸ビル９階

　　　　　　　　�　川崎市交通局企画管理部経理課長

　⑶�　開札の日時及び場所

　　ア�　日　時　令和５年11月27日　午後２時20分

　　イ�　場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　⑷�　入札保証金

免除

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹�　入札の無効

川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９�　契約の手続等

次により、契約を締結します。

　⑴�　契約保証金

契約金額の10％とします。なお川崎市交通局契約規

程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵�　前払金

無

　⑶�　契約書作成の要否

必要

10�　その他

　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい

て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで

す。
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病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第54号

入　　札　　公　　告

工事請負契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月１日

� 川崎市病院事業管理者　金　井　 　雄

１�　総則

　⑴�　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（以下

「建築契約係」といいます。）

電話：044‐200‐2100

窓口：�令和５年11月に本庁舎に移転しますので、

移転前と移転後で次のとおり変更になりま

す。

　　ア�　令和５年11月５日まで　川崎市川崎区宮本町６

番地　明治安田生命ビル13階

　　イ�　令和５年11月６日以降　川崎市川崎区宮本町１

番地　本庁舎16階

　⑵�　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程は、建築契約係の窓口で縦覧できるほか、イン

ターネットにおいて、病院局入札情報のページで閲

覧することができます。

（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶�　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、閉庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷�　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア�　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に建築契約係窓口で受付けます。

　　イ�　競争参加者は、別紙の案件ごとに定められた競

争参加資格のほか、次の全ての条件を満たす必要

があります。

　　（�）�川崎市病院局契約規程第２条の規定に該当し

ないこと。

　　（�）�川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（�）�法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（�）�本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行す

ること。

　　ウ�　競争参加資格があると認めた者には、別紙の案

件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交付し

ます。競争参加資格があると認め難い者には、別

途お知らせします。

　　エ�　競争参加資格があると認めた者が、競争参加申

込書及び本書に定めるその他の提出書類について

虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参加す

ることはできません。

　⑸�　入札及び開札について

　　ア�　本案件は郵便入札にて執行します。入札方法の

詳細については別に定めるところによります。ま

た、開札は別紙の案件ごとに定める日時におい

て、次の場所で執行します。

　　　�　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（川

崎市川崎区宮本町１番地）本庁舎16階

　　イ�　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　�　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を提出しなければなりません。

　　ウ�　入札保証金は免除します。

　　エ�　落札者の決定方法

　　　�　別紙の案件ごとに契約規程第14条の規定に基づ

いて作成した予定価格の範囲内の金額で入札した

者のうち、総合評価点の最も高い者を落札候補者

とします。また、最も高い者が複数ある場合には、

くじにより落札候補者を決定します。なお、入札

書記載金額の最も低い者が予定価格を上回り、落

札者候補者を決定できないときは、翌日に再度入

札を行います。その際は、対象者に別途連絡しま

す。

　　（�）総合評価点の算出方法

　　　　　�総合評価点の算出方法については、「発注情

報詳細」において明示します。

　　（�）価格失格基準について

　　　　　�価格失格基準の設定の有無については、「発

注情報詳細」において明示します。

　　（�）落札者の決定

　　　　　�当該落札候補者について入札参加資格を満た

しているかどうかの最終的な資格審査を実施

し、その者の入札価格が調査基準価格(税抜)

を下回っている場合には、併せてその者の入

札価格による当該契約の適正な履行の確保に

ついての適否を判断し、落札者として決定し
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院救命救急センター新築電気その他設備工事

履行場所 川崎市川崎区新川通12番１号

履行期間 契約の日から令和７年９月30日まで

競 争 参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構

成員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければ

なりません。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割

合を上回らなければいけません。

⑴�　全ての構成員に必要な条件

　ア�　川崎市病院局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　イ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　ウ�　次の（ア）から（ウ）のいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　（ア）令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　（イ）経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　（ウ）建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記（ア）以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札

システムによる申込ができません。

　エ�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　オ�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」で登録され

ていること。

　カ�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による

中小企業者であること。

　キ�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　ク�　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

⑵�　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　ア�　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　イ�　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなけれ

ばなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それ

ぞれの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑶�　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　ア�　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　イ�　主任技術者（業種「電気」）を専任で配置できること。

　　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなけれ

ばなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

申 込 締 切 日 令和５年11月13日㈪まで受付けます。

予 定 価 格 未定

ます。これら審査等の結果、当該落札候補者

に資格がないと認めたとき又はその者の入札

価格によっては、当該契約の適正な履行が確

保されない恐れがあると認められるときは、

当該入札を無効とし、順次、総合評価点の高

い入札者について、必要に応じて、同様の審

査等を実施し落札者を決定します。

　　オ�　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑹�　契約の締結について

契約書の作成を必要とします。

詳細については、各案件の「発注情報詳細」及び

「川崎市病院局入札契約に関する共通事項（工事・

病院局・総合評価一般競争入札）」を御覧ください。
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川崎市病院局公告第55号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月10日

� 川崎市病院事業管理者　金　井　 　雄

１�　総則

　⑴�　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵�　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに物品調達に関する仕様書等入札に必要な書

類は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、イ

ンターネットにおいて、病院局入札情報のページで

閲覧及びダウンロードすることができます。

（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶�　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷�　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア�　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参により受け

付けます（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く

午前８時30分～正午及び午後１時～午後５時15分）。

　　イ�　本書において「名簿」とは、「令和５・６年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　（�）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（�）�川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（�）�法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（�）�本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行す

ること。

　　ウ�　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ�　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸�　仕様等に関する問合せの方法について

仕様等に関する問合せは、別紙の案件ごとに定め

られた期間に質問書（様式は病院局入札情報のペー

ジで取得できます。）により受け付けます（土曜日、

日曜日及び国民の祝日を除く午前８時30分～正午及

び午後１時～午後５時15分）｡

電子メールアドレス　83keiyaku@city.kawasaki.jp

また、提出された質問書は、１⑴の照会窓口に回

答書とともに掲示を行い、併せて１⑵の病院局入札

情報のページにも掲載を行います。

なお、回答後に再質問は受け付けません。また、

入 札 保 証 金 免除とします。

低 入 札 調 査

基 準 価 格
設定します。

郵便入札締切日 令和５年12月14日㈭必着

開 札 日 令和６年１月５日㈮午前10時00分

そ の 他

⑴�　病院局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用し

ます。

⑵�　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」及

び「川崎市入札契約に関する共通事項（工事・病院局・総合評価一般競争入札）」に定めると

ころによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、

落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落札者の決

定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算点を

得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する歯科用ユニットの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１�（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和６年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種�「医療機器」

種　目�「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和５年11月10日から令和５年11月17日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和５年11月10日から令和５年11月17日まで受け付けます。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和５年11月30日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する全身麻酔器の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１�（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和６年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種�「医療機器」

種　目�「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

　⑹�　入札及び開札について

　　ア�　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。

　　イ�　入札書の提出方法は、持参とします。

　　ウ�　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人としま

す。なお、代理人が立会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する権限の委任を受け

た旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　エ�　入札保証金は免除します。

　　オ�　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。入札書記載金額の最も低い者が予定

価格を上回り、落札者を決定できないときは、再

度入札を行います。ただし、その前回の入札が参

加者心得の規定により無効とされた者及び開札に

立会わない者は再度入札に参加できません。

　　カ�　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺�　契約の締結について

落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア�　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ�　契約書の作成を必要とします。

　⑻�　その他

この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

契約規程、参加者心得等の定めるところによります。
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競争参加の申込 令和５年11月10日から令和５年11月17日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和５年11月10日から令和５年11月17日まで受け付けます。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和５年11月30日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院人工膝関節用手術支援ロボット（CORI）１式賃貸借契約

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１�（川崎市立川崎病院）

履行期間 令和５年12月１日から令和６年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種�「医療機器」

種　目�「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和５年11月10日から令和５年11月17日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和５年11月10日から令和５年11月17日まで受け付けます。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和５年11月24日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件４）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院で使用する自動固定包埋装置の調達

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 契約締結日から令和６年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種�「医療機器」

種　目�「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和５年11月10日から令和５年11月17日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和５年11月10日から令和５年11月17日まで受け付けます。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和５年11月30日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。
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川崎市病院局公告第56号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和５年11月10日

� 川崎市病院事業管理者　金　井　 　雄

１�　総則

　⑴�　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　

川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵�　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに調達に関する仕様書等入札に必要な書類

は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、イン

ターネットにおいて、病院局入札情報のページで閲

覧及びダウンロードすることができます。

（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶�　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷�　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア�　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参により受け

付けます（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く

午前８時30分～正午及び午後１時～午後５時15分）。

　　イ�　本書において「名簿」とは、「令和５・６年度

業務委託有資格業者名簿」をいいます。競争参加

者は、別紙の案件ごとに定められた競争参加資格

のほか、次の全ての条件を満たす必要があります。

　　（�）�契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（�）�川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（�）�法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（�）�本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行す

ること。

　　ウ�　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ�　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件５）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院で使用する硬性尿管鏡の調達

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 契約締結日から令和６年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種�「医療機器」

種　目�「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和５年11月10日から令和５年11月17日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和５年11月10日から令和５年11月17日まで受け付けます。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和５年11月30日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院屋外附帯解体及び土壌汚染対策工事家屋事後調査委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12番１号

履行期間 契約締結日から令和６年３月15日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「補償コンサルタント」

種　　目　「事業損失部門」

地域区分 「市内」

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和５年11月10日から令和５年11月20日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和５年11月10日から令和５年11月20日まで受け付けます。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和５年12月12日　午前11時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９�　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定します。

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項
件　　名 川崎病院空調自動制御機器他更新整備委託

　⑸�　仕様等に関する問合せの方法について

仕様等に関する問合せは、別紙の案件ごとに定め

られた期間に質問書（様式は病院局入札情報のペー

ジで取得できます。）により受け付けます（土曜日、

日曜日及び国民の祝日を除く午前８時30分～正午及

び午後１時～午後５時15分）｡

電子メールアドレス　83keiyaku@city.kawasaki.jp

また、提出された質問書は、１⑴の照会窓口に回

答書とともに掲示を行い、併せて１⑵の病院局入札

情報のページにも掲載を行います。

なお、回答後に再質問は受け付けません。また、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

　⑹�　入札及び開札について

　　ア�　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。

　　イ�　入札書の提出方法は、持参とします。

　　ウ�　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参

加資格確認通知を受けた者又はその代理人とし

ます。なお、代理人が立会う場合は、入札に関

する権限及び開札の立会いに関する権限の委任

を受けた旨の書面を事前に提出しなければなり

ません。

　　エ�　入札保証金は免除します。

　　オ�　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。入札書記載金額の最も低い者が予定

価格を上回り、落札者を決定できないときは、再

度入札を行います。ただし、その前回の入札が参

加者心得の規定により無効とされた者及び開札に

立会わない者は再度入札に参加できません。

　　カ�　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺�　契約の締結について

落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア�　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ�　契約書の作成を必要とします。

　⑻�　その他

この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

契約規程、参加者心得等の定めるところによります。
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病院局公告（調達）

川崎市病院局公告（調達）第20号

入　　札　　公　　告

特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和５年11月27日

� 川崎市病院事業管理者　金　井　 　雄

１�　総則

　⑴�　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵�　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほか契約関係規程

並びに物品調達に関する仕様書等入札に必要な書類

は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、イン

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

履行場所 川崎市川崎区新川通12番１号

履行期間 契約締結日から令和６年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「施設維持管理」

種　　目　「電気・機械設備保守点検」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和５年11月10日から令和５年11月20日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和５年11月10日から令和５年11月20日まで受け付けます。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和５年12月４日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９�　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院二酸化炭素消火設備貯蔵容器交換委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12番１号

履行期間 契約締結日から令和６年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　　種　「施設維持管理」

種　　目　「消火設備保守点検」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和５年11月10日から令和５年11月20日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和５年11月10日から令和５年11月20日まで受け付けます。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和５年12月４日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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ターネットにおいて、病院局入札情報のページで閲

覧及びダウンロードすることができます。

（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶�　本書に示された諸手続で期間が定められている場

合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、閲

覧を含む諸手続の時間については、当該期間の日の

午前８時30分から正午までと、午後１時から午後５

時15分までに限ります。

２�　一般競争入札に付する事項

　⑴�　件名

川崎病院コメディカルスタッフ用白衣賃貸借契約

　⑵�　履行場所

川崎市立川崎病院

　⑶�　契約期間

令和６年４月１日から令和10年９月30日まで

　⑷�　調達概要

川崎病院コメディカルスタッフ用白衣等を供給す

る業務。詳細は仕様書によります。

３�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満た

していなければなりません。

　⑴�　契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中で

ないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中ではないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿に業種「リース」で登録されている

者。

なお、有資格者名簿に登載のない者（入札参加業

種に登載のない者も含む。）は、財政局資産管理部

契約課に所定の様式により資格審査申請を令和５年

12月７日㈭までに行ってください。

　⑷�　医療法施行規則第９条の14で定める基準に適合す

ることを証明するため、ア又はイのいずれかの書面

を提出すること。

　　ア�　一般財団法人医療関連サービス振興会の医療関

連サービスマーク認定証の写し

　　イ�　アの認定を取得していない場合は、次の全ての

書面

　　　(ｱ)　�洗濯施設の所在地その他医療法施行規則第

９条の14に規定する処理能力を証明する書

面

　　　(ｲ)　�運搬方法、洗濯物の処理の方法、洗濯施設

の清潔保持の方法を記載した標準作業書

　　　(ｳ)　�業務の管理体制を記載した業務案内書

　　　(ｴ)　業務上必要な研修実施調書

４�　入札参加申込書の配付及び提出

一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配付・提出場所

〒210-0006　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　　　　川崎御幸ビル７階

　　　　　　病院局契約担当

電話　044-200-3857（直通）

　⑵�　配付・提出期間

令和５年11月27日㈪から令和５年12月７日㈭まで

ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く

午前８時30分～午後５時15分（ただし、正午から

午後１時を除く）

　⑶�　提出書類

　　ア�　入札参加申込書

　　イ�　上記３⑷を証明する書面の写し

　　ウ�　納入予定物品説明書

　　　�　競争参加者は、納入予定物品説明書（同等品を

含む。）をそれぞれ３部ずつ病院局契約担当窓口

に提出してください。また、納入予定物品説明書

の構成は次のとおりとします。ただし、次のうち

(ｲ)(ｳ)(ｴ)を取りまとめての作成、又は(ｲ)(ｳ)(ｴ)

を(ｱ)に含めての作成は可とします。

　　（ｱ）　提案書（応札する商品のカタログを含む。）

　　（ｲ）　�応札仕様書（供給業務仕様書別紙規格表と

対比させて作成のこと。）

　　（ｳ）　納入条件に関する資料

　　（ｴ）　納入に要する期間に関する資料

　　（ｵ）　�同等品の場合における見本（原則としてＭ

サイズ１着）

　⑷�　提出方法

持参とします。

５�　競争入札参加資格確認通知書の交付

入札参加申込書を提出した者には、令和５・６年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メールア

ドレスに、その結果を競争参加資格確認通知書により

申請申込締切日後１週間以内に送付します。なお、当

該委任先メールアドレスを登録していない者にはファ

クシミリで送付します。

６�　入札説明書の交付

入札説明書は４⑴の場所において令和５年11月27日

㈪から令和６年1月19日㈮までに縦覧に供するととも

に、病院局入札情報のホームページに掲載します。

７�　仕様書等に関する質問・回答

　⑴�　質問

次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。
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また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア�　質問書の配付・提出場所

　　　　４⑴と同じ。

　　イ�　質問書の配付・提出期間

　　　　令和５年11月27日㈪から令和５年12月13日㈬まで

　　ウ�　質問書の提出方法

　　　�　仕様書等に関する質問は、所定の質問書（様式

は病院局入札情報のページで取得できます。）を

用いて、電子メールにより受付けます｡

　　　　電子メールアドレス　83keiyaku@city.kawasaki.jp

　⑵�　回答

　　ア�　回答日

　　　　令和５年12月19日㈫

　　イ�　回答方法

　　　�　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合のみ、全ての質問及び回答を一覧表にし

た質問回答書を４⑴の照会窓口に掲示し、併せて

１⑵の病院局入札情報のページにも掲載します。

　　　�　なお、回答後の再質問は受付けしません。

　⑶�　その他

入札後、当該仕様書等について不知又は不明を理

由として異議を申し立てることはできません。

８�　入札参加資格の喪失

入札参加資格があると認められた者が、開札前に上

記３の各号のいずれかの条件を欠いたときは、入札参

加資格を喪失します。

９�　入札手続等

　⑴�　入札方法

　　ア�　持参による入札の場合

　　　　入札書の提出日時　�令和６年１月19日㈮午前10

時00分

　　　　入札書の提出場所　�川崎市川崎区砂子１丁目８

番地９

　　　　　　　　　　　　　川崎御幸ビル７階

　　　　　　　　　　　　　病院局会議室

　　イ�　郵送による入札の場合

　　　　入札書の提出期限　令和６年１月17日㈬必着

　　　　入札書の宛先　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　　　　　川崎市病院局経営企画室

　　　　　　　　　　　　　経理担当課長

　　　�　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の入

札書を入れて封印し、当該封筒に２⑴の件名及び

「入札書在中」と明記し、必ず書留郵便により送

付してください。

　　　�　また、当該送付を行ったら速やかに、４⑴の場

所に必ず電話をしてください。

　⑵�　入札金額

入札金額は仕様書に記載された契約単価の金額と

なります。

　⑶�　入札保証金　免除

　⑷�　開札の日時・場所　　９⑴アに同じ

　⑸�　落札者の決定方法

契約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価

格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

参加者心得で無効と定める入札は、これを無効と

します。

　⑺�　再度入札

入札書記載金額の最も低い者が入札予定価格を上

回り、落札者が決定できないときは、入札日の翌日

から起算して３日後に再度入札を行います。その際

は、対象者に別途連絡します。ただし、その前回の

入札が参加者心得の規定により無効とされた者は再

度入札に参加できません。

10�　契約手続等

　⑴�　推定総金額

契約単価に予定職員数及び契約月数を乗じて得た

金額に消費税及び地方消費税額を加算したものとし

ます。

　⑵�　契約保証金

契約保証金は推定総金額の10％とします。ただ

し、川崎市病院局会計規程第７条に定める有価証券

（振替債を除く）の提供、又は金融機関若しくは保

証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代え

ることができます。

また、契約規程第34条各号に該当する場合は、契

約保証金の納付を免除します。

　⑶�　前払金　無

　⑷�　契約作成の要否　要

　⑸�　契約条項等の閲覧　１⑵に同じ

　⑹�　川崎市議会において、この契約に係る令和６年度

の予算を定める議会の議決がない場合又は当該予算

の削除を伴う議決があった場合については、発注者

はこの契約を変更又は解除することができます。

11�　その他

　⑴�　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は入札説明書によります。

　⑶�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、契約

規程、参加者心得等の定めるところによります。

　⑸�　関連情報を入手するための照会窓口　４⑴に同じ
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12�　Summary

　⑴�　�Nature� and� quantity� of� product� to� be�

purchased:Medical�workers�uniforms�to�be�used�

at�Kawasaki�Municipal�Kawasaki�Hospital.

　⑵�　�Time-limit�for�tender:10:00�A.M.�19th�January�

2024

　⑶�　�Time-limit� for� tender� by� mail:17th� January�

2024

　⑷�　�Contact� point� for� the� notice:KAWASAKI� CITY�

OFFICE�Accounting�section,�Management�Planning�

Office,Municipal� Hospital� Management� Bureau�

Kawasakimiyuki�bldg.�7F

1-8-9,�Isago,�Kawasaki

Kawasaki,�Kanagawa,�210-0006,�JAPAN

Tel　044-200-3857(Direct-in)

教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第21号

情報通信技術を活用した方法により行う行

政手続等

川崎市情報通信技術を活用した行政の推進に関する

条例施行規則（平成18年川崎市教育委員会規則第６号）

第３条の規定により、電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う

手続等を次のように定め、令和５年11月１日から施行

する。

なお、令和４年川崎市教育委員会告示第７号は、同日

に廃止する。

令和５年11月１日

� 川崎市教育委員会　　　

� 教育長　小田嶋　満　　

根拠となる条例等の条項
対象手続等

名称 条項

川崎市情報公開条例施行規

則(平成13年川崎市教育委員

会規則第７号)

第３条

第１項
公文書開示請求

川崎市立学校施設使用規則

（昭和27年川崎市教育委員

会規則第３号）

第３条 使用の申請

川崎市立高等学校の授業料

等及び川崎市立川崎高等学

校附属中学校の入学選考料

の徴収に関する条例施行規

則（昭和31年川崎市教育委

員会規則第４号）

第４条

第１項
授業料等減免の申請

川崎市市民館使用規則(昭和

47年川崎市教育委員会規則

第29号)

第３条 使用許可申請

川崎市市民館に係る指定管

理者の指定の手続等に関す

る規則（令和５年川崎市教

育委員会規則第12号）

第３条

第２項
事業計画書等の提出

川崎市立図書館規則（平成

２年川崎市教育委員会規則

第15号）

第７条

第２項
登録の申込み

川崎市立図書館に係る指定

管理者の指定の手続等に関

する規則（令和５年川崎市

教育委員会規則第13号）

第３条

第２項
事業計画書等の提出

川崎市教育文化会館使用規

則(昭和42年川崎市教育委員

会規則第３号)

第３条 使用許可申請

川崎市青少年の家条例施行

規則（昭和63年川崎市教育

委員会規則第12号）

第３条

第２項
事業計画書等の提出

川崎市少年自然の家条例施

行規則（昭和52年川崎市教

育委員会規則第18号）

第３条

第２項
事業計画書等の提出

川崎市黒川青少年野外活動

センター条例施行規則（平

成３年川崎市教育委員会規

則第１号）

第３条

第２項
事業計画書等の提出

川崎市子ども夢パーク条例

施行規則（平成15年川崎市

教育委員会規則第９号）

第３条

第２項
事業計画書等の提出

川崎市博物館の登録等に関

する規則（平成27年川崎市

教育委員会規則第４号）

第３条 登録申請

第５条 登録事項等の変更届出

第６条 定期報告

第７条 廃止の届出

第８条 博物館相当施設指定申請

第10条 指定要件欠如の報告

川崎市青少年科学館使用規

則（昭和46年川崎市教育委

員会規則第11号）

第３条

第２項
事業計画書等の提出

川崎市立日本民家園使用規

則（昭和51年川崎市教育委

員会規則第11号）

第３条

第２項
事業計画書等の提出

川崎市有馬・野川生涯学習

支援施設条例施行規則(平成

20年川崎市教育委員会規則

第15号)

第３条

第２項
事業計画書等の提出

第８条 利用許可申請

川崎市文化財保護条例施行

規則（昭和34年川崎市教育

委員会規則第２号）

第２条 指定申請

第６条 補助申請

第８条 滅失、毀損等の報告

第９条 所在及び所有権の変更

第10条 現状の変更

第11条 保持者の身分等の変更

第12条 再交付申請

　　　───────────────────
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川崎市教育委員会告示第22号

川崎市教育委員会定例会を次のとおり招集します。

令和５年11月７日

� 川崎市教育委員会　　　

� 教育長　小田嶋　満　　

１�　日　　時　　令和５年11月14日㈫　13時30分から

２�　場　　所　　教育文化会館　第６・７会議室

３�　議　　事

議案第31号　免職処分取消等請求控訴事件について

議案第32号　令和５年度教職員表彰について

議案第33号　�川崎市文化財保存活用地域計画（案）

の策定について

４�　その他報告等

選挙管理委員会告示

川崎市選挙管理委員会告示第23号

川崎市選挙管理委員会の委員長及び委員長職務代理者

に異動があり、新たに就任した者の氏名及び住所は次の

とおりです。

令和５年11月１日

� 川崎市選挙管理委員会　　　

� 委員長　山　田　益　男　　

（就任日　令和５年11月１日）

監 査 公 表

 ５川監公第８号　

 令和５年11月27日　

監査の結果の報告に基づく措置について

（公表）

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の

規定により、令和５年３月27日付け５川監公第３号で公

表した監査の結果の報告に基づき、川崎市長から措置を

講じた旨通知がありましたので、次のとおり公表します。

� 川崎市監査委員　大　村　研　一　　

� 同　　　　　　　川　上　善　行　　

� 同　　　　　　　石　田　康　博　　

� 同　　　　　　　かわの　忠　正　　
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１
 

令
和

４
年

度
第

２
回

定
期

（
財

務
）

監
査

・
行

政
監

査
結

果
に

対
す

る
措

置
状

況
 

（
１

）
定

期
（

財
務

）
監

査
 

ア
 

調
定

手
続

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

川
崎

市
病

院
局

会
計

規
程

（
平

成
１

７
年

川
崎

市
病

院
局

規
程

第
３

６
号

）
第

１

７
条

第
１

項
に

よ
る

と
、

収
入

の
調

定
を

し
よ

う
と

す
る

場
合

は
、

振
替

伝
票

及
び

調
定

伺
書

を
発

行
し

、
収

入
の

根
拠

、
所

属
年

度
、

収
入

科
目

、
納

入
す

べ
き

金
額

、

納
入

義
務

者
等

を
明

ら
か

に
し

た
書

類
を

添
付

し
、

決
裁

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、
同

条
第

２
項

に
よ

る
と

、
第

１
項

の
規

定
は

、
収

入
の

調
定

を
更

正
し

よ
う

と
す

る
場

合
に

つ
い

て
準

用
す

る
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

未
収

金
に

係
る

調
定

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

誤
調

定
等

を
更

正
し

て
い

な
か

っ

た
事

例
が

あ
っ

た
。

 

 
 

 
 

規
程

に
基

づ
き

、
調

定
手

続
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
の

た
め

、
課

内
会

議
で

周
知

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
誤

調
定

の
経

緯
お

よ
び

処
理

状
況

を
調

査
し

、
調

定
の

更
正

を
実

施
し

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
調

定
事

務
に

努
め

ま
す

。
 

（
病

院
局

総
務

部
庶

務
課

、
川

崎
病

院
事

務
局

庶
務

課
、

同
医

事
課

、
井

田
病

院
事

務
局

医
事

課
）

 

イ
 

戻
入

未
済

に
係

る
調

定
手

続
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

地
方

自
治

法
施

行
令

（
昭

和
２

２
年

政
令

第
１

６
号

）
第

１
５

９
条

に
よ

る
と

、

歳
出

の
過

渡
し

と
な

っ
た

金
額

を
返

納
さ

せ
る

と
き

は
、

収
入

の
手

続
の

例
に

よ
り

、

こ
れ

を
当

該
支

出
し

た
経

費
に

戻
入

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、

 

５
川

総
コ

第
６

３
号

 

令
和

５
年

９
月

２
９

日
 

 

川
崎

市
監

査
委

員
 

大
 

村
 

研
 

一
 

様
 

同
 

 
 

 
 

 
 

川
 

上
 

善
 

行
 

様
 

同
 

 
 

 
 

 
 

石
 

田
 

康
 

博
 

様
 

同
 

 
 

 
 

 
 

か
わ

の
 

忠
 

正
 

様
 

 

川
崎

市
長

 
 

福
田

 
紀

彦
 

  

監
査

の
結

果
の

報
告

に
基

づ
く

措
置

に
つ

い
て

（
通

知
）

 

 

地
方

自
治

法
（

昭
和

２
２

年
法

律
第

６
７

号
）

第
１

９
９

条
第

１
４

項
の

規
定

に
よ

り
、

令
和

５
年

３
月

２
７

日
付

け
５

川
監

報
第

２
号

で
報

告
の

提
出

が
あ

り
ま

し
た

監
査

の
結

果

に
基

づ
き

、
次

の
と

お
り

措
置

を
講

じ
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。
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指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
の

た
め

、
関

係
職

員
に

周
知

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
令

和
５

年
度

に
つ

い
て

は
、

納
期

限
ま

で
に

納
入

さ
れ

た
こ

と
を

確
認

し
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な

徴
収

事
務

に
努

め
ま

す
。

 

（
健

康
福

祉
局

総
務

部
庶

務
課

、
地

域
包

括
ケ

ア
推

進
室

、
長

寿
社

会
部

高
齢

者
在

宅
サ

ー
ビ

ス
課

、
保

健
医

療
政

策
部

動
物

愛
護

セ
ン

タ
ー

）
 

エ
 

行
政

財
産

の
貸

付
け

に
附

帯
す

る
光

熱
水

費
の

算
定

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

川
崎

市
病

院
局

行
政

財
産

の
目

的
外

使
用

許
可

取
扱

要
領

（
令

和
３

年
３

月
３

１

日
付

け
２

川
病

経
第

１
５

２
０

号
）

第
７

条
に

よ
る

と
、

使
用

し
よ

う
と

す
る

行
政

財
産

に
係

る
光

熱
水

費
等

を
、

使
用

許
可

を
受

け
た

者
に

負
担

さ
せ

る
場

合
は

、
川

崎
市

病
院

局
行

政
財

産
の

目
的

外
使

用
許

可
に

係
る

光
熱

水
費

等
の

算
定

基
準

（
令

和
３

年
３

月
３

１
日

付
け

２
川

病
経

第
１

５
１

８
号

。
以

下
「

算
定

基
準

」
と

い

う
。

）
に

基
づ

き
徴

収
す

る
も

の
と

す
る

と
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、

算
定

基
準

は
、

行
政

財
産

の
貸

付
け

に
係

る
光

熱
水

費
等

を
借

受
人

に
負

担
さ

せ
る

場
合

に
つ

い
て

も
適

用
す

る
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

貸
付

け
に

係
る

電
気

料
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
次

の
事

例
が

あ
っ

た
。

 

要
領

等
に

基
づ

き
、

電
気

料
の

算
定

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

 
 

（
ア

）
自

動
販

売
機

に
係

る
電

気
料

に
つ

い
て

、
算

定
基

準
に

基
づ

い
て

算
定

し
て

い

な
か

っ
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

の
た

め
、

適
正

な
事

務
執

行
に

つ
い

て
課

内
会

議
で

周
知

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
算

定
基

準
に

基
づ

く
電

気
料

を
算

定
し

、

還
付

処
理

を
行

い
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
電

気
料

の
算

定
に

努
め

ま
す

。
 

 

同
施

行
令

第
１

６
０

条
に

よ
る

と
、

前
条

の
規

定
に

よ
る

戻
入

金
で

出
納

閉
鎖

後
に

係
る

も
の

は
、

こ
れ

を
現

年
度

の
歳

入
と

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

 

出
納

閉
鎖

後
の

戻
入

未
済

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

現
年

度
の

歳
入

と
し

て
調

定

を
し

て
い

な
か

っ
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

法
令

に
基

づ
き

、
戻

入
未

済
に

係
る

調
定

手
続

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
の

た
め

、
課

内
職

員
に

周
知

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
適

正
な

債
権

額
の

調
定

を
行

い
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な

調
定

事
務

に
努

め
ま

す
。

 

（
健

康
福

祉
局

医
療

保
険

部
国

民
年

金
・

福
祉

医
療

課
）

 

ウ
 

徴
収

手
続

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

川
崎

市
財

産
規

則
（

昭
和

３
９

年
川

崎
市

規
則

第
３

３
号

）
第

２
５

条
第

１
項

第

１
号

に
よ

る
と

、
行

政
財

産
の

使
用

許
可

に
係

る
使

用
料

に
つ

い
て

、
使

用
許

可
の

期
間

が
１

年
以

内
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

使
用

許
可

の
期

間
の

開
始

日
か

ら
起

算
し

て
３

０
日

以
内

に
そ

の
全

額
を

納
付

さ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
、

同
条

同
項

第
２

号
に

よ
る

と
、

使
用

許
可

の
期

間
が

１
年

を
超

え
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

使
用

許
可

の
期

間
の

開
始

日
又

は
年

度
の

開
始

日
か

ら
起

算
し

て
３

０
日

以
内

に
そ

の
会

計
年

度
の

全
額

を
納

付
さ

せ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、
同

規
則

に
よ

る
と

、
行

政
財

産
及

び
市

が
借

り
受

け
た

不
動

産
の

貸
付

け
に

係
る

貸
付

料
に

つ
い

て
も

、
同

様
に

取
り

扱
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

公
有

財
産

等
に

係
る

使
用

料
及

び
貸

付
料

の
徴

収
手

続
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、

規
則

に
定

め
る

納
期

限
を

過
ぎ

た
納

入
通

知
書

を
送

付
し

て
い

た
事

例
が

あ
っ

た
。

 

規
則

に
基

づ
き

、
徴

収
手

続
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］
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［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

川
崎

市
病

院
局

債
権

管
理

規
程

（
平

成
２

６
年

川
崎

市
病

院
局

規
程

第
１

０
号

）

第
３

条
第

１
項

に
よ

る
と

、
そ

の
所

管
に

属
す

べ
き

債
権

が
発

生
し

、
又

は
市

に
帰

属
し

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、

同
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

を
台

帳
に

記
録

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

債
権

管
理

事
務

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

過
年

度
そ

の
他

医
業

外
未

収
金

等
に

お

い
て

、
債

権
の

管
理

に
関

す
る

台
帳

が
作

成
さ

れ
て

い
な

い
債

権
が

あ
っ

た
ほ

か
、

台
帳

は
作

成
さ

れ
て

い
る

も
の

の
、

規
定

に
定

め
る

事
項

の
一

部
が

記
録

さ
れ

て
い

な
い

債
権

が
あ

っ
た

。
こ

の
た

め
、

債
権

発
生

後
の

債
権

管
理

が
適

正
に

行
わ

れ
て

お
ら

ず
、

履
行

期
限

経
過

後
、

督
促

状
を

発
し

て
い

な
い

債
権

も
見

受
け

ら
れ

た
。

 

 
 

 
 

規
程

に
基

づ
き

、
債

権
管

理
事

務
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
の

た
め

、
未

収
金

の
管

理
に

関
す

る
留

意
点

等
を

ま
と

め
た

文
書

に
よ

り
局

内
へ

周
知

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
内

容
確

認
中

の
債

権
を

除
き

、
債

権
管

理
台

帳
の

作
成

、
督

促
や

不
納

欠
損

処
理

等
、

適
正

に
処

理
し

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
債

権
管

理
事

務
に

努
め

ま
す

。
 

（
病

院
局

総
務

部
庶

務
課

、
経

営
企

画
室

、
川

崎
病

院
事

務
局

庶
務

課
、

同
医

事
課

、

井
田

病
院

事
務

局
庶

務
課

、
同

医
事

課
）

 

キ
 

不
納

欠
損

処
分

の
手

続
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

地
方

自
治

法
第

２
３

６
条

第
１

項
に

よ
る

と
、

金
銭

の
給

付
を

目
的

と
す

る
普

通

地
方

公
共

団
体

の
権

利
は

、
時

効
に

関
し

他
の

法
律

に
定

め
が

あ
る

も
の

を
除

く
ほ

か
、

こ
れ

を
行

使
す

る
こ

と
が

で
き

る
時

か
ら

５
年

間
行

使
し

な
い

と
き

は
、

時
効

に
よ

つ
て

消
滅

す
る

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 

 
 

 
 

（
病

院
局

川
崎

病
院

事
務

局
庶

務
課

）
 

 
 

（
イ

）
駐

車
場

に
係

る
電

気
料

に
つ

い
て

、
貸

付
期

間
外

の
使

用
量

を
含

め
た

こ
と

に

よ
り

、
電

気
料

が
正

し
く

算
定

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

 
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

の
た

め
、

適
正

な
事

務
執

行
に

つ
い

て
課

内
会

議
で

周
知

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
正

し
い

貸
付

期
間

に
基

づ
く

電
気

料
を

算

定
し

、
振

替
処

理
を

行
い

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
電

気
料

の
算

定
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
病

院
局

井
田

病
院

事
務

局
庶

務
課

）
 

オ
 

督
促

手
続

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

川
崎

市
債

権
管

理
条

例
（

平
成

２
５

年
川

崎
市

条
例

第
４

２
号

）
第

５
条

に
よ

る

と
、

市
の

債
権

に
つ

い
て

、
履

行
期

限
ま

で
に

履
行

し
な

い
者

が
あ

る
と

き
は

、
督

促
状

に
よ

り
期

限
を

指
定

し
て

督
促

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

滞
納

債
権

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

督
促

状
を

発
し

て
い

な
か

っ
た

事
例

が
あ

っ

た
。

 

 
 

 
 

条
例

に
基

づ
き

、
督

促
手

続
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
の

た
め

、
関

係
職

員
に

周
知

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
督

促
状

の
発

送
を

行
い

、
納

入
が

確
認

で
き

な
か

っ
た

も
の

に
つ

い
て

は
、

催
告

状
の

発
送

を
行

い
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
債

権
管

理
事

務
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
（

健
康

福
祉

局
生

活
保

護
・

自
立

支
援

室
、

長
寿

社
会

部
介

護
保

険
課

、
交

通
局

企
 

 
 

 
画

管
理

部
庶

務
課

）
 

カ
 

債
権

管
理

事
務

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の
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規
則

に
基

づ
き

、
予

算
執

行
伺

の
手

続
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
を

図
る

た
め

、
文

書
や

会
議

に
お

い
て

適
正

な
事

務
手

続
を

行
う

よ
う

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

（
健

康
福

祉
局

総
務

部
施

設
課

、
地

域
包

括
ケ

ア
推

進
室

、
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

計
画

課
、

同
障

害
者

施
設

指
導

課
、

保
健

医
療

政
策

部
、

総
合

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
推

進
セ

ン
タ

ー
企

画
・

連
携

推
進

課
）

 

ケ
 

物
品

購
入

に
係

る
契

約
手

続
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

川
崎

市
事

務
分

掌
規

則
（

昭
和

４
７

年
川

崎
市

規
則

第
１

９
号

）
第

３
条

及
び

川

崎
市

事
務

決
裁

規
程

（
昭

和
４

１
年

川
崎

市
訓

令
第

８
号

）
第

５
条

第
１

項
に

よ
る

と
、

物
品

の
調

達
で

定
め

ら
れ

た
金

額
を

超
え

る
も

の
に

つ
い

て
は

原
則

と
し

て
財

政
局

資
産

管
理

部
契

約
課

へ
契

約
手

続
を

依
頼

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

物
品

購
入

に
係

る
契

約
事

務
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
一

括
し

て
発

注
す

べ
き

物

品
に

つ
い

て
分

割
し

て
起

案
し

、
財

政
局

資
産

管
理

部
契

約
課

へ
契

約
手

続
を

依
頼

せ
ず

に
契

約
し

て
い

た
事

例
が

あ
っ

た
。

 

 
 

 
 

規
則

等
に

基
づ

き
、

物
品

購
入

に
係

る
契

約
手

続
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
の

た
め

、
文

書
等

で
関

係
職

員
へ

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な

契
約

事
務

に
努

め
ま

す
。

 

（
健

康
福

祉
局

地
域

包
括

ケ
ア

推
進

室
、

障
害

保
健

福
祉

部
こ

こ
ろ

の
相

談
所

）
 

コ
 

支
出

に
関

す
る

証
拠

書
類

の
取

扱
い

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

 

 
 

 
 

ま
た

、
川

崎
市

債
権

管
理

条
例

第
８

条
第

１
項

第
１

号
に

よ
る

と
、

市
の

債
権

（
時

効
に

よ
る

消
滅

に
つ

い
て

、
時

効
の

援
用

を
要

す
る

も
の

に
限

る
。

）
に

つ
き

消
滅

時
効

が
完

成
し

た
と

き
は

、
債

権
を

放
棄

す
る

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

さ
ら

に
、

川
崎

市
病

院
局

会
計

規
程

第
２

７
条

に
よ

る
と

、
収

入
の

未
納

金
で

不

納
欠

損
と

な
る

も
の

が
あ

る
と

き
は

、
不

納
欠

損
の

処
分

に
関

す
る

調
書

を
作

成
し

、

決
裁

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

滞
納

債
権

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

不
納

欠
損

処
分

の
手

続
を

行
っ

て
い

な
か

っ

た
事

例
が

あ
っ

た
。

 

 
 

 
 

法
律

等
に

基
づ

き
、

不
納

欠
損

処
分

の
手

続
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
の

た
め

、
文

書
に

よ
り

未
収

金
の

管
理

に
関

す
る

留
意

点
等

を
ま

と
め

て
局

内
へ

周
知

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
不

納
欠

損
処

理
を

実
施

し
ま

し
た

。
ま

た
、

誤
調

定
で

あ
る

こ
と

が
判

明
し

た
債

権
に

つ
い

て
は

適
切

に
処

理
を

行
い

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
債

権
管

理
事

務
の

執
行

に
努

め
ま

す
。

 

（
病

院
局

総
務

部
庶

務
課

、
川

崎
病

院
事

務
局

医
事

課
、

井
田

病
院

事
務

局
庶

務
課

、

井
田

病
院

地
域

医
療

部
）

 

ク
 

予
算

執
行

伺
の

手
続

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

川
崎

市
予

算
及

び
決

算
規

則
（

平
成

７
年

川
崎

市
規

則
第

１
０

号
）

第
２

３
条

第

１
項

に
よ

る
と

、
歳

出
予

算
を

執
行

す
る

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
予

算
執

行
伺

を
作

成
し

、
決

裁
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

。
 

支
出

事
務

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

予
算

執
行

伺
の

手
続

を
行

わ
な

い
ま

ま
物

品

の
納

入
や

委
託

業
務

等
を

履
行

さ
せ

、
後

日
、

日
付

を
遡

っ
て

処
理

し
て

い
た

事
例

が
あ

っ
た

。
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指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

筆
跡

が
消

せ
る

ボ
ー

ル
ペ

ン
を

使
用

し
な

い
よ

う
関

係
職

員
に

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

 
 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

（
健

康
福

祉
局

総
務

部
施

設
課

、
地

域
包

括
ケ

ア
推

進
室

、
長

寿
社

会
部

高
齢

者

事
業

推
進

課
、

同
高

齢
者

在
宅

サ
ー

ビ
ス

課
、

同
介

護
保

険
課

、
保

健
医

療
政

策

部
、

同
中

央
卸

売
市

場
食

品
衛

生
検

査
所

、
看

護
大

学
事

務
局

総
務

学
生

課
）

 

（
ウ

）
請

求
日

等
が

修
正

テ
ー

プ
、

修
正

液
及

び
砂

消
し

ゴ
ム

で
訂

正
さ

れ
て

い
た

事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

 
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

文
書

等
に

よ
り

関
係

職
員

に
周

知
徹

底
し

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

 
（

健
康

福
祉

局
長

寿
社

会
部

高
齢

者
事

業
推

進
課

、
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
、

保
健

医
療

政
策

部
動

物
愛

護
セ

ン
タ

ー
、

医
療

保
険

部
医

療
保

険
課

）
 

サ
 

前
渡

金
の

事
務

処
理

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

地
方

自
治

法
第

２
３

２
条

の
５

第
２

項
に

よ
る

と
、

支
出

の
特

例
と

し
て

資
金

前

渡
等

の
方

法
が

認
め

ら
れ

て
い

る
が

、
職

員
等

に
よ

る
立

替
払

は
認

め
ら

れ
て

い
な

い
。

 

 
 

 
 

前
渡

金
に

係
る

事
務

処
理

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

職
員

が
駐

車
場

利
用

料
金

及

び
出

席
負

担
金

の
立

替
払

を
行

っ
て

い
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

法
律

に
基

づ
き

、
前

渡
金

の
事

務
処

理
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］

 

 
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

適
正

な
事

務
処

理
に

つ
い

て
関

係
職

員
に

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

川
崎

市
金

銭
会

計
規

則
（

昭
和

３
９

年
川

崎
市

規
則

第
３

１
号

）
第

９
条

第
２

項

に
よ

る
と

、
請

求
書

の
首

標
金

額
の

頭
初

に
「

￥
」

の
記

号
を

表
示

す
る

も
の

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

ま
た

、
公

文
書

の
適

正
な

作
成

に
つ

い
て

（
通

知
）

（
平

成
２

６
年

４
月

８
日

付

け
２

６
川

総
行

情
第

７
８

号
）

に
よ

る
と

、
「

筆
跡

が
消

せ
る

ボ
ー

ル
ペ

ン
」

の
使

用
は

、
公

文
書

の
改

ざ
ん

等
、

重
大

な
法

令
違

反
に

つ
な

が
る

お
そ

れ
が

あ
る

ほ
か

、

市
政

に
対

す
る

市
民

の
信

用
を

失
う

行
為

に
な

り
か

ね
な

い
と

し
て

、
公

文
書

で
は

使
用

し
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

さ
ら

に
、

会
計

事
務

の
手

引
（

平
成

２
９

年
３

月
３

１
日

付
け

２
８

川
会

第
２

４

９
３

号
）

に
よ

る
と

、
請

求
書

の
う

ち
訂

正
が

で
き

な
い

記
載

内
容

で
あ

る
請

求
金

額
、

請
求

者
名

及
び

受
取

人
名

以
外

の
請

求
内

容
に

訂
正

が
あ

る
場

合
は

、
二

重
線

を
引

い
た

訂
正

箇
所

に
請

求
印

が
押

印
さ

れ
て

い
る

こ
と

と
さ

れ
て

お
り

、
請

求
書

の
記

載
は

ボ
ー

ル
ペ

ン
等

、
筆

跡
の

消
え

な
い

も
の

を
用

い
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
支

出
に

関
す

る
証

拠
書

類
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
次

の
事

例
が

あ
っ

た
。

 

 
規

則
等

に
基

づ
き

、
支

出
に

関
す

る
証

拠
書

類
の

取
扱

い
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

（
ア

）
請

求
書

の
首

標
金

額
の

頭
初

に
「

￥
」

の
記

号
が

な
か

っ
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

 
 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

適
正

な
事

務
処

理
に

つ
い

て
文

書
等

に
よ

り
関

係
職

員
に

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

（
健

康
福

祉
局

長
寿

社
会

部
高

齢
者

事
業

推
進

課
、

同
高

齢
者

在
宅

サ
ー

ビ
ス

課
、

保
健

医
療

政
策

部
）

 

 
（

イ
）

筆
跡

が
消

せ
る

ボ
ー

ル
ペ

ン
や

鉛
筆

で
記

載
さ

れ
て

い
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］
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公
衆

衛
生

医
師

募
集

特
設

ペ
ー

ジ
作

成
等

業
務

委
託

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

債

務
の

確
定

前
に

支
出

し
て

い
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

規
則

に
基

づ
き

、
委

託
契

約
に

係
る

支
払

手
続

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

の
た

め
、

関
係

法
令

等
に

基
づ

い
た

適
正

な

事
務

を
行

う
こ

と
を

課
内

会
議

の
中

で
改

め
て

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

（
健

康
福

祉
局

保
健

医
療

政
策

部
）

 

セ
 

委
託

料
に

係
る

概
算

払
の

精
算

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

地
域

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

運
営

業
務

委
託

契
約

書
仕

様
書

１
６

に
よ

る
と

、
精

算

を
行

っ
た

結
果

、
残

額
が

生
じ

た
場

合
及

び
委

託
料

の
減

額
が

生
じ

た
場

合
に

は
速

や
か

に
戻

入
を

行
う

も
の

と
さ

れ
、

ま
た

、
追

加
支

払
が

必
要

と
な

る
場

合
に

は
、

戻
入

額
と

追
加

支
払

額
を

相
殺

し
た

上
で

、
残

額
が

生
じ

た
場

合
に

は
戻

入
し

、
不

足
が

生
じ

た
場

合
に

は
そ

の
額

を
追

加
支

出
す

る
も

の
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

当
該

委
託

契
約

に
係

る
概

算
払

精
算

書
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
契

約
期

間
途

中

に
お

け
る

職
員

の
異

動
、

退
職

、
資

格
取

得
等

に
よ

る
人

件
費

の
減

額
及

び
増

額
が

あ
り

、
相

殺
の

上
、

委
託

料
を

追
加

支
出

す
る

必
要

が
あ

っ
た

も
の

の
、

受
注

者
か

ら
委

託
料

基
準

額
変

更
報

告
書

の
提

出
が

な
く

、
追

加
支

出
を

行
っ

て
い

な
か

っ
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

契
約

書
に

基
づ

き
、

委
託

料
に

係
る

概
算

払
の

精
算

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
の

た
め

、
法

人
か

ら
提

出
さ

れ
る

収
支

報

告
・

精
算

書
様

式
が

変
更

の
有

無
や

提
出

書
類

の
不

足
を

確
認

し
づ

ら
い

等
の

課
題

が
あ

っ
た

こ
と

か
ら

、
様

式
の

変
更

を
行

い
、

全
て

の
法

人
宛

て
に

通
知

す
る

と
と

 

（
健

康
福

祉
局

保
健

医
療

政
策

部
、

総
合

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
推

進
セ

ン
タ

ー
総

務
・

判
定

課
）

 

 
 

シ
 

補
助

金
の

交
付

事
務

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

川
崎

市
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

等
対

策
推

進
に

係
る

医
療

体
制

整
備

事
業

補
助

金

交
付

要
綱

（
平

成
２

６
年

１
２

月
１

日
付

け
２

６
川

健
危

第
１

８
７

７
号

）
第

１
５

条
に

よ
る

と
、

補
助

事
業

の
実

施
に

係
る

成
果

の
報

告
を

受
け

た
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

報
告

に
係

る
補

助
事

業
の

成
果

が
補

助
金

の
交

付
の

決
定

の
内

容
及

び
こ

れ
に

付
し

た
条

件
に

適
合

す
る

と
認

め
る

と
き

は
、

交
付

す
べ

き
補

助
金

の
額

を
確

定
し

、

確
定

通
知

書
に

よ
り

、
当

該
補

助
事

業
者

に
通

知
す

る
も

の
と

す
る

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

当
該

補
助

金
交

付
事

務
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
実

績
報

告
書

に
お

い
て

記
載

誤

り
の

あ
っ

た
交

付
申

請
額

を
補

助
金

の
額

と
し

て
確

定
し

、
交

付
し

て
い

た
事

例
が

あ
っ

た
。

 

 
 

 
 

要
綱

に
基

づ
き

、
補

助
金

の
交

付
事

務
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
の

た
め

、
補

助
金

交
付

に
あ

た
り

チ
ェ

ッ
ク

体
制

を
再

確
認

し
、

課
内

職
員

に
文

書
で

周
知

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
記

載
誤

り
の

あ
っ

た
事

業
者

に
対

し
納

付
書

を
送

付
し

、
返

還
を

受
け

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

（
健

康
福

祉
局

保
健

医
療

政
策

部
）

 

ス
 

委
託

契
約

に
係

る
支

払
手

続
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

川
崎

市
金

銭
会

計
規

則
第

７
９

条
に

よ
る

と
、

支
出

は
、

債
務

が
確

定
し

、
支

払

義
務

が
発

生
し

た
後

に
お

い
て

債
権

者
の

た
め

に
行

な
う

こ
と

を
原

則
と

す
る

と
さ

れ
て

い
る

。
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部
分

を
除

く
）

を
第

三
者

に
委

託
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め

再
委

託
者

の
住

所
、

商
号

、
氏

名
、

再
委

託
す

る
業

務
の

範
囲

、
そ

の
必

要
性

及
び

契
約

金
額

等
に

つ
い

て
記

載
し

た
書

面
を

発
注

者
へ

提
出

し
、

そ
の

承
諾

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

委
託

業
務

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

受
注

者
が

市
の

承
諾

を
受

け
ず

に
業

務
の

一

部
を

再
委

託
し

て
い

た
事

例
が

あ
っ

た
。

再
委

託
に

係
る

契
約

違
反

は
、

事
故

発
生

リ
ス

ク
の

増
大

を
招

く
こ

と
か

ら
、

そ
の

重
大

性
を

認
識

し
、

再
委

託
を

行
う

場
合

は
、

必
要

事
項

を
記

載
し

た
書

面
を

あ
ら

か
じ

め
提

出
さ

せ
、

そ
の

妥
当

性
に

つ
い

て
十

分
に

確
認

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
 

 
 

 
 

約
款

に
基

づ
き

、
再

委
託

の
承

諾
手

続
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
の

た
め

、
再

委
託

の
承

諾
手

続
に

つ
い

て
、

関
係

職
員

等
に

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な

契
約

事
務

に
努

め
ま

す
。

 

（
健

康
福

祉
局

長
寿

社
会

部
高

齢
者

事
業

推
進

課
、

病
院

局
井

田
病

院
事

務
局

庶
務

課
）

 

チ
 

固
定

資
産

の
管

理
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

川
崎

市
病

院
局

会
計

規
程

第
９

０
条

に
よ

る
と

、
固

定
資

産
を

売
却

し
、

撤
去

し
、

廃
棄

し
、

又
は

用
途

を
廃

止
し

た
場

合
は

、
遅

滞
な

く
当

該
売

却
等

に
関

す
る

報
告

書
を

作
成

し
て

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、
同

規
程

第
１

０
９

条
の

２
に

よ
る

と
、

固
定

資
産

に
つ

い
て

、
定

期
的

に
固

定
資

産
台

帳
と

照
合

す
る

も
の

と
す

る
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

固
定

資
産

の
管

理
状

況
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
次

の
事

例
が

あ
っ

た
。

 

過
去

の
定

期
監

査
に

お
い

て
も

同
様

の
指

摘
を

し
て

い
る

こ
と

に
加

え
、

固
定

資

 

も
に

、
法

人
説

明
会

で
周

知
し

ま
し

た
。

 

 
今

後
は

、
適

正
な

事
務

執
行

に
努

め
ま

す
。

 

（
健

康
福

祉
局

地
域

包
括

ケ
ア

推
進

室
）

 

ソ
 

産
業

廃
棄

物
の

処
理

に
係

る
手

続
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

廃
棄

物
の

処
理

及
び

清
掃

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（

昭
和

４
６

年
政

令
第

３
０

０

号
）

第
６

条
の

２
第

４
号

に
よ

る
と

、
委

託
契

約
は

、
書

面
に

よ
り

行
い

、
当

該
委

託
契

約
書

に
は

、
同

号
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
の

条
項

が
含

ま
れ

、
か

つ
、

環
境

省
令

で
定

め
る

書
面

が
添

付
さ

れ
て

い
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 
 

 
 

産
業

廃
棄

物
の

運
搬

、
処

分
等

に
係

る
委

託
契

約
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
廃

棄

物
の

処
理

及
び

清
掃

に
関

す
る

法
律

施
行

令
で

定
め

る
条

項
が

含
ま

れ
、

か
つ

、
環

境
省

令
で

定
め

る
書

面
も

添
付

さ
れ

て
い

た
も

の
の

、
請

書
に

よ
っ

て
事

務
処

理
を

行
い

、
本

来
作

成
す

べ
き

で
あ

っ
た

契
約

書
を

作
成

し
て

い
な

か
っ

た
事

例
が

あ
っ

た
。

 

法
令

に
基

づ
き

、
産

業
廃

棄
物

の
処

理
に

係
る

手
続

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

環
境

局
か

ら
発

出
さ

れ
た

文
書

等
を

用
い

て
、

産
業

廃
 

棄
物

の
処

理
に

係
る

適
正

な
事

務
手

続
に

つ
い

て
関

係
職

員
に

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な

契
約

事
務

に
努

め
ま

す
。

 

（
健

康
福

祉
局

総
務

部
施

設
課

、
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

者
社

会
参

加
・

就
労

支
援

課
、

保
健

医
療

政
策

部
）

 

タ
 

再
委

託
に

係
る

事
務

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

委
託

契
約

約
款

に
よ

る
と

、
受

注
者

は
、

業
務

の
全

部
を

一
括

し
て

又
は

主
要

な

部
分

を
第

三
者

に
委

託
し

て
は

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

お
り

、
業

務
の

一
部

（
主

要
な
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に
つ

い
て

は
除

却
手

続
き

を
行

い
、

固
定

資
産

額
に

適
正

に
反

映
し

ま
し

た
。

 

 
 

今
後

は
、

適
正

な
固

定
資

産
管

理
に

努
め

ま
す

。
 

（
病

院
局

経
営

企
画

室
）

 

ツ
 

そ
の

他
改

善
を

要
す

る
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

軽
易

な
事

項
で

あ
る

が
、

次
の

と
お

り
改

善
措

置
を

要
す

る
事

例
が

あ
っ

た
。

 

 
 

 
 

財
務

関
係

法
令

等
に

基
づ

き
、

手
続

を
適

正
に

行
う

と
と

も
に

、
再

発
防

止
に

努
 

 
 

 
め

ら
れ

た
い

。
 

（
ア

）
貸

切
自

動
車

の
運

賃
及

び
料

金
の

算
定

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

 
 

 
 

 
運

賃
及

び
料

金
の

算
出

基
礎

と
な

る
時

間
に

つ
い

て
、

端
数

計
算

を
誤

っ
て

い
 

 
 

 
 

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

の
た

め
、

適
正

な
算

定
及

び
確

認
が

行
わ

れ
る

よ
う

文
書

で
関

係
職

員
に

周
知

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
運

賃
等

の
金

額
の

再

算
定

を
行

い
、

算
定

の
誤

り
に

よ
る

過
収

受
分

に
つ

い
て

、
旅

客
に

対
し

支
払

い

を
行

い
ま

し
た

。
 

 
 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

（
交

通
局

自
動

車
部

運
輸

課
）

 

 
 

（
イ

）
支

払
期

限
内

に
支

出
す

べ
き

も
の

 

 
 

 
 

 
定

期
支

払
申

込
書

に
定

め
ら

れ
た

期
限

ま
で

に
支

払
っ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

を
図

る
た

め
、

適
正

に
支

払
処

理
を

行
う

よ
う

文
書

に
よ

り
周

知
徹

底
し

ま
し

た
。

 

ま
た

、
支

出
審

査
を

行
う

経
営

企
画

室
に

お
い

て
も

定
期

支
払

申
込

書
の

提
出

が
あ

っ
た

も
の

に
つ

い
て

、
毎

月
の

支
払

漏
れ

が
な

い
よ

う
に

確
認

す
る

こ
と

と

 

産
は

財
務

諸
表

の
資

産
に

計
上

さ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
決

算
に

影
響

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

定
期

的
な

台
帳

と
の

照
合

を
徹

底
し

、
規

程
に

基
づ

き
、

固
定

資
産

の
管

理
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

（
ア

）
既

に
廃

棄
し

た
固

定
資

産
に

つ
い

て
、

固
定

資
産

台
帳

の
除

却
手

続
を

行
っ

て

い
な

か
っ

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

の
た

め
、

適
正

な
事

務
処

理
に

つ
い

て
、

関
係

職
員

に
周

知
徹

底
す

る
と

と
も

に
、

既
に

廃
棄

し
た

固
定

資
産

に
つ

い
て

は

除
却

手
続

き
を

行
い

、
固

定
資

産
額

に
適

正
に

反
映

し
ま

し
た

。
 

 
 

今
後

は
、

適
正

な
固

定
資

産
の

管
理

に
努

め
ま

す
。

 

 
 

 
 

（
病

院
局

経
営

企
画

室
、

川
崎

病
院

事
務

局
庶

務
課

、
井

田
病

院
事

務
局

庶
務

課
）

 

（
イ

）
寄

附
を

受
け

た
固

定
資

産
に

つ
い

て
、

固
定

資
産

台
帳

に
登

載
さ

れ
て

い
な

か

っ
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

の
た

め
、

適
正

な
事

務
処

理
に

つ
い

て
、

関
係

職
員

に
周

知
徹

底
す

る
と

と
も

に
、

固
定

資
産

台
帳

に
登

載
さ

れ
て

い
な

か

っ
た

固
定

資
産

に
つ

い
て

は
登

載
手

続
を

行
い

、
固

定
資

産
額

に
適

正
に

反
映

し

ま
し

た
。

 

 
 

今
後

は
、

適
正

な
固

定
資

産
の

管
理

に
努

め
ま

す
。

 

 
 

 
（

病
院

局
井

田
病

院
事

務
局

庶
務

課
）

 

（
ウ

）
固

定
資

産
台

帳
に

登
載

さ
れ

て
い

る
も

の
の

、
現

物
が

確
認

で
き

な
か

っ
た

事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

の
た

め
、

適
正

な
事

務
処

理
に

つ
い

て
、

関
係

職
員

に
周

知
徹

底
す

る
と

と
も

に
、

現
物

が
確

認
で

き
な

か
っ

た
固

定
資

産
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を
正

確
に

行
う

よ
う

周
知

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
職

員
の

時
間

外
勤

務
命

令
簿

を

再
点

検
し

、
追

加
支

給
及

び
戻

入
に

係
る

手
続

き
を

行
い

ま
し

た
。

 

 
 

今
後

は
適

正
な

事
務

執
行

に
努

め
ま

す
。

 

 
 

 
 

（
交

通
局

企
画

管
理

部
庶

務
課

、
自

動
車

部
塩

浜
営

業
所

、
同

鷲
ヶ

峰
営

業
所

）
 

（
オ

）
指

名
業

者
の

選
定

手
続

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

 
 

 
 

 
再

度
の

入
札

に
付

し
落

札
者

が
な

い
場

合
に

お
け

る
随

意
契

約
に

つ
い

て
、

指

名
業

者
選

定
委

員
会

に
係

る
手

続
に

不
備

が
あ

っ
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

の
た

め
、

関
係

職
員

に
周

知
徹

底
す

る
と

と
も

に
、

定
期

的
に

進
捗

状
況

を
共

有
し

、
指

名
業

者
選

定
員

会
へ

の
付

議
漏

れ

を
防

ぐ
こ

と
と

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
病

院
局

経
営

企
画

室
）

 

 
 

（
カ

）
契

約
関

係
文

書
の

確
認

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

a
 

日
付

の
入

っ
て

い
な

い
請

書
を

徴
し

て
い

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

の
た

め
、

適
正

に
事

務
処

理
を

行
う

よ
う

文
書

等
で

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
契

約
事

務
に

努
め

ま
す

。
 

（
健

康
福

祉
局

地
域

包
括

ケ
ア

推
進

室
、

長
寿

社
会

部
高

齢
者

在
宅

サ
ー

ビ
ス

課
、

保
健

医
療

政
策

部
、

健
康

安
全

研
究

所
、

交
通

局
自

動
車

部
運

輸
課

）
 

 
 

 
 

 
b
 

業
務

完
了

届
を

受
領

し
な

い
ま

ま
履

行
確

認
を

行
っ

て
い

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

の
た

め
、

適
正

に
事

務
処

理
を

行
う

よ
う

文
書

等
で

周
知

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
委

託
業

者
か

ら
業

務
完

了
届

を
受

領
し

ま

 

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

（
病

院
局

総
務

部
庶

務
課

、
川

崎
病

院
事

務
局

庶
務

課
）

 

 
 

（
ウ

）
概

算
払

の
精

算
手

続
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

 
 

 
 

 
概

算
払

の
精

算
を

行
っ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

の
た

め
、

指
定

管
理

者
に

対
し

、
年

度
の

終
了

時
に

一
括

し
て

で
は

な
く

、
前

期
及

び
後

期
の

終
了

毎
に

指
定

管
理

料
の

う

ち
負

担
金

に
係

る
精

算
書

を
提

出
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

を
周

知
徹

底
す

る
と

と

も
に

、
適

正
に

戻
入

が
完

了
し

た
こ

と
を

確
認

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
健

康
福

祉
局

保
健

医
療

政
策

部
）

 

（
エ

）
時

間
外

勤
務

手
当

等
の

支
給

事
務

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

 
 

 
 

 
a
 

時
間

外
勤

務
手

当
等

の
基

礎
と

な
る

勤
務

時
間

数
を

誤
っ

て
い

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

の
た

め
、

時
間

外
勤

務
命

令
簿

へ
の

記
入

内
容

に
誤

り
が

な
い

か
を

十
分

確
認

す
る

よ
う

周
知

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
職

員

の
時

間
外

勤
務

命
令

簿
を

再
点

検
し

、
追

加
支

給
及

び
戻

入
に

係
る

手
続

を
行

い

ま
し

た
。

 

今
後

は
適

正
な

事
務

執
行

に
努

め
ま

す
。

 

 
 

 
 

（
交

通
局

企
画

管
理

部
庶

務
課

、
自

動
車

部
塩

浜
営

業
所

、
同

鷲
ヶ

峰
営

業
所

）
 

 
b
 

時
間

外
勤

務
命

令
簿

に
つ

い
て

、
勤

務
時

間
等

の
未

記
入

や
誤

記
入

が
あ

っ

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

の
た

め
、

時
間

外
勤

務
命

令
簿

へ
の

記
入
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今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

（
健

康
福

祉
局

保
健

医
療

政
策

部
）

 

 
 

（
ク

）
検

査
確

認
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

法
律

等
で

定
め

ら
れ

た
期

限
内

に
検

査
確

認
を

行
っ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

の
た

め
、

適
正

な
検

査
確

認
の

実
施

に
つ

い
て

、
課

内
全

員
に

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
健

康
福

祉
局

保
健

医
療

政
策

部
）

 

 
 

（
ケ

）
物

品
の

管
理

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

物
品

出
納

簿
及

び
物

品
整

理
簿

を
備

え
て

い
な

か
っ

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

実
情

に
即

し
た

適
正

な
管

理
を

行
う

た
め

、
物

品
出

納
簿

及
び

物
品

整
理

簿
を

廃
止

し
、

新
た

に
備

品
整

理
簿

を
新

設
す

る
規

程
の

改

正
を

実
施

す
る

こ
と

と
し

ま
し

た
。

 

今
後

は
適

正
な

物
品

の
管

理
に

努
め

ま
す

。
 

（
病

院
局

総
務

部
庶

務
課

、
経

営
企

画
室

、
川

崎
病

院
事

務
局

庶
務

課
、

井
田

病

院
事

務
局

庶
務

課
）

 

 
 

（
コ

）
備

品
の

管
理

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

a
 

重
要

物
品

の
増

減
に

つ
い

て
、

会
計

管
理

者
に

報
告

し
て

い
な

か
っ

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
の

た
め

、
適

正
な

備
品

管
理

に
つ

い
て

、

関
係

職
員

に
周

知
徹

底
す

る
と

と
も

に
、

不
用

の
決

定
及

び
処

分
の

決
定

を
行

い

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
備

品
の

管
理

に
努

め
ま

す
。

 

 

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
契

約
事

務
に

努
め

ま
す

。
 

（
健

康
福

祉
局

保
健

医
療

政
策

部
）

 

 
 

 
 

 
c
 

業
務

完
了

届
に

業
務

の
完

了
年

月
日

が
記

載
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

の
た

め
、

適
正

に
事

務
処

理
を

行
う

よ
う

文
書

等
で

周
知

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
委

託
業

者
か

ら
完

了
年

月
日

が
記

載
さ

れ

た
業

務
完

了
届

を
受

領
し

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
契

約
事

務
に

努
め

ま
す

。
 

（
健

康
福

祉
局

保
健

医
療

政
策

部
）

 

 
 

（
キ

）
検

査
確

認
書

の
作

成
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

a
 

検
査

確
認

済
み

を
証

す
る

書
類

が
作

成
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
の

た
め

、
適

正
な

検
査

確
認

書
の

作
成

に

つ
い

て
、

関
係

職
員

に
周

知
徹

底
す

る
と

と
も

に
、

検
査

確
認

書
を

作
成

し
ま

し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

（
健

康
福

祉
局

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

、
保

健
医

療
政

策
部

、
総

合
リ

ハ
ビ

リ

テ
ー

シ
ョ

ン
推

進
セ

ン
タ

ー
北

部
地

域
支

援
室

、
看

護
大

学
事

務
局

総
務

学
生

課
）

 

b
 

誤
っ

た
内

容
の

検
査

確
認

済
み

を
証

す
る

書
類

が
作

成
さ

れ
て

い
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
の

た
め

、
適

正
な

検
査

確
認

書
の

作
成

に

つ
い

て
、

関
係

職
員

に
周

知
徹

底
す

る
と

と
も

に
、

検
査

確
認

書
を

修
正

し
ま

し

た
。
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関
係

職
員

に
周

知
徹

底
す

る
と

と
も

に
、

所
在

が
確

認
さ

れ
た

備
品

に
つ

い
て

保

管
換

え
を

行
い

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
備

品
の

管
理

に
努

め
ま

す
。

 

（
健

康
福

祉
局

長
寿

社
会

部
介

護
保

険
課

、
障

害
保

健
福

祉
部

精
神

保
健

課
、

保

健
医

療
政

策
部

）
 

e
 
 
備

品
整

理
簿

等
に

登
載

す
べ

き
物

品
を

登
載

し
て

い
な

か
っ

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

の
た

め
、

適
正

な
備

品
管

理
に

つ
い

て
、

関
係

職
員

に
周

知
徹

底
す

る
と

と
も

に
、

備
品

整
理

簿
に

登
載

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
備

品
の

管
理

に
努

め
ま

す
。

 

（
健

康
福

祉
局

健
康

安
全

研
究

所
、

交
通

局
自

動
車

部
運

輸
課

、
同

安
全

・
サ

ー

ビ
ス

課
、

同
塩

浜
営

業
所

、
同

鷲
ヶ

峰
営

業
所

）
 

f
 

備
品

原
簿

に
備

品
で

は
な

い
固

定
資

産
が

登
録

さ
れ

て
い

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

の
た

め
、

適
正

な
備

品
管

理
に

つ
い

て
、

文
書

で
周

知
徹

底
す

る
と

と
も

に
、

備
品

原
簿

か
ら

の
抹

消
手

続
き

を
行

い
ま

し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
備

品
の

管
理

に
努

め
ま

す
。

 

（
交

通
局

自
動

車
部

自
動

車
部

管
理

課
）

 

 
 

（
サ

）
美

術
品

の
管

理
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

美
術

品
管

理
簿

に
よ

る
管

理
を

行
っ

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
美

術
品

管
理

が
必

要
な

備
品

に
つ

い
て

、
美

術
品

管

理
簿

を
作

成
し

、
管

理
を

行
う

こ
と

と
し

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
美

術
品

の
管

理
に

努
め

ま
す

。
 

 

（
健

康
福

祉
局

長
寿

社
会

部
高

齢
者

事
業

推
進

課
、

同
高

齢
者

在
宅

サ
ー

ビ
ス

課
）

 

b
 

不
用

の
決

定
及

び
処

分
の

決
定

を
行

わ
ず

に
廃

棄
し

て
い

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

の
た

め
、

適
正

な
備

品
管

理
に

つ
い

て
、

関
係

職
員

に
周

知
徹

底
す

る
と

と
も

に
、

不
用

の
決

定
及

び
処

分
の

決
定

を
行

い

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
備

品
の

管
理

に
努

め
ま

す
。

 

 
 

 
 

（
健

康
福

祉
局

地
域

包
括

ケ
ア

推
進

室
、

長
寿

社
会

部
高

齢
者

在
宅

サ
ー

ビ
ス

課
、

障
害

保
健

福
祉

部
精

神
保

健
課

、
同

障
害

者
社

会
参

加
・

就
労

支
援

課
、

保
健

医

療
政

策
部

、
同

中
央

卸
売

市
場

食
品

衛
生

検
査

所
、

医
療

保
険

部
医

療
保

険
課

、

総
合

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
推

進
セ

ン
タ

ー
北

部
地

域
支

援
室

、
看

護
大

学
事

務

局
総

務
学

生
課

、
交

通
局

自
動

車
部

自
動

車
部

安
全

・
サ

ー
ビ

ス
課

、
同

鷲
ヶ

峰

営
業

所
）

 

c
 
 
所

在
が

不
明

と
な

っ
て

い
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
の

た
め

、
適

正
な

備
品

管
理

に
つ

い
て

、

関
係

職
員

に
周

知
徹

底
す

る
と

と
も

に
、

所
在

を
確

認
し

た
備

品
か

ら
、

不
用

の

決
定

及
び

処
分

の
決

定
を

行
い

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
備

品
の

管
理

に
努

め
ま

す
。

 

（
健

康
福

祉
局

長
寿

社
会

部
高

齢
者

事
業

推
進

課
、

障
害

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉

課
）

 

d
 
 
保

管
換

え
の

手
続

を
行

っ
て

い
な

か
っ

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

の
た

め
、

適
正

な
備

品
管

理
に

つ
い

て
、
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付
す

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

川
崎

市
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
基

準
（

平
成

１
４

年
９

月
２

日
付

け
１

４
川

総
シ

企
第

１
２

３
号

。
以

下
「

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

基
準

」
と

い
う

。
）

第
２

章
９

（
１

）

イ
に

よ
る

と
、

個
人

情
報

を
取

り
扱

う
業

務
を

委
託

す
る

場
合

に
は

、
「

個
人

情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
特

記
事

項
」

（
以

下
「

特
記

事
項

」

と
い

う
。

）
を

添
付

す
る

と
さ

れ
て

い
る

。
 

個
人

情
報

を
取

り
扱

う
委

託
業

務
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
契

約
書

に
特

記
事

項
が

添
付

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

 
個

人
情

報
の

取
扱

い
を

伴
う

業
務

を
委

託
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

委
託

先
に

は
、

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

の
重

要
性

を
認

識
さ

せ
、

情
報

資
産

の
漏

え
い

、
紛

失
、

盗

難
、

改
ざ

ん
そ

の
他

事
故

等
か

ら
保

護
す

る
た

め
、

必
要

な
措

置
を

講
じ

さ
せ

な

け
れ

ば
な

ら
ず

、
そ

の
た

め
、

当
該

措
置

内
容

が
規

定
さ

れ
た

特
記

事
項

を
、

契

約
書

に
添

付
し

委
託

先
と

取
り

交
わ

す
必

要
が

あ
る

。
 

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

基
準

に
基

づ
き

、
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
事

務
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
の

た
め

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
基

準
に

基
づ

く

適
切

な
事

務
処

理
に

つ
い

て
、

課
内

会
議

等
に

お
い

て
関

係
職

員
に

周
知

徹
底

し

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
交

通
局

企
画

管
理

部
庶

務
課

、
同

経
営

企
画

課
、

病
院

局
総

務
部

庶
務

課
、

川

崎
病

院
事

務
局

庶
務

課
、

井
田

病
院

事
務

局
医

事
課

）
 

 
 

（
イ

）
契

約
書

に
特

定
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
特

記
仕

様
書

を
添

付
す

べ
き

も

の
 

 

 
 

 
 

（
健

康
福

祉
局

地
域

包
括

ケ
ア

推
進

室
、

保
健

医
療

政
策

部
）

 

 
 

（
シ

）
消

耗
品

の
管

理
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

a
 

物
品

交
付

請
求

手
続

等
を

行
っ

て
い

な
か

っ
た

こ
と

に
よ

り
、

消
耗

品
出

納

簿
と

実
際

の
数

量
が

一
致

し
て

い
な

か
っ

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

物
品

交
付

請
求

を
行

い
、

消
耗

品
出

納
簿

と
実

際
の

保
有

数
量

が
一

致
す

る
こ

と
を

確
認

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
消

耗
品

の
管

理
に

努
め

ま
す

。
 

（
健

康
福

祉
局

総
務

部
、

同
庶

務
課

、
地

域
包

括
ケ

ア
推

進
室

、
障

害
保

健
福

祉

部
障

害
者

施
設

指
導

課
、

同
精

神
保

健
課

、
保

健
医

療
政

策
部

、
医

療
保

険
部

収

納
管

理
課

、
健

康
安

全
研

究
所

、
看

護
大

学
事

務
局

総
務

学
生

課
）

 

b
 

消
耗

品
出

納
簿

に
登

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

消
耗

品
に

つ
い

て
、

登
載

し

て
い

な
か

っ
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
の

た
め

、
適

正
な

消
耗

品
の

管
理

に
つ

い

て
、

関
係

職
員

に
周

知
徹

底
す

る
と

と
も

に
、

消
耗

品
出

納
簿

に
登

載
し

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
消

耗
品

の
う

ち
、

未
使

用
の

消
耗

品
は

出
納

簿
登

載
の

手
続

を
行

い

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
消

耗
品

の
管

理
に

努
め

ま
す

。
 

（
健

康
福

祉
局

地
域

包
括

ケ
ア

推
進

室
、

長
寿

社
会

部
高

齢
者

事
業

推
進

課
、

障
害

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

、
保

健
医

療
政

策
部

、
看

護
大

学
事

務
局

、
同

総
務

学
生

課
）

 

（
２

）
行

政
監

査
 

 
 

ア
 

情
報

管
理

に
関

す
る

事
務

 

（
ア

）
契

約
書

に
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
特

記
事

項
を

添
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ま
た

、
契

約
書

に
添

付
さ

れ
て

い
た

特
記

事
項

に
よ

る
と

、
受

注
者

は
、

前
項

た
だ

し
書

に
よ

り
発

注
者

に
申

請
す

る
書

面
に

は
、

再
委

託
先

の
名

称
、

再
委

託

す
る

理
由

、
再

委
託

し
て

処
理

す
る

内
容

、
再

委
託

先
に

お
い

て
取

り
扱

う
情

報
、

再
委

託
先

に
お

け
る

安
全

性
及

び
信

頼
性

を
確

保
す

る
対

策
並

び
に

再
委

託
先

に

対
す

る
管

理
及

び
監

督
の

方
法

等
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
個

人
情

報
を

取
り

扱
う

委
託

業
務

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

委
託

先
が

書
面

に

よ
り

再
委

託
の

申
請

を
し

て
い

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
市

の
書

面
に

よ
る

承
諾

が
 

 
 

 

な
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
事

例
が

あ
っ

た
。

 

 
市

が
書

面
に

よ
る

承
諾

を
し

な
け

れ
ば

、
委

託
先

が
提

出
す

る
申

請
書

に
記

載

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

再
委

託
先

が
取

り
扱

う
情

報
や

再
委

託
先

に
お

け
る

安

全
性

及
び

信
頼

性
を

確
保

す
る

対
策

等
に

つ
い

て
、

市
の

確
認

や
承

諾
が

な
さ

れ

ず
、

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

基
準

の
遵

守
が

確
認

さ
れ

な
い

ま
ま

業
務

が
行

わ
れ

る
こ

と

と
な

る
。

 

再
委

託
先

に
お

け
る

個
人

情
報

の
適

正
な

管
理

体
制

を
確

保
す

る
た

め
に

も
、

再
委

託
の

書
面

に
よ

る
承

諾
を

適
正

に
行

わ
れ

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
の

た
め

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
基

準
に

基
づ

く

適
正

な
事

務
処

理
に

つ
い

て
課

内
会

議
等

に
お

い
て

関
係

職
員

に
周

知
徹

底
し

ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

（
健

康
福

祉
局

看
護

大
学

事
務

局
総

務
学

生
課

、
病

院
局

井
田

病
院

事
務

局
医

事

課
）

 

 
 

（
エ

）
機

密
保

持
等

に
関

す
る

事
務

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

 
 

 
［

指
摘

の
要

旨
］

 

 
 

 
 

 
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
基

準
第

２
章

９
（

１
）

オ
に

よ
る

と
、

委
託

す
る

業
務

で
機

密

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

基
準

第
２

章
９

（
１

）
ウ

に
よ

る
と

、
特

定
個

人
情

報
を

取
り

扱
う

業
務

を
委

託
す

る
場

合
に

は
、

「
特

定
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
特

記

仕
様

書
」

（
以

下
「

特
記

仕
様

書
」

と
い

う
。

）
を

添
付

す
る

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
特

定
個

人
情

報
を

取
り

扱
う

委
託

業
務

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

契
約

書
に

特

記
仕

様
書

が
添

付
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
事

例
が

あ
っ

た
。

 

 
 

 
 

 
個

人
番

号
は

、
社

会
保

障
、

税
及

び
災

害
対

策
の

分
野

に
お

い
て

、
個

人
情

報

を
複

数
の

機
関

の
間

で
紐

付
け

る
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
個

人
番

号
を

そ
の

内

容
に

含
む

個
人

情
報

（
特

定
個

人
情

報
）

が
悪

用
さ

れ
、

又
は

漏
え

い
し

た
場

合
、

個
人

情
報

の
不

正
な

追
跡

・
突

合
が

行
わ

れ
、

個
人

の
権

利
利

益
の

侵
害

を
招

き

か
ね

な
い

。
 

 
 

 
 

 
委

託
先

に
は

、
よ

り
厳

し
い

保
護

措
置

を
講

じ
さ

せ
る

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

基
準

に
基

づ
き

、
特

定
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
事

務
を

適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
の

た
め

、
特

記
仕

様
書

の
追

加
に

係
る

変

更
契

約
を

締
結

す
る

と
と

も
に

、
課

内
会

議
に

お
い

て
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
基

準
に

基

づ
く

適
正

な
事

務
処

理
に

つ
い

て
、

課
内

全
員

に
周

知
徹

底
し

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
健

康
福

祉
局

医
療

保
険

部
医

療
保

険
課

）
 

（
ウ

）
個

人
情

報
を

取
り

扱
う

業
務

の
再

委
託

に
係

る
事

務
を

適
正

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

 
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
基

準
第

２
章

９
（

１
）

イ
に

よ
る

と
、

個
人

情
報

を
取

り
扱

う

委
託

業
務

に
つ

い
て

、
委

託
先

が
再

委
託

を
し

よ
う

と
す

る
場

合
は

、
市

の
許

諾

を
得

た
場

合
に

限
り

行
え

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。
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同
医

事
課

、
井

田
病

院
事

務
局

医
事

課
）

 

 
 

（
オ

）
委

託
業

務
に

係
る

情
報

管
理

に
関

す
る

事
務

を
適

正
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

 
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
基

準
第

２
章

９
（

２
）

エ
に

よ
る

と
、

委
託

業
者

に
機

密
性

区

分
Ⅰ

又
は

Ⅱ
の

情
報

を
貸

与
す

る
場

合
は

、
受

渡
票

等
の

書
類

に
よ

り
行

う
と

さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
委

託
業

者
に

機
密

性
区

分
Ⅰ

又
は

Ⅱ
の

情
報

を
貸

与
す

る
業

務
に

つ
い

て
み

た

と
こ

ろ
、

受
渡

票
等

の
書

類
が

用
い

ら
れ

て
い

な
か

っ
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

 
受

渡
票

等
の

書
類

が
用

い
ら

れ
な

け
れ

ば
、

貸
与

し
た

日
時

や
担

当
者

、
情

報

の
内

容
等

が
分

か
る

記
録

が
書

面
上

残
さ

れ
ず

、
責

任
の

所
在

が
曖

昧
と

な
り

、

ま
た

、
万

が
一

委
託

業
者

が
当

該
情

報
を

紛
失

し
た

場
合

に
、

い
つ

、
誰

に
貸

与

し
た

情
報

を
紛

失
し

た
か

等
が

相
互

に
確

認
で

き
な

く
な

る
。

 

 
 

 
 

 
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
基

準
に

基
づ

き
、

委
託

業
務

に
係

る
情

報
管

理
に

関
す

る
事

務

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
重

要
文

書
受

渡
票

を
用

い
た

運
用

に
変

更
す

る
と

と

も
に

、
再

発
防

止
の

た
め

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
基

準
に

基
づ

く
適

正
な

事
務

処
理

方

法
に

つ
い

て
課

内
会

議
等

に
お

い
て

関
係

職
員

等
に

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な

事
務

執
行

に
努

め
ま

す
。

 

（
健

康
福

祉
局

障
害

保
健

福
祉

部
障

害
計

画
課

、
総

合
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

推

進
セ

ン
タ

ー
企

画
・

連
携

推
進

課
）

 

 
 

（
カ

）
情

報
資

産
の

管
理

に
係

る
自

己
点

検
を

実
施

す
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

 
 

 
 

 
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
基

準
第

１
２

章
４

（
２

）
に

よ
る

と
、

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対

策
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
点

検
表

に
よ

り
、

情
報

資
産

の
管

理

 

性
区

分
Ⅰ

の
情

報
を

取
り

扱
う

場
合

は
、

委
託

先
の

責
任

者
や

作
業

者
か

ら
機

密

保
持

等
に

関
す

る
誓

約
書

を
提

出
さ

せ
る

と
さ

れ
、

同
基

準
第

２
章

１
０

（
１

）

イ
に

よ
る

と
、

機
密

性
区

分
Ⅰ

の
情

報
を

取
り

扱
う

場
合

は
、

指
定

管
理

者
等

の

責
任

者
や

作
業

者
か

ら
機

密
保

持
等

に
関

す
る

誓
約

書
を

提
出

さ
せ

る
と

さ
れ

て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
機

密
性

区
分

Ⅰ
の

情
報

を
取

り
扱

う
委

託
業

務
及

び
指

定
管

理
業

務
に

つ
い

て

み
た

と
こ

ろ
、

誓
約

書
を

提
出

さ
せ

て
い

な
か

っ
た

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

 
誓

約
書

は
、

個
人

情
報

を
取

り
扱

う
業

務
従

事
者

に
、

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

及

び
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
令

等
を

理
解

さ
せ

、
当

該
法

令
等

を
遵

守
さ

せ

る
た

め
に

必
要

な
措

置
と

し
て

提
出

さ
せ

る
も

の
で

あ
り

、
委

託
先

等
に

お
け

る

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

レ
ベ

ル
の

確
保

に
重

要
な

書
類

で
あ

る
。

 

 
 

 
 

 
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
基

準
に

基
づ

き
、

機
密

保
持

等
に

関
す

る
事

務
を

適
正

に
行

わ

れ
た

い
。

 

［
措

置
内

容
］

 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
再

発
防

止
の

た
め

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
基

準
に

基
づ

く

適
正

な
事

務
処

理
に

つ
い

て
、

課
内

会
議

等
に

お
い

て
関

係
職

員
等

に
周

知
徹

底

し
ま

し
た

。
 

 
今

後
は

、
適

正
な

事
務

執
行

に
努

め
ま

す
。

 

（
健

康
福

祉
局

地
域

包
括

ケ
ア

推
進

室
、

長
寿

社
会

部
高

齢
者

事
業

推
進

課
、

同

高
齢

者
在

宅
サ

ー
ビ

ス
課

、
同

介
護

保
険

課
、

障
害

保
健

福
祉

部
障

害
者

施
設

指

導
課

、
同

障
害

福
祉

課
、

同
障

害
者

社
会

参
加

・
就

労
支

援
課

、
保

健
医

療
政

策

部
、

同
動

物
愛

護
セ

ン
タ

ー
、

医
療

保
険

部
国

民
年

金
・

福
祉

医
療

課
、

同
収

納

管
理

課
、

総
合

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
推

進
セ

ン
タ

ー
企

画
・

連
携

推
進

課
、

交

通
局

企
画

管
理

部
庶

務
課

、
同

経
営

企
画

課
、

自
動

車
部

管
理

課
、

同
安

全
・

サ

ー
ビ

ス
課

、
病

院
局

総
務

部
庶

務
課

、
経

営
企

画
室

、
川

崎
病

院
事

務
局

庶
務

課
、
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今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
健

康
福

祉
局

総
務

部
保

健
福

祉
シ

ス
テ

ム
課

、
医

療
保

険
部

収
納

管
理

課
、

交

通
局

自
動

車
部

塩
浜

営
業

所
、

同
鷲

ヶ
峰

営
業

所
）

 

 
 

 
 

 
d
 

「
ハ

ー
ド

ウ
ェ

ア
」

の
自

己
点

検
が

未
実

施
で

あ
っ

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

 
 

 
 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
基

準
に

基
づ

き
自

己
点

検
を

実
施

し

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
健

康
福

祉
局

総
務

部
、

同
庶

務
課

、
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

者
施

設
指

導
課

、

同
こ

こ
ろ

の
相

談
所

、
保

健
医

療
政

策
部

、
医

療
保

険
部

収
納

管
理

課
、

総
合

リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

推
進

セ
ン

タ
ー

こ
こ

ろ
の

健
康

課
、

交
通

局
自

動
車

部
塩

浜

営
業

所
、

同
鷲

ヶ
峰

営
業

所
）

 

 
 

 
 

 
e
 

「
委

託
」

の
自

己
点

検
が

未
実

施
で

あ
っ

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

 
 

 
 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
基

準
に

基
づ

き
自

己
点

検
を

実
施

し

ま
し

た
。

 

 
 

 
 

 
今

後
は

、
適

正
な

事
務

執
行

に
努

め
ま

す
。

 

 
 

 
 

（
健

康
福

祉
局

総
務

部
、

同
庶

務
課

、
長

寿
社

会
部

介
護

保
険

課
、

障
害

保
健

福

祉
部

障
害

者
施

設
指

導
課

、
保

健
医

療
政

策
部

、
同

動
物

愛
護

セ
ン

タ
ー

、
医

療

保
険

部
収

納
管

理
課

、
交

通
局

企
画

管
理

部
庶

務
課

、
同

経
営

企
画

課
、

自
動

車

部
管

理
課

、
病

院
局

総
務

部
庶

務
課

、
川

崎
病

院
事

務
局

庶
務

課
）

 

（
キ

）
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
点

検
表

を
適

正
に

作
成

す
べ

き
も

の
 

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

基
準

第
１

２
章

４
（

２
）

に
よ

る
と

、
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
点

検
表

に
よ

り
、

情
報

資
産

の
管

理

に
つ

い
て

、
自

己
点

検
を

行
う

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 

に
つ

い
て

、
自

己
点

検
を

行
う

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
令

和
３

年
度

及
び

令
和

４
年

度
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
点

検
表

の
作

成
状

況

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

次
の

事
例

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

 
自

己
点

検
が

実
施

さ
れ

な
け

れ
ば

、
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
が

適
正

に
講

じ

ら
れ

て
い

る
か

に
つ

い
て

確
認

す
る

機
会

を
逸

し
、

不
適

正
な

点
が

あ
っ

た
場

合

に
そ

れ
を

発
見

し
改

善
す

る
こ

と
が

で
き

ず
、

不
適

正
な

状
態

が
継

続
さ

れ
る

お

そ
れ

が
あ

る
。

 

 
 

 
 

 
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
基

準
に

基
づ

き
、

自
己

点
検

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

 
 

 
 

 
a
 

「
文

書
・

図
画

」
の

自
己

点
検

が
未

実
施

で
あ

っ
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

 
 

 
 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
基

準
に

基
づ

き
自

己
点

検
を

実
施

し

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
健

康
福

祉
局

医
療

保
険

部
収

納
管

理
課

）
 

 
 

 
 

 
b
 

「
可

搬
媒

体
」

の
自

己
点

検
が

未
実

施
で

あ
っ

た
事

例
 

［
措

置
内

容
］

 

 
 

 
 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
基

準
に

基
づ

き
自

己
点

検
を

実
施

し

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
健

康
福

祉
局

医
療

保
険

部
収

納
管

理
課

、
交

通
局

自
動

車
部

塩
浜

営
業

所
、

同

鷲
ヶ

峰
営

業
所

、
病

院
局

井
田

病
院

事
務

局
医

事
課

）
 

 
 

 
 

 
c
 

「
電

磁
的

記
録

」
の

自
己

点
検

が
未

実
施

で
あ

っ
た

事
例

 

［
措

置
内

容
］

 

 
 

 
 

 
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
基

準
に

基
づ

き
自

己
点

検
を

実
施

し

ま
し

た
。
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道
路

防
護

（
擁

壁
）

工
事

（
以

下
「

道
路

防
護

工
事

」
と

い
う

。
）

は
、

道
路

斜
面

に
お

い
て

擁
壁

の
築

造
を

行
う

も
の

で
あ

る
。

 

こ
の

う
ち

、
高

所
作

業
時

の
安

全
対

策
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
労

働
安

全
衛

生

規
則

（
昭

和
４

７
年

労
働

省
令

第
３

２
号

）
第

５
１

９
条

に
よ

る
と

、
請

負
者

は
、

高
さ

が
２

メ
ー

ト
ル

以
上

の
作

業
床

の
端

、
開

口
部

等
で

墜
落

に
よ

り
労

働
者

に
危

険
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
箇

所
に

は
、

囲
い

、
手

す
り

、
覆

い
等

（
以

下
「

囲
い

等
」

と
い

う
。

）
を

設
け

な
け

れ
ば

な
ら

ず
、

囲
い

等
を

設
け

る
こ

と
が

著
し

く
困

難
な

と
き

又
は

作
業

の
必

要
上

臨
時

に
囲

い
等

を
取

り
は

ず
す

と
き

は
、

防
網

を
張

り
、

労
働

者
に

要
求

性
能

墜
落

制
止

用
器

具
を

使
用

さ
せ

る
等

墜
落

に
よ

る
労

働
者

の
危

険
を

防
止

す
る

た
め

の
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

。
 

し
か

し
な

が
ら

、
浸

水
対

策
工

事
及

び
道

路
防

護
工

事
に

お
け

る
高

さ
が

２
メ

ー

ト
ル

以
上

の
箇

所
に

お
い

て
、

囲
い

等
を

設
け

て
い

な
い

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

作
業

員
に

要
求

性
能

墜
落

制
止

用
器

具
を

使
用

さ
せ

る
等

墜
落

に
よ

る
作

業
員

の
危

険
を

防
止

す
る

た
め

の
措

置
を

講
じ

て
い

な
い

状
況

が
認

め
ら

れ
た

。
 

ま
た

、
ゲ

ー
ト

設
置

工
事

に
お

け
る

同
様

の
箇

所
に

お
い

て
、

囲
い

等
を

設
け

て

い
る

も
の

の
、

作
業

員
が

要
求

性
能

墜
落

制
止

用
器

具
を

使
用

し
な

い
ま

ま
、

囲
い

等
か

ら
身

を
乗

り
出

し
て

作
業

を
行

っ
て

お
り

、
墜

落
す

る
危

険
性

が
認

め
ら

れ
た

。
 

高
所

作
業

時
の

施
工

管
理

に
当

た
り

、
監

督
員

は
、

事
故

の
未

然
防

止
に

努
め

る

よ
う

、
請

負
者

に
対

し
て

墜
落

防
止

措
置

の
徹

底
に

つ
い

て
指

導
さ

れ
た

い
。

 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

関
係

職
員

を
対

象
と

し
た

研
修

会
に

お
い

て
、

改
め

て

関
係

法
令

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

適
切

な
監

督
業

務
を

遂
行

す
る

よ
う

、
関

係
職

員
に

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
施

工
管

理
に

努
め

ま
す

。
 

（
工

事
番

号
３

）
（

川
崎

区
役

所
道

路
公

園
セ

ン
タ

ー
整

備
課

）
 

 

文
書

の
管

理
状

況
並

び
に

委
託

業
務

及
び

指
定

管
理

業
務

の
手

続
の

実
施

状
況

に
つ

い
て

、
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
点

検
表

の
記

載
内

容
と

照
合

し
て

み
た

と

こ
ろ

、
点

検
表

は
作

成
さ

れ
て

い
た

も
の

の
実

態
と

は
異

な
る

内
容

が
点

検
表

に

記
載

さ
れ

て
い

た
事

例
が

あ
っ

た
。

 

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

が
実

際
に

は
不

十
分

で
あ

っ
た

点
検

項
目

を
、

点
検

表
上

「
〇

（
対

策
済

み
）

」
と

す
る

と
、

組
織

と
し

て
改

善
す

べ
き

点
を

把
握

す

る
こ

と
が

で
き

ず
、

不
適

正
な

状
態

が
継

続
さ

れ
る

お
そ

れ
が

あ
る

。
 

 
 

 
 

 
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
基

準
に

基
づ

き
、

自
己

点
検

を
適

正
に

行
わ

れ
た

い
。

 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

点
検

表
に

照
ら

し
て

事
務

手
続

き
を

行
う

と
と

も
に

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
基

準
に

基
づ

き
、

適
正

な
点

検
を

徹

底
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
事

務
執

行
に

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

（
健

康
福

祉
局

地
域

包
括

ケ
ア

推
進

室
、

長
寿

社
会

部
高

齢
者

在
宅

サ
ー

ビ
ス

課
、

障
害

保
健

福
祉

部
障

害
計

画
課

、
同

障
害

福
祉

課
、

同
障

害
者

社
会

参
加

・
就

労

支
援

課
、

保
健

医
療

政
策

部
、

同
動

物
愛

護
セ

ン
タ

ー
、

医
療

保
険

部
国

民
年

金
・

福
祉

医
療

課
、

総
合

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
推

進
セ

ン
タ

ー
企

画
・

連
携

推

進
課

、
病

院
局

経
営

企
画

室
、

井
田

病
院

事
務

局
医

事
課

）
 

２
 

令
和

４
年

度
第

２
回

定
期

（
工

事
）

監
査

結
果

に
対

す
る

措
置

状
況

 

（
１

）
高

所
作

業
時

の
安

全
に

関
す

る
指

導
を

適
切

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

川
崎

河
港

水
門

ゲ
ー

ト
設

置
（

止
水

壁
）

工
事

（
以

下
「

ゲ
ー

ト
設

置
工

事
」

と

い
う

。
）

は
、

水
門

の
前

面
に

止
水

壁
を

設
置

す
る

も
の

、
高

津
区

内
平

瀬
川

浸
水

対
策

（
護

岸
改

良
そ

の
２

）
工

事
（

以
下

「
浸

水
対

策
工

事
」

と
い

う
。

）
は

、
平

瀬
川

の
護

岸
の

嵩
上

げ
な

ど
浸

水
対

策
を

行
う

も
の

、
宮

前
区

内
市

道
尻

手
黒

川
線
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個
々

の
遊

具
の

安
全

領
域

を
適

切
に

確
保

す
る

よ
う

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
正

な
設

計
積

算
及

び
施

工
管

理
に

努
め

ま
す

。
 

（
工

事
番

号
６

）
（

川
崎

区
役

所
道

路
公

園
セ

ン
タ

ー
整

備
課

）
 

（
３

）
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
の

施
工

管
理

を
適

切
に

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

渋
川

整
備

工
事

は
、

環
境

整
備

の
一

環
と

し
て

既
存

擁
壁

等
の

改
修

を
行

う
も

の

で
あ

る
。

 

こ
の

う
ち

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

品
質

管
理

の
た

め
に

行
う

圧
縮

強
度

試
験

に
つ

い

て
み

た
と

こ
ろ

、
川

崎
市

土
木

工
事

施
工

管
理

基
準

（
以

下
「

施
工

管
理

基
準

」
と

い
う

。
）

に
定

め
る

川
崎

市
土

木
工

事
試

験
実

施
要

領
（

以
下

「
試

験
実

施
要

領
」

と
い

う
。

）
に

よ
る

と
、

圧
縮

強
度

試
験

は
、

公
的

試
験

機
関

に
お

い
て

実
施

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
が

、
そ

れ
以

外
の

機
関

で
行

わ
れ

て
い

た
。

 

こ
れ

は
、

施
工

管
理

基
準

及
び

試
験

実
施

要
領

の
内

容
に

つ
い

て
、

監
督

員
は

確

認
し

て
い

た
が

、
施

工
計

画
書

へ
の

記
載

等
の

協
議

不
足

に
よ

る
も

の
で

あ
る

。
 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
事

の
施

工
管

理
に

当
た

り
、

監
督

員
は

、
品

質
管

理
が

適
切

に

行
わ

れ
る

よ
う

、
試

験
機

関
に

つ
い

て
施

工
計

画
書

へ
の

記
載

等
を

十
分

に
指

導
し

、

試
験

実
施

要
領

で
定

め
る

試
験

機
関

で
試

験
を

行
わ

せ
る

こ
と

を
徹

底
さ

れ
た

い
。

 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
事

の
施

工
管

理
に

当
た

り
、

試
験

機

関
に

つ
い

て
施

工
計

画
書

へ
の

記
載

を
十

分
に

指
導

し
、

試
験

実
施

要
領

で
定

め
る

試
験

機
関

で
試

験
を

行
わ

せ
る

こ
と

に
つ

い
て

は
、

再
発

防
止

を
図

る
た

め
、

関
係

職
員

に
対

し
、

本
件

に
係

る
試

験
実

施
要

領
の

改
正

内
容

を
含

め
て

、
会

議
の

場
で

共
有

す
る

と
と

も
に

、
適

正
な

監
督

業
務

を
行

う
よ

う
周

知
徹

底
し

ま
し

た
。

 

今
後

は
、

適
切

な
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
の

施
工

管
理

に
努

め
ま

す
。

 

（
工

事
番

号
２

０
）

（
中

原
区

役
所

道
路

公
園

セ
ン

タ
ー

整
備

課
）

 

 

（
工

事
番

号
２

９
）

（
高

津
区

役
所

道
路

公
園

セ
ン

タ
ー

整
備

課
）

 

（
工

事
番

号
３

６
）

（
宮

前
区

役
所

道
路

公
園

セ
ン

タ
ー

整
備

課
）

 

（
２

）
遊

具
の

安
全

領
域

を
適

切
に

確
保

す
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

藤
崎

つ
つ

じ
公

園
ほ

か
遊

具
更

新
工

事
は

、
川

崎
区

内
の

１
２

箇
所

の
公

園
に

お

い
て

遊
具

の
更

新
を

行
う

工
事

で
あ

る
。

 

こ
の

う
ち

、
遊

具
の

配
置

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

国
土

交
通

省
が

定
め

る
、

都

市
公

園
に

お
け

る
遊

具
の

安
全

確
保

に
関

す
る

指
針

（
以

下
「

指
針

」
と

い
う

。
）

に
よ

る
と

、
遊

具
と

遊
具

周
辺

に
い

る
子

ど
も

の
衝

突
事

故
な

ど
を

防
ぐ

た
め

、
遊

具
周

辺
も

含
め

た
利

用
動

線
や

各
遊

具
の

運
動

方
向

を
考

慮
し

た
安

全
領

域
な

ど
に

配
慮

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、

指
針

に
基

づ
い

て
定

め
た

一
般

社
団

法
人

日
本

公
園

施
設

業
協

会
の

遊
具

の
安

全
に

関
す

る
規

準
に

よ
る

と
、

安
全

領
域

に
つ

い
て

は
、

遊
具

ご
と

に
遊

具
を

安
全

に
利

用
す

る
た

め
の

領
域

を
確

保
す

る
こ

と
と

し
、

遊
具

が
隣

接
す

る
場

合
の

安
全

領
域

の
重

複
条

件
が

示
さ

れ
て

い
る

。
 

し
か

し
な

が
ら

、
冥

加
公

園
に

お
い

て
更

新
し

た
砂

場
の

安
全

領
域

に
つ

い
て

み

た
と

こ
ろ

、
隣

接
す

る
遊

具
と

の
離

隔
距

離
が

約
４

０
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

不
足

し
て

い
る

こ
と

が
判

明
し

た
。

 

遊
具

を
配

置
す

る
に

当
た

り
、

設
計

者
及

び
監

督
員

は
、

個
々

の
遊

具
の

安
全

領

域
に

つ
い

て
離

隔
距

離
を

十
分

に
確

認
さ

れ
た

い
。

 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

藤
崎

つ
つ

じ
公

園
ほ

か
遊

具
更

新
工

事
に

お
い

て
、

更

新
し

た
遊

具
（

砂
場

）
と

隣
接

す
る

既
存

遊
具

の
離

隔
距

離
が

約
４

０
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

不
足

し
て

い
た

こ
と

か
ら

、
指

針
及

び
遊

具
の

安
全

に
関

す
る

基
準

を
再

確
認

し
な

が
ら

、
既

存
遊

具
を

移
設

し
、

個
々

の
遊

具
の

安
全

領
域

を
適

切
に

確
保

す
る

と
と

も
に

、
関

係
職

員
が

出
席

す
る

説
明

会
を

開
催

し
、

指
針

等
を

確
認

し
た

上
で

、



川 崎 市 公 報

－5601－

（第1,879号）令和5年(2023年)11月27日

 

橘
公

園
防

災
関

連
施

設
等

整
備

工
事

（
以

下
「

橘
公

園
整

備
工

事
」

と
い

う
。

）

は
、

ソ
ー

ラ
ー

照
明

灯
や

園
路

等
の

整
備

を
行

う
も

の
、

小
台

公
園

整
備

工
事

は
、

遊
具

や
園

路
等

を
整

備
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

 
こ

れ
ら

の
工

事
に

お
い

て
、

排
水

設
備

の
工

事
に

係
る

掘
削

時
の

安
全

対
策

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

建
設

工
事

公
衆

災
害

防
止

対
策

要
綱

土
木

工
事

編
第

４
７

に
よ

る
と

、
地

盤
の

掘
削

に
お

い
て

は
、

掘
削

を
行

う
期

間
や

地
盤

性
状

等
を

総
合

的
に

勘
案

し
た

上
で

、
関

係
法

令
等

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

掘
削

方
法

等
を

決
定

し
、

安
全

か
つ

確
実

に
工

事
が

施
工

で
き

る
よ

う
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、
土

留
工

の
要

否
に

つ
い

て
は

、
建

築
基

準
法

（
昭

和
２

５
年

法
律

第
２

０
１

号
）

に
お

け
る

山
留

め
の

基
準

に
準

じ
る

も
の

と
さ

れ
て

お
り

、
建

築
基

準
法

施
行

令
（

昭
和

２
５

年
政

令
第

３
３

８
号

）
第

１
３

６
条

の
３

第
４

項
に

よ
る

と
、

深
さ

１
．

５
メ

ー
ト

ル
以

上
の

掘
削

を
行

う
場

合
に

お
い

て
は

、
地

盤
が

崩
壊

す
る

お
そ

れ
が

な
い

と
き

、
及

び
周

辺
の

状
況

に
よ

り
危

害
防

止
上

支
障

が
な

い
と

き
を

除
き

、
山

留
め

を
設

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
し

か
し

な
が

ら
、

こ
れ

ら
の

工
事

の
一

部
に

お
い

て
、

掘
削

の
深

さ
が

１
．

５
メ

ー
ト

ル
を

超
え

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
土

留
工

に
よ

る
安

全
対

策
を

施
し

て
い

な
か

っ
た

。
 

 
掘

削
時

の
施

工
管

理
に

当
た

り
、

監
督

員
は

、
事

故
の

未
然

防
止

に
努

め
る

よ
う

、

請
負

者
と

必
要

な
協

議
を

行
う

と
と

も
に

、
請

負
者

に
対

し
て

安
全

管
理

の
徹

底
に

つ
い

て
指

導
さ

れ
た

い
。

 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

研
修

会
に

て
土

留
め

に
関

す
る

規
定

等
を

再
認

識
す

る

と
と

も
に

、
施

工
上

の
安

全
に

関
す

る
指

導
を

徹
底

す
る

よ
う

、
関

係
職

員
に

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
切

な
施

工
管

理
に

努
め

ま
す

。
 

 

（
４

）
移

動
式

ク
レ

ー
ン

の
安

全
管

理
を

徹
底

す
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

高
津

区
内

平
瀬

川
河

床
洗

掘
対

策
工

事
は

、
河

床
に

大
型

土
の

う
を

設
置

す
る

こ

と
に

よ
り

既
存

護
岸

の
洗

掘
を

防
止

す
る

工
事

で
あ

る
。

 

こ
の

う
ち

、
施

工
管

理
の

安
全

対
策

に
つ

い
て

み
た

と
こ

ろ
、

ク
レ

ー
ン

等
安

全

規
則

（
昭

和
４

７
年

労
働

省
令

第
３

４
号

）
第

７
４

条
に

よ
る

と
、

事
業

者
は

、
移

動
式

ク
レ

ー
ン

に
係

る
作

業
を

行
う

と
き

は
、

当
該

移
動

式
ク

レ
ー

ン
の

上
部

旋
回

体
と

接
触

す
る

こ
と

に
よ

り
労

働
者

に
危

険
が

生
ず

る
お

そ
れ

の
あ

る
箇

所
に

労
働

者
を

立
ち

入
ら

せ
て

は
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
が

、
立

入
禁

止
措

置
を

講
じ

て
お

ら
ず

、
作

業
中

に
も

か
か

わ
ら

ず
移

動
式

ク
レ

ー
ン

の
上

部
旋

回
体

と
接

触
す

る
お

そ
れ

の
あ

る
範

囲
内

に
お

い
て

、
作

業
員

の
存

在
が

確
認

さ
れ

た
い

。
 

移
動

式
ク

レ
ー

ン
を

使
用

す
る

に
当

た
り

、
監

督
員

は
、

施
工

計
画

書
に

作
業

員
の

立
入

禁
止

措
置

な
ど

の
安

全
対

策
を

明
示

さ
せ

る
こ

と
な

ど
に

よ
り

、
工

事
の

安
全

管

理
を

徹
底

す
る

よ
う

指
導

さ
れ

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

移
動

式
ク

レ
ー

ン
を

使
用

す
る

作
業

に
お

い
て

、
立

入

禁
止

措
置

を
講

じ
て

い
な

か
っ

た
こ

と
か

ら
、

施
工

計
画

書
に

作
業

員
の

立
入

禁
止

措
置

な
ど

の
安

全
対

策
を

明
示

さ
せ

る
こ

と
な

ど
に

よ
り

、
工

事
の

安
全

管
理

を
徹

底
す

る
よ

う
施

工
管

理
の

方
法

に
つ

い
て

見
直

す
と

と
も

に
、

研
修

会
に

お
い

て
、

改
め

て
関

係
法

令
を

確
認

し
、

適
切

な
処

理
を

行
う

よ
う

、
関

係
職

員
に

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
適

正
な

安
全

管
理

に
努

め
ま

す
。

 

（
工

事
番

号
２

５
）

（
高

津
区

役
所

道
路

公
園

セ
ン

タ
ー

整
備

課
）

 

（
５

）
掘

削
時

の
安

全
に

関
す

る
指

導
を

適
切

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 



川 崎 市 公 報

－5602－

（第1,879号）令和5年(2023年)11月27日

 

管
理

を
行

わ
れ

た
い

。
 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

補
修

工
事

等
を

行
う

と
と

も
に

、
基

準
に

沿
っ

た
設

計

を
行

う
よ

う
関

係
職

員
に

周
知

徹
底

し
ま

し
た

。
 

今
後

は
、

適
切

な
設

計
及

び
施

工
管

理
に

努
め

ま
す

。
 

（
工

事
番

号
２

８
）

（
高

津
区

役
所

道
路

公
園

セ
ン

タ
ー

整
備

課
）

 

（
工

事
番

号
５

５
）

（
麻

生
区

役
所

道
路

公
園

セ
ン

タ
ー

整
備

課
）

 

（
７

）
廃

棄
物

の
処

理
に

つ
い

て
施

工
管

理
を

適
切

に
行

う
べ

き
も

の
 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

小
台

公
園

整
備

工
事

は
、

遊
具

や
園

路
等

を
整

備
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

こ
の

う
ち

、
廃

棄
物

の
処

理
に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
廃

棄
物

の
処

理
及

び
清

掃

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
４

５
年

法
律

第
１

３
７

号
）

（
以

下
「

廃
掃

法
」

と
い

う
。

）

第
２

１
条

の
３

第
１

項
に

よ
る

と
、

建
設

工
事

に
お

い
て

は
元

請
業

者
が

排
出

事
業

者
と

さ
れ

、
廃

掃
法

第
３

条
第

１
項

に
よ

る
と

、
そ

の
事

業
活

動
に

伴
っ

て
生

じ
た

廃
棄

物
を

自
ら

の
責

任
に

お
い

て
適

正
に

処
理

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
が

、
一

部
の

樹
木

の
伐

採
処

分
に

お
い

て
、

請
負

者
が

自
ら

の
責

任
に

お
い

て
処

理
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

が
で

き
な

か
っ

た
。

 

廃
棄

物
処

理
の

施
工

管
理

に
当

た
り

、
監

督
員

は
、

関
係

法
令

等
を

遵
守

し
、

処

理
状

況
を

適
切

に
確

認
さ

れ
た

い
。

 

［
措

置
内

容
］

 

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

研
修

会
に

て
法

令
等

を
再

認
識

す
る

と
と

も
に

、
適

切
な

処
理

を
徹

底
す

る
よ

う
、

関
係

職
員

に
周

知
徹

底
し

ま
し

た
。

 

今
後

は
適

正
な

施
工

管
理

に
努

め
ま

す
。

 

（
工

事
番

号
３

８
）

（
宮

前
区

役
所

道
路

公
園

セ
ン

タ
ー

整
備

課
）

 

（
８

）
そ

の
他

改
善

を
要

す
る

も
の

 

 

（
工

事
番

号
２

８
）

（
高

津
区

役
所

道
路

公
園

セ
ン

タ
ー

整
備

課
）

 

（
工

事
番

号
３

８
）

（
宮

前
区

役
所

道
路

公
園

セ
ン

タ
ー

整
備

課
）

 

（
６

）
バ

リ
ア

フ
リ

ー
に

対
応

し
た

施
設

の
整

備
を

行
う

べ
き

も
の

 

［
指

摘
の

要
旨

］
 

橘
公

園
整

備
工

事
は

、
ソ

ー
ラ

ー
照

明
灯

、
園

路
や

駐
車

場
等

の
整

備
を

行
う

も

の
、

柿
生

学
園

駐
車

場
・

運
動

場
舗

装
補

修
（

打
換

）
工

事
（

以
下

「
柿

生
学

園
舗

装
工

事
」

と
い

う
。

）
は

、
駐

車
場

及
び

運
動

場
の

修
繕

を
行

う
も

の
で

あ
る

。
 

橘
公

園
整

備
工

事
に

お
い

て
、

園
路

の
階

段
に

係
る

バ
リ

ア
フ

リ
ー

対
応

に
つ

い

て
み

た
と

こ
ろ

、
川

崎
市

福
祉

の
ま

ち
づ

く
り

条
例

整
備

マ
ニ

ュ
ア

ル
（

以
下

「
整

備
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
と

い
う

。
）

に
よ

る
と

、
階

段
前

に
敷

設
す

る
視

覚
障

害
者

誘
導

ブ
ロ

ッ
ク

の
位

置
は

、
階

段
の

上
端

及
び

下
端

か
ら

３
０

セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル
程

度
離

れ
た

箇
所

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

お
り

、
高

齢
者

、
障

害
者

等
の

移
動

等
の

円
滑

化
の

促
進

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（

平
成

１
８

年
政

令
第

３
７

９
号

）
第

１
２

条
第

３
号

に
よ

る
と

、
踏

面
の

端
部

は
、

そ
の

周
囲

の
部

分
と

の
色

の
明

度
、

色
相

又
は

彩
度

の
差

を
大

き
く

す
る

こ
と

に
よ

り
、

階
段

を
容

易
に

識
別

で
き

る
も

の
と

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

い
ず

れ
の

規
定

も
階

段
を

踏
み

外
さ

な
い

よ
う

に
す

る
た

め
の

も
の

で
あ

る
が

、
園

路
の

階
段

整
備

に
お

い
て

、
規

定
に

適
合

し
て

い
な

い
箇

所
が

あ
っ

た
。

 

ま
た

、
柿

生
学

園
舗

装
工

事
に

お
い

て
、

駐
車

場
に

係
る

バ
リ

ア
フ

リ
ー

対
応

に

つ
い

て
み

た
と

こ
ろ

、
整

備
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
よ

る
と

、
社

会
福

祉
施

設
に

つ
い

て
は

、

駐
車

台
数

が
１

０
０

台
以

下
の

も
の

に
あ

っ
て

は
１

以
上

の
車

椅
子

使
用

者
用

駐
車

施
設

を
設

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
も

の
の

、
こ

の
設

置
が

な
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
。

 

公
共

的
施

設
の

整
備

に
当

た
り

、
設

計
者

及
び

監
督

員
は

、
バ

リ
ア

フ
リ

ー
対

応

を
十

分
に

意
識

し
、

誰
も

が
安

全
か

つ
快

適
に

利
用

で
き

る
施

設
の

設
計

及
び

施
工
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改
善

措
置

を
要

す
る

も
の

の
う

ち
軽

易
な

事
項

で
あ

る
が

、
適

正
に

執
行

す
べ

き
も

の
が

あ
っ

た
。

そ
の

概
要

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

ア
 
 
廃

棄
物

の
処

理
に

つ
い

て
施

工
管

理
を

適
切

に
行

う
べ

き
も

の
 

廃
棄

物
の

処
分

は
適

切
に

行
わ

れ
て

い
た

も
の

の
、

排
出

事
業

者
で

あ
る

請
負

者

に
運

搬
等

を
行

わ
せ

て
い

な
か

っ
た

事
例
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農 業 委 員 会 告 示

川農委告示第10号

第５回川崎市農業委員会総会を次のとおり招集します。

令和５年11月８日

� 川崎市農業委員会　　　　　

� 会長　小　川　耕　平　　

１�　日　時　

令和５年11月13日㈪　午後２時00分～

２�　場　所

ＪＡセレサ梶ケ谷ビル３階会議室

（川崎市高津区梶ケ谷２－１－７）

　⑴�　議案第１号　�農地法第３条の規定による許可申請

に対する意見について

　⑵�　議案第２号　�相続税の納税猶予適格者証明（新

規）について

　⑶�　議案第３号　特定農地貸付規程の承認について

　⑷�　報告第１号　�農地法第３条の３第１項の規定によ

る届出について

　⑸�　報告第２号　�農地の転用届出に関する事務局長の

専決処分について

　⑹�　報告第３号　�相続税の納税猶予適格者証明（継

続）について

　⑺�　報告第４号　�生産緑地の主たる従事者証明につい

て

　⑻�　報告第５号　�買い取らない旨の通知をした生産緑

地のあっせんについて

　⑼�　その他

職員共済組合公告

川崎市共済公告第14号

令和５年10月31日付けで次の役員が退職しましたの

で、地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）

第14条第４項の規定に基づき公告します。

令和５年11月14日

� 川崎市職員共済組合　　　　

� 理事長　伊　藤　　弘　　

監　事　　椿　　陽　平

　　　───────────────────

川崎市共済公告第15号

川崎市職員共済組合組合会議員選挙を次のとおり行う。

令和５年11月14日

� 川崎市職員共済組合　　　　

� 理事長　伊　藤　　弘　　

１�　選挙の日時　　令和５年12月12日㈫

　　　　　　　　　午前10時30分から午前11時00分まで

２�　選挙会の日時　令和５年12月12日㈫

　　　　　　　　　午前11時00分

３�　選挙及び選挙会の場所、選挙すべき議員の数並びに

選挙長の氏名

選挙区
選挙すべき

議員の数

選挙及び

選挙会の場所
選挙長の氏名

第１区 ２　人 共済組合会議室 井野　聡

市 議 会 告 示

川崎市議会告示第７号

川崎市議会の議員の資産等報告書等の閲覧に係る場所

及び時間について（平成６年川崎市議会告示第１号）の

一部を次のように改正する。

令和５年11月６日

� 川崎市議会議長　青　木　功　雄　　

第１項中「（川崎市役所第２庁舎）」を削る。

附　則

この告示は、令和５年11月６日から施行する。

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第186号

住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

令和５年11月10日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第187号

川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12

条第１項第６号の規定により、別紙に記載の者につい
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て、印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規

定により、その者に通知しなければならないところ住

所及び居所が不明の為、通知の送達ができないので公

示します。

令和５年11月10日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第188号

国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年11月10日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第189号

国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年11月10日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第190号

次の国民健康保険料等に係る差押調書（謄本）を別紙

記載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事

務所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、介護保険法（平成９年法律第123号）第143条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年11月10日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第191号

国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年11月10日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第192号

住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

ため、通知の送達ができないので公示します。

令和５年11月13日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して60日以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴え（以下「取消訴訟」といいます。）

は、前記の審査請求についての裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６箇月以内に、川崎市を被告と

して（川崎市長が被告の代表者となります。）提起する

ことができます。なお、取消訴訟は、前記の審査請求に

ついての裁決を経た後でなければ提起することができな

いこととされていますが、１　審査請求があった日から

３箇月を経過しても裁決がないとき、２　処分、処分の

執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避ける

ため緊急の必要があるとき、３　その他裁決を経ないこ

とにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも取

消訴訟を提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第193号

川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12
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条第１項第６号の規定により、別紙に記載の者につい

て、印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規

定により、その者に通知しなければならないところ住

所及び居所が不明のため、通知の送達ができないので

公示します。

令和５年11月13日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して60日以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６箇月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被

告の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第64号

住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

令和５年11月９日

� 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第65号

川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

令和５年11月９日

� 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第66号

国民健康保険料に係る過誤納金還付（充当）通知書を

別紙記載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、

事務所及び事業所が不明のため送達することができない

ので、国民健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）

第78条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年11月10日

� 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第67号

国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年11月10日

� 川崎市中原区長　板　橋　茂　夫　　

（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第66号

国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。
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なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年11月10日

� 川崎市高津区長　高　橋　友　弘　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第67号

国民健康保険給付費返還請求通知書兼納入通知書を別

紙記載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、

事務所及び事業所が不明のため送達することができない

ので、地方自治法（昭和22年４月17日法律第67号）第

231条の３第４項で準用する地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年11月10日

� 川崎市高津区長　高　橋　友　弘　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第68号

国民健康保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者が国外出国のため送達す

ることができないので、国民健康保険法（昭和33年12月

27日法律192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年

法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年11月13日

� 川崎市高津区長　高　橋　友　弘　　

（別紙省略）

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第45号

住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します｡�

令和５年11月９日

� 川崎市宮前区長　南　　昭　子　　

この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第46号

川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12

条第１項第６号の規定により、別紙に記載の者につい

て、印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規

定により、その者に通知しなければならないところ住

所及び居所が不明の為、通知の送達ができないので公

示します。

令和５年11月９日

� 川崎市宮前区長　南　　昭　子　　�

この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第47号

住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します｡�

令和５年11月９日

� 川崎市宮前区長　南　　昭　子　　

この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第48号

国民健康保険料に係る還付通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す
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る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年11月10日

� 川崎市宮前区長　南　　昭　子　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第49号

国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年11月10日

� 川崎市宮前区長　南　　昭　子　　

（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第57号

介護保険料に係る納入通知書及び過誤納金還付通知書

を別紙記載の者に送達すべきところ、その者の住所、居

所、事務所及び事業所が不明のため送達することができ

ないので、介護保険法（平成９年12月17日法律123号）

第143条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年11月10日

� 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第58号

次の後期高齢者医療保険料に係る納入通知書を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第

80号）第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年11月10日

� 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限

件数

・

備考

令和５年度
後期高齢者

医療保険料

特第１

期以降
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第59号

国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年11月10日

� 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

（別紙省略）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第53号

国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和５年11月10日

� 川崎市麻生区長　山　本　奈保美　　

（別紙省略）
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辞 令

令和５年11月１日付人事異動

（市長事務部局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

（課長級）

総務企画局本庁舎等整備推進室担当課長

総務企画局総務部庁舎管理課担当課長兼務

丹 波 文 雄 総務企画局本庁舎等整備推進室担当課長

総務企画局本庁舎等整備推進室担当課長

総務企画局総務部庁舎管理課担当課長兼務

福 田 秀 信 総務企画局本庁舎等整備推進室担当課長

(病院局)

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

十月三十一日付退職

(課長級)

退職 茂 田 啓 介 市立川崎病院泌尿器科医長

退職 猪 狩 雄 一 市立川崎病院耳鼻咽喉科医長
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